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図　面　名　称
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Ａ－０２

Ａ－０３

Ａ－０４

Ａ－０５

ＮＳ

ＮＳ

Ａ－０６

Ａ－０７

Ａ－０８

Ａ－１０

Ａ－１１

Ａ－０９

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

Ｍ－０１

Ｍ－０２

Ｍ－０３

Ｍ－０４

衛生設備　機器表

外構配管平面図　新設

外構配管平面図　既存撤去

Ｍ－０５ 衛生設備　1－1棟　３階女子職員便所　改修平面図

ＮＳ

1:20

1:200

1:200

1:20

ＮＳ・1:300付近見取図、配置図、仮設計画

1:400

1:400

1:50Ａ－１２

共通特記仕様書

建築改修工事特記仕様書１

建築改修工事特記仕様書２

建築改修工事特記仕様書３

建築改修工事特記仕様書４

建築改修工事特記仕様書５

建築改修工事特記仕様書６

ＮＳ建築解体工事特記仕様書

トイレ改修仕上表、１・２階平面図

トイレ３・４階平面図

トイレ改修工事図

機械設備特記仕様書

Ｅ－０１

Ｅ－０２

ＮＳ

1:200

電気設備特工事記仕様書

電気設備平面図　新設
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25 建設副産物に

 ついて

 次のような建設資材を搬入する建設工事  次のような指定副産物を搬出する建設工事

 　１．土砂・・・・・・・・・１，０００ｍ3以上

 　２．砕石・・・・・・・・・・・５００ｔ以上

 　３．加熱アスファルト混合物・・２００ｔ以上

 　１．土砂・・・・・・・１，０００ｍ3以上

 　２．コンクリート塊、

 　　　アスファルト・コンクリート塊

 　　　建設発生木材

 　　　建設汚泥、建設混合廃棄物＊

合計

２００ｔ以上

 ＊建設汚泥、建設混合廃棄物については、リサイクル法で定められている品目ではないが、調査対象となる

 　工事の中で、これらの品目が発生する場合には、併せて調査を実施するものとする。

 （以下「リサイクル法」という。）により計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。

再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書
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特　　　記　　　事　　　項項　　　目特　　　記　　　事　　　項項　　　目特　　　記　　　事　　　項項　　　目 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

１  使用資材について

 　資材を購入しようとするときは、あらかじめ購入先の名称、所在地及び資材名等を記載した主要資材購入先一覧

 　　　のとする。

【工事名称】 【図面番号】

【図面名称】

検収印

 　とする。

 ・　本工事で発生する建設発生土の内○○ｍ3の処分先については、監督職員と協議のうえ確定し、設計変更の対象

種別 搬出量 搬出先 搬出時期

 第３種建設　

 発生土

トウモローズランド　赤磐市徳富22 令和○○年○月　　 43.5ｍ3 

 建設汚泥について  　本工事から発生する建設汚泥は、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン（国土交通省平成１８年６月）」

 する施設（法令等に基づいた正規な場所であること）と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、

種別 位置数量 施設名称

 搬に先だち受入条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。

 　上記施設で積算しているが、受注者が積算及び搬入する処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示

 現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りでない。

 　本工事から発生するその他の建設副産物は、次の施設に搬入することを見込んでいる。その処分費（岡山県内で

 処理する場合には産業廃棄物処理税相当額、又は産業廃棄物の処理に係る税の条例が施行されている他の県で処理

 する場合には各県の産業廃棄物の処理に係る税相当額を含む。）については、見積単価を採用している。なお、運

種別 位置 再資源化施設名称数量

ｍ3 

 者の提示する施設（法令等に基づいた正規な場所であること）と異なる場合においても設計変更の対象としない。

 　上記再資源化施設で積算しているが、受注者が積算及び搬入する処理施設を指定するものではない。なお、受注

 ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りでない。

 その他の建設副

 産物について

 建設リサイクル法

 棄物について

 　本工事から発生する特定建設資材廃棄物は、次の施設に搬入することを見込んでいる。その再資源化等費（処分

 費。なお、岡山県内で処理する場合には産業廃棄物処理税相当額、又は産業廃棄物の処理に係る税の条例が施行さ

 れている他の県で処理する場合には各県の産業廃棄物の処理に係る税相当額を含む。）については、見積単価を採

種別 位置 再資源化施設名称

 の特定建設資材廃

数量

 

 者の提示する施設（法令等に基づいた正規な場所であること）と異なる場合においても設計変更の対象としない。

 用している。なお、運搬に先だち受入条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。

 　上記再資源化施設で積算しているが、受注者が積算及び搬入する処理施設を指定するものではない。なお、受注

 ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りでない。

 　については、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とすることができる。

 　搬出を見込んでいるが、工事間利用調整の状況によっては、設計変更の対象とする。また、現地において予定し

 　た土質及び土量等に変更があった場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。

 　　改良土プラントは次の施設で積算しているが、受注者が積算及び搬出するプラントを指定するものではない。

 　　なお、受注者の提示するプラント（法令等に基づいた正規な場所であること）と異なる場合においても設計変

 　更の対象としない。ただし、受注者の責によらない場合、及びエコ認定に係る新規プラントの参入があった場合

 について

 建設発生土

 　ものとする。

 　　・調査の区分（　　　　　　　　　　　　　　　）

 　　・調査の時期（　　　　　　　　　　　　　　　）

 　　・調査方法（　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　　・調査範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ・　本工事に伴う解体撤去により事業損失が懸念されるため、その対策として次の調査を行うものとする。

 ・　本工事箇所は、特に生活環境を保全する必要がある地域であるので、次の工種の施工に当たっては低騒音型、

 　　・耐震改修工事－－－－

 　　・外壁改修工事－－－－

 　　・地業工事(杭)－－－－既成コンクリート工法（又は使用機種）

　　低振動型建設機械指定に関する規程（平成９年７月３１日付け建設省告示第１５３６号、最終改正平成１３年

 　　なお、排出ガス対策型建設機械に貼付けてある「指定ラベル」についても写真撮影を行い提出するものとする。

 ○ホイールクレーン（ラフテレーンクレーン）

 　るとともに現場代理人は施工現場において使用する建設機械が確認できる写真撮影を行い提出するものとする。

ディーゼルエンジン

（エンジン出力7.5kW以上

260kW以下）を搭載した

建設機械に限る。

 一般建設機械８機種

 機　種 備　考

 ●バックホウ　○トラクタショベル（車輪式）　○ブルドーザ

 ○発動発電機（可搬式）　○空気圧縮機（可搬式）

 ○油圧ユニット

 　（以下に示す基礎工事用機械のうちベースマシンとは別に、独立したディーゼルエン

 　ジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの）

 　：油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アー

 　　スオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アース

 　　ドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機

 ○ローラ（ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ）

 　型建設機械と同等とみなすことができる。ただし、これにより難い場合は別途監督職員と協議するものとする。

 　法律（平成１７年法律第５１号）に基づく技術基準に適合する機械、または、排出ガス対策型建設機械指定要領

 　（平成３年１０月８日付け建設省経機発第２４９号、最終改正平成１４年４月１日付け国総施第２２５号）、排

 　出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規定（平成１８年３月１７日付け国土交通省告示第３４８号）もしく

 　は第３次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成１８年３月１７日付け国総施第２１５号）に基づき指定された

　　 　排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。ただし、平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排

 　出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業も

 　しくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策

 　　・施工方法　防音シートにより囲いを設けての作業とする。

 　　・作業時間  9：00～17：00

 　　・建設機械、設備は　排出ガス対策型を　使用する。

 ・　本工事に伴う、公害防止対策のため、次の事項を指定する。

 について

 公害対策関係７

８

９
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 　工期設定においては、雨天、休日等を見込み設定している。なお、休日等には、日曜日、祝日、夏期休暇及び年 工期設定について６

 末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を見込んでいる。

 ・　本工事は低入札価格調査対象工事であるが、本工事が低入札価格工事となった場合、受注者は本工事及びその 監督検査の強化

 ・　その他検査に必要な書類等については、中間検査実施要領によるものとする。

 　ない。

 　格工事がある場合は、主要資材の確認及び不可視部分等の検査を発注者が必要と認める時点で受けなければなら

 　けなければならない。

 について

５

 工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。

 について

 施工体制台帳３

 　受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負者を含む）及び元請負者の専門技術者（専任している場合のみ）に、

 　受注者は、工事の一部を下請負に付した場合、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２４条の７の規定によ

 り、施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出するものとする。

 　受注者は施工体制台帳に加えて工事担当技術者台帳を作成し、工事現場に備えるとともに監督職員に提出するも

 　なお、現場での立場（監理技術者等）が明確になるよう留意するものとする。

 　受注者は施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければなら

 ない。

 （専任している場合のみ）の顔写真、氏名、生年月日、所属会社名、専任・非専任の別を記載するものとする。

 のとする。なお、工事担当技術者台帳には、監理技術者、主任技術者、（下請負を含む）及び元請負の専門技術者

 下請負業者の選定２

 について  よう努めるものとする。

 　下請負に付そうとする場合には、あらかじめ下請負人選定一覧届出書を監督職員を通じて提出するものとする。

 付するものとする。

 「建設汚泥の再生利用に関する実施要領（国土交通省平成１８年６月）」により再資源化施設へ搬入する。

 　本工事から発生する伐木・伐根材、建設汚泥等は、次の施設に搬入することを見込んでいる。その再資源化等費

（処分費。なお、岡山県内で処理する場合には産業廃棄物処理税相当額、又は産業廃棄物の処理に係る税の条例が施

 を採用している。なお、運搬に先だち受入条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。

 行されている他の県で処理する場合には各県の産業廃棄物の処理に係る税相当額を含む。）については、見積単価

 伐木・伐根材

 建設汚泥

 その他

 岡山県エコ製品

 について

 　　　再生加熱アスファルト混合：工事現場から４０km及び運搬距離１．５時間の範囲内に在庫がない場合

 　　　再生骨材等：工事現場から４０kmの範囲内に在庫がない場合

 　た再生品をその性能、品質、安全性、数量、価格等について考慮の上、可能な範囲で積極的な使用に努めるもの

 　とする。

 　する。設計単価は岡山県エコ製品を見込んでいるため、使用しない場合は、監督職員に報告

 　し設計変更の対象とする。

 　　また、品質及び価格が同等である場合は、岡山県エコ製品の優先的な調達に努め、使用に当たっては監督職員

 　の承諾を得ることとし、使用する場合は設計変更の対象とする。

 　のとする。

 真砂土等

　　ｍ3 

種別 数量 場所 搬出時期

不足土について

 　する土場（法令等に基づいた正規な場所であること）と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、

 　変更の対象とする。

 　　改良土プラントは次の施設で積算しているが、受注者の積算及び搬入するプラントを指定するものではなく、

 　受注者の提示するプラント（法令等に基づいた正規な場所であること）と異なる場合においても設計変更の対象

 　としない。ただし、受注者の責によらない場合、及びエコ認定に係る新規プラントの参入があった場合について

 　は、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とすることができる。

 　　真砂土等の土場は次の場所で積算しているが、受注者の積算及び土場を指定するものではなく、受注者の提示

 　受注者の責によらない場合、及び新材以外のものを搬入する場合については、監督職員と協議のうえ設計変更の

 　対象とすることができる。
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 　このとき、使用する高炉セメント及びフライアッシュセメントは、Ｂ種及びＣ種とする。その他のコンクリート

 　る。

 アルカリ骨材反応

 抑制対策について  　　受注者は、高炉セメント及びフライアッシュセメントを使用したレディーミクストコンクリートを使用すると

 　を使用するときは、監督職員と協議し、アルカリ骨材反応抑制対策実施要領の２．１又は２．３を実施するもの

 　とする。

 　　受注者は、使用するコンクリート二次製品毎に、アルカリ骨材反応抑制対策実施要領の２．１の確認を行い、

 　監督職員に報告すること。なお、高強度コンクリート使用の製品については、単位セメント量が多いためアルカ

 　リ総量が所定の値を満足しない場合があり、このときはアルカリ骨材反応抑制対策実施要領の２．３を実施し、

 　監督職員に報告すること。さらに、この試験に用いる試料を採取するときは、受注者自らが立ち会うこと。

 　  受注者は、アルカリ骨材反応抑制対策実施要領の２．１、２．２、２．３のいずれかを必ず実施するものとす

14

 　きは、セメント内のスラグ及びフライアッシュ混合率を生コンクリート使用報告（承認）に記載するものとする。

 再生コンクリート

 砂について  されている測定方法に基づき、「六価クロム」の溶出試験を行い、監督職員の承諾を得た上で使用するものとする。

 　本工事で使用するコンクリート塊から製造された再生砂は、平成３年８月２３日付け環境庁告示第４６号に規定

 　　カーを貼付しなければならない。

 　④　受注者は、「推進工事」において監督職員から建設リサイクル法第１１条に規定される「通知」が完了した

 　　旨の回答があるまでの間、当該工事に着手してはならない。

 　⑤　受注者は、現契約が「推進工事」以外の工事で、工事着手後、現場条件等により「推進工事」となる場合は、

 　　監督職員と速やかに協議し、④と同様、監督職員からの回答があるまでの間、当該工事に着手してはならない。

 　⑥　受注者は、「推進工事」において、当初契約時に記載した再資源化等施設と異なる施設で再資源化等を行う

 　　際には、監督職員と協議を行わなければならない。

 　⑦　受注者は、「推進工事」における特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等報告書を

 　　監督職員に提出しなければならない。

 　②　「推進工事」の契約書７に掲げる「別紙の通り」の「別紙」とは、「建設工事に係る資材の再資源化等に関

 　　する法律第１３条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第４条の規定による書面」とする。

 　　し協議するものとする。

 　③　受注者は、「推進工事」において「建設業の許可票」若しくは「解体工事業者登録票」の標識に下図ステッ

 について

 使用する工事、又は特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材）が発

 　①　「推進工事」においては、建設リサイクル法第１２条第１項に規定する説明事項（分別解体等の方法・解体

 　　工事に要する費用・再資源化等をするための施設の名称及び所在地・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要す

 　　る費用等）について、契約書を提出する前に別に定める「通知に係る事前説明事項」の書面を監督職員に提出

 建設リサイクル法  「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）」について

 　特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）を

 生する工事全てを「建設リサイクル推進工事（以下「推進工事」という。）」と位置づけ、建設リサイクル法施行

 令第２条第１項の規定による建設工事の規模に関する基準を満たさない工事についても、建設リサイクル法の規定

 を準用する（但し、罰則規定は除く）。
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 ※　本工事において、次に示す一般建設機械８機種を使用する場合は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する

 ※　排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、施工計画書に記載す

 ※　運搬路等については、粉塵により公衆に迷惑を及ぼすことのないよう散水防塵（３回／日程度）を実施する

 　　本工事で発生する建設発生土については現場内で利用することとし、搬出する場合においては次の場所への

 建設発生木材

 ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

 コンクリート塊

 ※伐木・伐根材、建設汚泥等について

 ※その他の建設副産物について

 ※　本工事の不足土については、次の場所からの搬入を見込んでいるが、工事間利用調整の状況によっては、設計

 ※　本工事の裏込め・埋め戻しに使用する改良土等（エコ製品）の品質については、内部摩擦角10度以上とする。

 ※　本工事で使用する改良土等（エコ製品）については、品質試験結果を承認願に添付して監督職員に提出するも

 　生砕石、再生砂、再生割栗石）については、「岡山県エコ製品」認定製品を使用するものとする。ただし、次の

 　場合は、別紙「資材調達結果報告」を作成のうえ監督職員と協議を行うものとする。

 ※　岡山県エコ製品の基準に適合しないと認められたとき、搬入された資材の撤去等を指示する場合がある。

 ※　その他本工事で使用する資材については、「岡山県循環型社会形成推進条例」に基づき、循環資源を原料とし

 ※　本工事で使用する資材のうち、再生加熱アスファルト混合物については、岡山県エコ製品に認定された製品の

 ※　本工事で使用する再生加熱アスファルト混合物（いわゆる改質アスファルト混合物を除く）、再生骨材等（再

 ※　レディーミクストコンクリート

 ※　コンクリート二次製品

 ※　現場練りコンクリート

建設リサイクル推進工事
岡　山　県

通　知　年　月　日

「推進工事」（ステッカー）　例

注）通知が終了後、監督職員が交付。

 火災保険等の

 時期、金額

 ・普通火災保険に付すべき時期及び金額

 　　①　工事出来形（検査済工事材料を含む）が５０％になった際に請負代金額の８０％相当額の保険に付するもの

 　　　とし、その後、工事出来形（検査済工事材料を含む）が８０％になった際に請負代金額相当の保険金額となる

 　　　　なお、木造の対象物に対しては、工事出来形（検査済工事材料を含む）が２０％になった際に請負代金額と

 　　　なるよう付するものとする。

 　　②　初回の付保時期において請負代金額相当の保険金額を付することができるものとする。

 　　③　建設工事保険その他保険を付する場合は、上記①及び②に準ずるものとする。

 　　④　保険の期限は、工事完成時期に１４日を加えた期日までとする。ただし、工事が遅延した場合には、その期

 　　　限も遅延日数に応じて延長するものとする。

 　　　よう付するものとする。

 ・修繕又は模様替等の工事は次による。

 　　①　請負契約の工事範囲については、請負契約金額に相当する補償額となる保険契約を対象として、工事の着手

 　　　前に保険契約を締結するものとする。

 　　②　同一敷地内にある工事範囲外の既設建築物については、監督職員が特に必要と認めた場合を除き付さないも

 　　　のとする。
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 住宅瑕疵担保履行

 法による資力確保

 措置について

 　　　・○○○○棟　・○○○○棟　・○○○○棟

 　行うものとする。

 　資力確保措置が義務付けられている。なお、資力確保の措置については、○○○○○○○○○○○○○○工事で

 　　本工事における次の棟は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成19年法律第66号）に基づく23

24

 諸経費調整に

 ついて  　ついても請負った場合には、指定工事のうち同一請負人となる工事と本工事の設計額の合計額により定まる率に

 　よって算定した諸経費から、同一請負人となる指定工事に係る諸経費を控除した額をもって再計算し変更する。

 　　本工事の請負額は、本工事の入札時に県が指定した次の工事（以下「指定工事」という。）の請負人が本工事

 　　　・○○○○○○○工事

 　ただし、継続する工事と認められなくなった場合（本工事の落札日より前に指定工事の完了届を受理する場合）

 　は、指定工事から除外する。なお、諸経費調整を行った工事については、現場代理人は兼務することができる。

 　　　・○○○○○○○工事
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 　　　・○○○○○○○工事

 部分使用について  適用

 使用する部分（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 使用する時期（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 発注者が、引渡し前において、受注者の承諾を得て使用する工事目的物の部分。
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 ついて

 部分引渡しに  適用

 発注者が、工事の完成に先立って部分的に引渡しを受ける部分。

 引渡しを受ける部分（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 引渡しを受ける時期（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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＜工事請負契約書第38条関係＞ 

 専任指導技術者の

 配置について

 　　（別記様式２－２）に記載した専任指導技術者を配置し、現場代理人等の指名通知書と併せて「専任指導技術

 　　者配置届」を提出すること。

 　　者等の専任が必要とされない期間は、専任指導技術者についても専任であることを要しない。

 　　者を配置できない場合（専任で配置すべきところを専任で配置できない場合を含む）は、工事成績評定を３点

 　　減ずるとともに、指名停止等の措置を行う場合がある。（契約締結前にあっては、契約を締結しないとともに、

 　　指名停止等の措置を行う場合がある。）

 　　　また、病休、死亡、退職等特別な理由により配置予定技術者調書（別記様式２－２）に記載した専任指導技

 　総合評価（特別簡易型）一般競争入札（条件付）による入札　で、専任指導技術者の配置を申請し、落札者となっ

 た場合の特記事項は以下のとおりである。

※

 　①　契約後は、監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）に加えて、配置予定技術者調書

 　②　専任指導技術者は専任で配置し、工事の全期間に渡り監理技術者等を指導補助すること。ただし、監理技術

 　③　病休、死亡、退職等特別な理由以外により配置予定技術者調書（別記様式２－２）に記載した専任指導技術

 ※ 入札公告において「専任指導技術者の配置を申請することができる」とされている入札に限る。

 　④　工事完了後の監理技術者等としての施工実績及び工事成績は、監理技術者等となった技術者にのみ付与する。

 　　（上記の特別な理由以外での専任指導技術者の交代は認めない。）

価による得点の小計が交代前の専任指導技術者の得点の小計未満となったときは、工事成績評定を２点減ずる。

 　　術者が工期の途中で交代した場合は、交代後の専任指導技術者について、改めて評価を行うものとし、当該評
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 　　③　保険の期限は、工期末日に１４日を加えた期日までとする。ただし、工事が遅延した場合には、その期限も

 　　　遅延日数に応じて延長するものとする。

※　下請契約における発注者の指導について

　　①　この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、下請契約におけ

　　　る注文者・下請契約における受注者との合理化が図られるよう、「建設産業における生産システム合理化指

　　　針」の趣旨により、下請契約における受注者の適正な選定、合理的な下請契約の締結、請負代金支払等の適

　　　正な履行、下請における雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めるものとする。

　　②　中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、下請契約における注文者

　　　は、下請契約における受注者に対しては、発注者から受取った前払い金の均てん、請負代金における現金比

　　　率の改善、手形期間の短縮等請負代金支払の適正化について配慮するものとする。

 　受注者は、建設副産物の発生量・処理状況及び再生資材等の利用状況把握に資するために、「建設副産物実態調

 査（センサス）」による搬出先調査の調書を作成するものとする。対象工事は、建設副産物の有無及び搬入資材の

　　４月９日付け国土交通省告示第４８７号）に基づき指定されている建設機械を使用するものとする。

 　受注者は、下表に該当する資材の搬入、指定副産物の搬出が生じる建設工事については、「資源有効利用促進法」

 ら同システムによる「確認済みマーク」の付与を受けるものとする。

 タを「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ、コブリス）」に入力し、監督職員の確認を受け、監督職員か

 有無に関わらず、最終請負代金額１００万円以上の全ての工事とし、調書の作成については、工事完成後調査デー

 作成・登録

 について

 工事実績情報の４

※　建設資材納入業者との契約について

　　　この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引

　　を確保するよう努めるものとする。

　　た場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

　　　なお、第三者による品質証明書類を提出し、監督員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明し

　　とする。

　　資金面・人事面で関係がない者）によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督員の確認を得るもの

　　（建築防水資材等）を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対して受注者が指定した第三者（同社と

　　　受注者は、東洋ゴム化工品（株）、ニッタ化工品（株）（以下「同社」という。）で製造された製品や材料

※　ゴム製品等の品質確認等

※　建設業退職金共済組合等への加入等

　　①　建設業者は、建設業退職金共済組合（以下「組合」という。）等に加入するとともに、その建設業退職金

　　　共済組合制度等の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付するものと

　　　する。

　　②　建設業者が下請契約を締結する際は、当該契約の受注者に対して，この制度の趣旨を説明し、掛金相当額

　　　を請負代金中に算入することにより、当該受注者の組合加入並びに証紙の購入及び貼付けを促進するものと

　　　する。

　　③　受注者は、組合から工事現場に建設業退職金制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示に

　　　ついて要請があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力をするものとする。

※　建設業法等の遵守について

　　①　建設業法( 昭和２４年法律第１００号) に違反する一括下請負、その他不適切な形態の下請契約を締結し

※　建設業からの暴力団の排除の徹底について

　　　工事の施工に際して、暴力団等からのあらゆる不正な要求に対し断固としてこれを拒否し、また被害に対し

　　ては、すみやかに警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行わなければならない。

　　　また、監督職員とも連絡を密にとり工程等被害が生じた場合は、協議を行うものとする。

　　　ている者であって、監理技術者講習を過去５年以内に受講した者を配置するものとする。この場合において、

　　　発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を提示するものとする。

　　④　上記①、②及び③のほか、建設業法等に抵触する行為は行なってはならない。

　　　てはならない。

　　③　受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受け

　　②　建設業法第２６条の規定により受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専

　　　任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者（他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時

　　　継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事している者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるも

　　　のに限る）を配置するものとする。

※　労働基準法の遵守

　　　この契約に係る工事の施工にあたっては、労働基準法の趣旨に則り、労働時間について遵守するよう努めな

　　なければならない。

※　不正軽油の排除について

　　　本工事に伴い、ディーゼルエンジン仕様の自動車及び建設機械等を使用する場合は、規格（ＪＩＳ）に合っ

　　た軽油を使用するものとする。

　　　また、調査のため建設機械等から燃料を採取する場合には、監督職員の指示によりこれに協力しなければな

　　らない。

※　受注者は、設計図書、仕様書に明示のない事項、その内容に疑義を生じた場合及び設計図書と工事現場の状態

　が一致しない時は、直ちに監督職員に連絡し、その指示を受けて施工するものとする。

※　公共事業労務費調査に対する協力

　　①　本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し

　　　提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

　　②　受注者は、調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合、その実施に

　　　協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

　　③　受注者は、公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準

　　　法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の

　　　賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

　　④　受注者は、本工事の一部について下請契約を締結する場合は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一

　　　部に係る二次以降の下請負人を含む。）が③と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

※　受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管

　理などの技術的業務を実施する能力のある技術者が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる

　工場（全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）の製品を

　用いなければならない。

※　受注者は、本工事に係る工事監理業務を委託する場合があるので、当該業務を受注した工事監理者が業務の履

　行に必要な範囲で行う求めに対し、適切にこれに応じなければならない。

※　受注者は、（公財）建設技術センター等の現場技術員が監督職員に代わり施工体制の点検や監督職員の補助を

　行うことがあるので、現場技術員から点検等を求められた場合には、適切にこれに応じなければならない。

・　工事請負代金の支払いについて

　　③　ダンプカーのさし枠装着車等による違法運行は行わないこと。

　　②　過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。

　　①　工事用資機材等の積載超過のないようにすること。

※　ダンプトラック等による過積載の防止について

　使用するものとする。

　　当該工事にかかる土砂等の運搬が運送契約によって行われるときは、正規の運転免許を受けた者の車両に限って

※　ダンプトラック等の適正な使用について

　　②　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第７条第２号又は第１５条第２号に規定する営業所の専任技術者で

　　　ないこと。

　　①　受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。（健康保険被保険者証の写し等で確認を行う。）

※　本工事現場に配置する現場代理人については、次の要件を全て満たしていなければならない。

　　単品スライド条項の鋼材費にはスクラップ費を含む。

※　単品スライド条項について

Ｒ０３．０２

＜工事請負契約書第58条関係＞ 

＜工事請負契約書第58条関係＞ 

＜工事請負契約書第33条関係＞ 

 架空線及び架空電

 線の防護措置につ

 いて

 　力の協議により必要となった場合は、設計変更の対象とする。

 　　架空線及び架空電線の防護措置に係る費用は計上していないが、契約後、発注者、受注者及びＮＴＴ又は中国電

 　　防護措置に係る協議等について、ＮＴＴ又は中国電力への依頼は受注者が行うこととする。また、協議は、受注

 　者の施工計画書作成段階において行うこととする。

令和　　年　　月　　日

 　受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム

 （コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」 

 をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日

 等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時

 は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

 　登録対象は、工事請負代金額500万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するも

 のとする。

 　また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。

 　なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申

 請を省略できる。

 　また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、

  速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。

Ａ－０１
共通特記仕様書

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

使用に努めるものと

19.6ｔ 

10.8ｔ 

 廃プラスチック 0.46t

令和○○年○月　　改良土 トウモローズランド　赤磐市徳富22

 　本工事に使用する資材については、市内産資材又は市内取扱業者から購入した資材の使用に努めるものとする。

 　　(1) 市内産の資材がある場合は、市内産の資材を優先するものとする。

 　　(2) 市内産の資材がなく、やむを得ず市外産の資材を使用する場合には、市内取扱業者の資材を優先するも

 　市外産資材を市外取扱業者から購入する場合には、理由を書面にして添付するものとする。

 　市内産資材：①製造所の所在地が赤磐市内である資材。

 　　　　　　　②法務局に登記されている本店の所在地が赤磐市内である業者。

 　なお、木材については、市内の森林で伐採された木材を原料とする木製品、若しくは、赤磐市の「木材業者等登

 　届出書を監督職員を通じ提出するものとする。

 　録」を受けている製材業者が製材・加工した国産材木製品を市産材とし、市産資材として取り扱う。

 　他赤磐市発注の手持ち工事において、主要資材の確認及び不可視部分等の検査を発注者が必要と認める時点で受

 ・　本工事が低入札価格工事とならない場合においても、工期の重複する赤磐市発注の手持ち工事の中に低入札価

 　本工事の施工において、やむを得ず工事の一部を下請負に付す場合、下請負の相手方は市内業者から選定するよ

 　市外業者を下請負の相手方として選定する場合には、前記の届出書に県内業者を選定しない理由を書面にして添

 　上記において、「市内業者」とは、建設業法上の「主たる営業所」の所在地が赤磐市内である業者のことをいう。

 　市内取扱業者：法務局に登記されている本店の所在地が赤磐市内である業者。

　　・本工事における請負代金の支払いは、請求を受けた日から４０日以内とする。

※　設計変更ガイドライン等の遵守義務づけについて

　　設計変更等については、工事請負契約書第１８条～第２４条に記載しているところであるが、その具体的な考

　え方や手続きについては、「岡山県設計変更ガイドライン（公共建築工事）」によることとする。

※　労災補償に必要な保険の付与について

　　本工事において、受注者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な

  保険料を予定価格に反映している。

※　墜落制止用器具の着用について

　　労働安全衛生法施行令第13条第３項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」（平成

  31年１月25日厚生労働省告示第11号）による墜落制止用器具（フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落

  制止用器具及びランヤード等）とする。

※　安全対策について

　本工事の施工に当たっては、交通整理人を適切に配置し、生徒等の安全に十分注意して施工するものとする。

なお交通整理人を延べ２５人見込んでいるが、学校等との協議により変更が生じた場合は、別途協議する。

中野開発株式会社

中野開発株式会社

岡山市北区金山寺602

岡山市北区金山寺602

岡山県環境保全事業団倉敷市水島川崎通1-14-1



 ・内部足場の種別　　　　　　※脚立、足場板等　・　

 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、

工 事 名 称

工 事 場 所

敷 地 面 積

階

階

階

階

階

小 計

合 計

㎡

㎡

建築面積(㎡)

Ⅰ．　工　事　概　要

（１）項目は番号に○印のついたものを適用する

（２）特記事項は○印のついたものを適用する

○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する

○印と※印のついた場合は共に適用する

（　　）の内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

特記仕様２．

Ⅱ．　建築改修工事仕様

（３）項目に記載［　　］の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

章 項　　　　目 特　　　記　　　事　　　項

１
　
一
般
共
通
事
項

１  適用基準等

 　（以下「標準詳細図」という）

２  電気保安技術者

（４）関係法令の改正等により（条例を含む）、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に

ついて、監督職員と協議すること。

【工事名称】 【図面番号】

【図面名称】

検収印

［１．３．５］

３  施工条件

 ・工事車両の駐車場所　（※図示　・　　　　　　　　　　）

 ・資機材置場　　　　　（※図示　・　　　　　　　　　　）

 ・建設発生土仮置場　　（※図示　・　　　　　　　　　　）

［１．３．３］

 ・施工時間帯　　　　　※指定なし　・指定あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ・部位別の施工順序　　※指定なし　・指定あり（・図示　・　　　　　　　　　　　　　）

床 面 積(㎡)

棟 名 称 ／ 構 造

・無人改修 ・有人改修・無人改修 ・有人改修・無人改修 ・有人改修・無人改修 ・有人改修施 工 条 件

棟　　　造棟　　　造棟　　　造棟　　　造

１． 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書（建

及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様書（建築工事

（５）材料及び製造所等の記載は順不同である。

 配置する

 　※アルミニウム製　L-30×15×2.0ｍｍ程度　・　

断熱材

 防水層の種類

 屋根露出防水

高日射反
射率防水
の適用

 ･設ける

 脱気装置

 ･設けない

 ･設ける

 ･設けない

 改修用ﾄﾞﾚﾝ

 ･設けない

 ･設ける

 改修用ﾄﾞﾚﾝ

※DI-2

・DI-1

 ・M4DI

 ・M3DI

 ・P0DI

・

 ･設ける

 ･設けない

 脱気装置

 ・D-4

 ・D-3

 ※D-2

 ・D-1

 ・C-4

 ・C-3

 ※C-2

 ・C-1

 ・P0D

 ・M3D

 ・M4C

・

・

 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置

 脱気装置の種類及び設置数量

   ※アスファルトルーフィング類製造所の仕様による　・　

   ※図示　・　

屋内防水

 ・Ｐ１Ｅ

 ・Ｐ２Ｅ

 ・Ｅ－１

 ※Ｅ－２             ・設けない

工法 種別 施工場所

  　　　　　・設ける

   ※アルミニウム製　L-30×15×2.0mm程度  ・　

 屋上排水溝　・図示　・　

 押え金物の材質及び形状寸法

　　　　　　　保護層

 Ｅ－１の場合で工程３を行う部位（※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位　・　　　　　　　　　　） 

改質アスファルトシート

防水

［３．１．４］

　防水層の種別

 ・MA4S

 ・M3AS

 ・製造所

 　による

 ・製造所

 　による

 　の指定

 ・製造所

 　による

 　の指定

 ・ 

 ・

 　の指定

 ・製造所

 　による

 　の指定

 ・ 

（材質）

　JIS A 9521(建築用断熱材)に基

　づく発泡プラスチック断熱材

（種類）

　※硬質ウレタンフォーム断熱材

　・50ｍｍ

　・

（厚さ）

　※25ｍｍ

　・

 ・製造所

 　による

 　の指定

 ・製造所

 　による

 　の指定

 ・ 

 ・

 脱気装置

 ・設ける

 ・設けない

 改修用ﾄﾞﾚﾝ

 ・設ける

 ・設けない

 ・AS-T1

 ・AS-T2

 ・AS-T3

 ・AS-T4

 ・AS-J2

 ・AS-J1

 ・AS-J3

使用量種類

 ・ 

備考断熱材種別工法

高日射反
射率防水
の適用

備考

 ・P0ASI

 ・M4ASI

 ・M3ASI
 脱気装置

 ・設ける

 ・設けない

 改修用ﾄﾞﾚﾝ

 ・設ける

 ・設けない

 防水層

 ・設ける

 ・設けない

 ・ASI-T1

 ・ASI-J1

 ・製造所

 　による

 　の指定

 ・製造所

 　による

 　の指定

 ・  ・ 

 ・製造所

 　による

 　の指定

 ・製造所

 　による

 　の指定

 ・  ・ 

 ・ 

 ・製造所
 　の指定
 　による

 ・ 

 ・製造所
 　の指定
 　による

（材質）

　JIS A 9521(建築用断熱材)に基

　づく発泡プラスチック断熱材

（種類）

　※硬質ウレタンフォーム断熱材

　・50ｍｍ

　・

（厚さ）

　※25ｍｍ

　・

施工箇所

工法 種別 施工箇所

 ・P0AS

 改質アスファルトシートの種類及び厚さ

 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

 押え金物の材質、形状及び寸法

 　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・　

 　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・　

 　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・　

 脱気装置の設置数量　　※改質アスファルトシートの製造所の仕様　・　　　個

 脱気装置の種類　　※改質アスファルトシートの製造所の仕様　・　

仕上塗料

仕上塗料

［表３．３．３～１０］

立上り部の保護絶縁用シート

 ※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

　厚さ0.15㎜以上

・　

 ・ﾚﾝｶﾞ押え

 ・乾式保護材

 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

 　※改修標準仕様書 表3.3.3 から 表3.3.9 による

 平場の保護コンクリートの厚さこて仕上げ

 　　こて仕上げ　　※水下　80㎜以上

 防水立上り部の保護

工　法 施工箇所

 ・Ｐ２Ａ

 ・Ｐ１Ｂ

 ・Ｐ１ＢＩ

 ・Ｐ２ＡＩ

 ・ＢＩ－３

 ※ＢＩ－２

 ・ＢＩ－１

 ・ＡＩ－３

 ※ＡＩ－２

 ・ＡＩ－１

 ・Ｂ－３

 ※Ｂ－２

 ・Ｂ－１

 ・Ａ－１

 ※Ａ－２

 ・Ａ－３

断熱材

 ・Ｔ１ＢＩ

 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

 　※改修標準仕様書 表3.3.3 から 表3.3.9 による

・　

 ※ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ

　（70g／㎡程度）

 　　床タイル張り　※水下　60㎜以上

 アスファルト防水  屋根保護防水

 防水層の種別

４

［３．１．４］

［３．３．２～３、５］

（材質）

　　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材３種ｂ

　　Ａ（スキン層付き）

（厚さ）

　　JIS A 9521による押出法

 　※JIS R 1250

 　・　

 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ押え

　　・　

　　※25ｍｍ

　　・50ｍｍ

 　※乾式保護材

 　　　　　　　　　　寸法

 　　　　　　　　　　　厚さ(㎜)：　　　、幅(㎜)：

 　　　　　　　　　したもの

 　　窯業系パネル：無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生

 　　金属複合板：金属板と樹脂を積層一体化したもの

 　　　　　　　　　　寸法

 　　　　　　　　　　　厚さ(㎜)：　　　、幅(㎜)：

 　・れんが

 施工図及び施工計画書  提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする

 設備工事との取合い

 コンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする

 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける

 撤去部分

 完成時の提出図書　

［１．８．１～３］

 完成図（ＣＡＤデータの提出（※要・不要））

 保全に関する資料　（提出部数　※１部　　・　　部）

 提出書類の詳細については、別途、完成図書作成要領による

 　　地表面粗度区分　　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ

積雪量　建築基準法施行令第８６条第３項の規定に基づく岡山県建築基準法施行細則による数値

 はつり工事等における

 非破壊検査

 ※はつり工事やスリット工事を行う施工前調査において、非破壊検査が必要と考えられる場合は、

 　監督職員との協議により、非破壊検査を実施すること。

 ※探査方法としては電磁誘導式を原則とする。放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場

 　合、監督職員との協議による。

 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 適用区分

 　　風圧力風速　　　　　Ｖｏ＝　　　　　ｍ／ｓ

 騒音・粉じん等の対策  騒音・粉じん等の対策　　・ 防音パネル　　・ 防音シート

 防音パネル、 防音シートを取り付ける足場の設置範囲［２.１.３］

 　※ 工事に必要な範囲　　・ 

 足場その他

［２．２．１］

２

１

撮影部位は監督職員の指示による

 完成写真 工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出するものとする。

撮影部位及び

箇所数
形式・サイズ

提出

セット数

画素数及び

画質等
撮影者

外部（　　）箇所

内部（　　）箇所

カラー印画紙　・キャビネ判　・Ｌ判

・電子データ（ＪＰＥＧフルカラー

　圧縮率1/4程度）

4500×3000ピク

セル以上で画像

補正を行ったも

の

建築完成写真

の撮影実績が

ある者で、監

督職員が承諾

する撮影業者

外部（　　）箇所

内部（　　）箇所

カラー印画紙　・キャビネ判　※Ｌ判

※電子データ（ＪＰＥＧフルカラー）

1280×960ピク

セル以上かつ撮

影したデジタル

カメラの設定の

うち最高の画質

任意
３

３

電子データは、ＣＤ－Ｒ等で提出する

 ・厚生労働省の標準的方法による。

 　⑤　その他　監督員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けるものとする。

 　④　分析　測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。

ハ　測定回数は１回とし、複数回の測定は不要とする。

 　　　　定時間帯の中央となるよう、１０時３０分～１８時３０分までの時間帯で測定する。

 　　イ　②の状態のままで測定する。

 　③測定

 　　ロ　測定時間は、原則として２４時間とする。ただし工程等の都合により、２４時間測定が

 　　　　行えない場合は、８時間測定とする。なお、８時間測定の場合は、午後２時～３時が測

２
　
仮
設
工
事

 ・材料、撤去材等の運搬方法　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種

 既存部分の養生

［２．３．１］

 既存部分の養生方法　※ビニルシート等　・　

 ・固定された家具等（備品，机，ロッカー等）の移動　　※行う（図示）

 ・既存部分における既存家具等の養生　※ビニルシート等　・　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保管場所　※構内既存施設内　・　

 ・既存ブラインド、カーテン等の養生　　養生方法　※取外し再取付　　・　

３

 仮設間仕切り

［２．３．２］

 仮設扉　　※木製（合板張り程度）　・　

 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　　※図示　・　

 仮設間仕切りの種別と材質等

 　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・図示　　　

 　　Ａ、Ｂ種の仕上げ材　　※せっこうボード（GB-R 厚さ9.5ｍｍ）　・合板（普通合板 厚さ9ｍｍ）

 　　Ａ、Ｂ種の片面への塗装等　・行う　※行わない

 　　Ａ種のグラスウール等の充填材　

 　　　※行う（ＪＩＳ　Ａ　６３０１グラスウール吸音材３２Ｋ厚５０㎜）

 　　　・行わない

４

 ※別途引込みとする　　・構内既存の施設を利用できる（※有償　・無償）

 監督職員事務所  ※設けない　

 ・既存建物内の一部を使用する（場所：　　　　　　　　　　　　）

 ・構内に新設する　規模（　　　　㎡　）

 工事用水  構内既存の施設　※利用できる（※有償　・無償）　・利用できない

 　備品等は、監督職員の指示を受けて設置するものとする

３
　
防
水
改
修
工
事

５

６

７

１

 工事用電力

 降雨等に対する養生方法

［２．４．１］

［３.１.３］

 ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ｱ)～(ｳ)による。

 ・　

２  既存防水の処理

［３.２.３、４、６］

 既存保護層の撤去　　・行う（範囲　　※図示　・　　　　　　　　　　） 

 　　　　　　　　　　・行わない

 既存防水層の撤去　　・行う（範囲　　※図示　・　　　　　　　　　　） 

 　　　　　　　　　　・行わない 

 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去　　・行う（・M4AS　・M4ASI　・M4C　・M4DI　・L4X）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・行わない 

３  既存下地の処置

［３.２.６］

 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等　　※図示　・　

 P0S工法及びP0SI工法（機械的固定工法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等

 の処置　　※改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)(g)①～③による　・　

 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口

 部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理

 　※図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する　・　

１６

１７

１８

１９

２０

１５

１４

 ・外部足場の範囲　　　　　　※工事に必要な範囲　・　

 ・防護シートの範囲　　　　　※工事に必要な範囲　・　

 ※足場を設ける場合は、改修標準仕様書２．２．１（２）、（５）による。

 受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

［３．４．２、３］

使用量種類

４  工事安全計画書

［１．３．７］  施工に先立ち工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出するものと

する

 建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）に基づき、工事の

５  ※石綿含有建材の事前調査 石綿含有建材の事前調査

　  ２種２号

　  ２種２号

     貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

     調査範囲（※工事範囲　　・図示　　　　　　　）

 材料の品質等

［１．４．２～５］

 特別な材料の工法

 施工数量調査

［１．５．２］

 調査のための破壊部分  補修方法　※図示

［１．５．３］

１）本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を

２）本工事に使用する材料のうち、３）に指定する材料の製造業者等は、次の（１）～（６）の事

項を満たすものとし、その証明となる資料（外部機関が発行する証明書の写し）を監督職員に提

出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りで

（１）品質及び性能に関する試験データが整備されているもの

（２）生産施設及び品質の管理が適切に行われているもの

（３）安定的な供給が可能であるもの

（４）法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得しているもの

（５）製造又は施工の実績があり、その信頼性があるもの

（６）販売、保守等の営業体制が整えられているもの。（なお、システムとして機能するものに
あっては、システムの構築能力があり、現場での施工体制が整えられているもの）

３）製造業者等に関する資料の提出を定める材料

煙突用成形ライニング材錠前類床型枠用鋼製デッキプレート

天井点検口クローザ類鉄骨柱下無収縮モルタル

床点検口自動扉機構無収縮グラウト材

グレーチング自閉式上吊り引戸機構乾式保護材

屋上緑化システム重量シャッター透水・保水性床タイル

トップライト軽量シャッター及びブロック

エポキシ樹脂オーバーヘッドドア

タイル部分張替え用接着剤防水剤ルーフドレン

ポリマーセメントモルタル吸水調整材 現場発泡断熱材

フリーアクセスフロアアルミニウム製建具

鋳鉄製ふた鋼製建具 可動間仕切

移動間仕切鋼製軽量建具

ステンレス製建具 トイレブース

 調査範囲　※外壁（庇、笠木共）、軒裏等の建物外周部及び屋内の梁、階段裏等の見上げ面　・図示

 　　　　（※塗装改修の範囲内　　・塗装改修の範囲外を含む全工事範囲　）

 調査方法　※テストハンマーによる打診及び目視　　・　

 　調査は、建物外周部のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび割れ及び雨漏りの有無及び

 　また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表及び写真を添えて監督職員に２部提出するも

有するものとする。

はない。

 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品等の指定工法によるものとする。

 　屋内見上げ面等の浮きの位置及び数量（幅、長さ、面積）の調査を行うものとする。

 　屋根調査は、既存の防水層、シーリング材充填部、とい、笠木等及び下地の劣化状況を確認する。

 　のとする。

 技能士

［１．６．２］

工事種目 技能検定職種 技能検定作業

 ・とび作業 とび 仮設工事

 防水改修工事  防水施工  ・アスファルト防水工事作業

 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業

 ・合成ゴム系シート防水工事作業

 ・塩化ビニル系シート防水工事作業

 ・セメント系防水工事作業

 ・シーリング防水工事作業

 　防水工事作業

 ・改質アスファルトシートトーチ工法

 ・ＦＲＰ防水工事作業

 外壁改修工事  樹脂接着剤注入施工

 左官

 タイル張り

 ・樹脂接着剤注入工事作業

 ・左官作業

 ・タイル張り作業

 建具改修工事  サッシ施工

 ガラス施工

 自動ドア施工

 ガラス用フィルム施工

 ・ビル用サッシ施工作業

 ・ガラス工事作業

 ・自動ドア施工作業

 ・建築フィルム作業

 ・大工工事作業 建築大工 内装改修工事

 建築板金  ・内外装板金作業

 内装仕上施工  ・鋼製下地工事作業

 ・プラスチック系床仕上げ工事作業

 ・ボード仕上げ工事作業

 表装  ・壁装作業

 左官  ・左官作業

 タイル張り  ・タイル張り作業

 塗装改修工事  塗装  ・建築塗装作業

 耐震改修工事  鉄筋施工

 型枠施工

 ・鉄筋組立作業

 ・型枠工事作業

 コンクリート圧送施工  ・コンクリート圧送工事作業

 鉄工  ・構造物鉄工作業

 とび  ・とび作業

 環境配慮改修

 工事

 配管  ・建築配管作業

 路面表示施工  ・溶融ペイントハンドマーカー工事作業

 ・加熱ペイントマシンマーカー工事作業

 造園  ・造園工事作業

 補修範囲　※図示

 ・カーペット系床仕上げ工事作業

 　　ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。

 　　①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を５時間閉鎖する。

 　　し、３０分間換気する。

パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う。

 測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告するものとする。

 化学物質の濃度測定

［１．６．９］

 図示した室のホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼンの室内濃度を

 　①３０分間換気

 　　測定対象室のすべての窓及び扉（造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉を含む）を開放

 　②５時間閉鎖

また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。

ものとする。

　　ヒド、アセアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した

４）１）の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアルデ

②建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

②建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル

　デヒド発散建築材料以外の材料

 　　ホルムアルデヒド放散量　規制対象外に該当する建築材料

 　　ホルムアルデヒド放散量　第三種に該当する建築材料

９

１０

１１

１２

１３

８

既調合モルタル

既調合目地材

有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

３）接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、

１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクル

ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗

料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材

次の１）から４）を満たすものとする。

２）接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。

料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

 環境への配慮

［１．４．１］

７

発生材の処理等  ・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　）

 ・特別管理産業廃棄物（　　　　　　　　　　　　　　　）

 　　処理方法　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

 ・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　）

 ・再生資源化を図るもの

 　・コンクリート塊　　・アスファルトコンクリート塊　　・建設発生木材

 　・廃石膏ボード　

 ・管理型の産業廃棄物（下記以外は関係法令等に従い適切に処理）

 ・ＰＣＢ含有シーリング材の処理

 　　現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する

 　・第一次判定

 　　　採取箇所数　　計　　箇所

 　　　採取箇所　　※図示　

 　・第二次判定

 　　専門分析機関にてＰＣＢ含有量の分析を行う

 　　　分析個数　　計　　箇所

 　・除去処理工事

 　　　除去範囲　　※図示　

・せっこうボードの処理

・石綿含有せっこうボード　　９章による

・ひ素・カドミウム含有せっこうボード

　・製造業者に回収委託

　・埋立処分（管理型最終処分場）

　　　処分施設の名称　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　所在地　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード

・再生資源化（再資源化施設）　　・最終処分（管理型最終処分場）

　　　処分施設の名称　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　所在地　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

［１．３．１２］

６

工
事
範
囲

別
途
工
事

Ｒ０３．０２

消防法施行令別表第一区分

用途地域 防火地域 ・防火地域 ・準防火地域 ・指定なし

建ぺい率（指定率） 　　　　％（　　　　％） 容積率（指定率） 　　　　％（　　　　％）

 ※週休２日促進工事について

 ・本工事は、週休２日促進工事の対象である。週休２日促進工事特記仕様書を参照すること。

 ・本工事は、週休２日促進工事の対象外である。

     工事着手に先立ち、改修の作業に係る全ての材料について、設計図書等の文書を確認する方法

     職員に提出する。

     及び目視により確認する方法により石綿等の使用の有無について事前調査し、調査結果を監督

     なお、事前調査で石綿の使用の有無が明らかにならなかった場合は、分析による調査が必要に

     なるため、監督職員と協議するものとする。

５

Ａ－０２

岡山県赤磐市山陽３－１

建築改修工事特記仕様書１

建 築 改 修 工 事 特 記 仕 様 書

 ・施工ができない日等　※指定なし　・指定あり（

監督員と協議するものとする

監督員と協議するものとする     ）

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

校舎南棟 RC

･排水設備改修工事
･排水工事に伴う便所改修工事

図示

築工事編）（令和４年版）[令和５年３月改定]」（以下、「改修標準仕様書」という。）による。図面、本特記仕様書

編（令和４年版）[令和５年３月改定]」以下、「標準仕様書」という。）又は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建

築物解体工事共通仕様書（令和４年版）・同解説 令和５年版」による。

※建築工事標準詳細図（令和４年版）　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

※営繕工事写真撮影要領（令和５年版）　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修



 ※製造所の指

 　定による

 ・ 

 (材質)

 ※改修標準仕様書3.5.2  　・モルタル塗替え工法　　　既製目地材　・使用する（形状　　　　　　）

 　　仕上げ厚又は全塗厚が25ｍｍを超える場合の措置　　※図示　　・ 

 　・充填工法　・エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル

 　モルタルの材料　　※現場調合材料　・既調合材料

外壁複合改修構工法

評価を取得した工法とする

平成７年度建設省告示第１８６０号による「外壁複合改修構工法の開発」において、建設大臣の技術４

４ー

４
　
外
壁
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事（
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り
仕
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げ
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壁）

１ タイル張替え工法用

材料

タイルの形状、寸法等

タイル部分張替え工法及びタイル張替え工法用接着剤の種類

・ポリマーセメントモルタル

・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

・JIS A 5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系

 施工

 箇所

吸水率による区分 うわぐすり

無有 特注標準

色役物

有 無施ゆう無ゆう

耐凍害性 耐滑形状/寸法 再生材料

(ｍｍ)
形状/寸法

・ ・ ・ ・ ・ ・・

・ ・ ・ ・ ・ ・・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ ・

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 り性

・ ・

出隅　　天端

出隅、窓台、マグサ（標準一体成型品以外は接着成型品とする）

内　　装

外　　装

役物の使用箇所

［４.２.２]

備考
の適用

２ ひび割れ部改修工法

・タイルを撤去しないで改修

下地モルタルまで撤去後のコンクリート部分の改修は、4-2 外壁改修工事（コンクリート打放し

※タイルを撤去して改修

仕上げ外壁）による

モルタルを存置した場合のモルタル部分の改修は、4－3 外壁改修工事（モルタル塗仕上げ外壁）

による

タイル撤去後のタイル欠損部の補修は、 3 欠損部改修工法による

　※樹脂注入工法

［４.１.４］［４.２.２］

［４.５.５、６］

 　　※可とう性エポキシ樹脂

 　　　　シーリング材の上にポリマーセメントモルタルの充填　　※行う　・行わない

 　　　　充填材料　　※１成分形又は２成分形ポリウレタン系　・　

 　　・シーリング材

 　・Ｕカットシール材充填工法

 　　コアの抜取り部の補修方法　　※ポリマーセメントモルタル充填　・図示

 　　コアの抜取り個数　　※長さ500ｍごと及びその端数につき1個　・　

 　　注入状況の確認方法　　※注入量により確認　・コアの抜取りを行う　・　

 　　エポキシ樹脂　　※低粘度形　・中粘度形

工法の種類

 50～100

100～200

150～250

※40　　・　

※70　　

※130　　

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

手動式エポキシ樹脂注入工法

機械式エポキシ樹脂注入工法

注入量（ｍＬ／ｍ）

機械式エポキシ樹脂注入工法

※A

・B

・C

・D

※40　　・　0.2以上0.3未満

0.2以上0.3未満

0.3以上0.5未満

0.5以上1.0未満

※40　　・　0.3以上0.5未満 200～300

※70　　・　0.5以上1.0未満

ひび割れ幅（ｍｍ） 注入口間隔（ｍｍ）

３ 欠損部改修工法

［４.１.４］［４.２.２］

［４.５.７、８］

 　接着剤の種類　　・ポリマーセメントモルタル　・外装タイル接着剤張りの接着剤

 　貼付けモルタルの材料　　※現場調合材料　・既調合材料

 　・セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り

 　　　　　　　　　　　　・ユニットタイル（・マスク張り　・モザイクタイル張り）

 　・有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張り

 ・タイル部分張替え工法

 　外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験　　・行う　・行わない

 ・タイル張替え工法（下地モルタルを撤去する場合）

 　伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置　　※改修標準仕様書表4.5.1による　・　

 　　タイル張りの工法　　・外装タイル（・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り）

［５．２．２～５］

［４.１.５］［４.２.２］

［４.８.２］［表４.２.６］

Ｕカットの上ポリ

ウレタン系シーリ

ング材（幅2mm以（幅2mm未満）

 ・  ・ 

 　による

 　の指定

 ・製造所

 ・ 

 　による

 　の指定

 ・製造所

 ・  ・ 

 　による

 　の指定

 ・製造所

 ・  ・ 

種類 使用量

 ・製造所

 　の指定

 　による

 ・ 

【工事名称】 【図面番号】

【図面名称】

検収印

１

［５．１．３］

 改修工法５
　
建
具
改
修
工
事

［５．１．４］

２  防火戸

 建具見本の製作３

［５．１．５］

 防犯建物部品

［５．１．７］

４

５ アルミニウム製建具

 合成高分子系 　防水層の種別

 ルーフィングシート防水
工法 種別

 ［３．１．４］

 ・P0S  ・S-F1

 ・S4S  ・S-F2

 ・S-M1

 ・S-M2

 ・S-M3

 ・M3S  ・S-F1

 ・S-F2

 ・M4S  ・S-M1

 ・S-M2

 ・S-M3

 ・P0SI  ・SI-F1

 ・S3SI  ・SI-F2

 ・S4SI

 ・M4SI

備考

 脱気装置

 ・設ける

 ・設けない

 改修用ﾄﾞﾚﾝ

 ・設ける

 ・設けない

 脱気装置

 ・設ける

 ・設けない

 脱気装置

 ・設ける

 ・設けない

 脱気装置

 ・設ける

 ・設けない

 改修用ﾄﾞﾚﾝ

 ・設ける

 ・設けない

高日射反
射率防水
の適用

施工箇所 断熱材

・

・

・

・

・

・

・

・

・

 ［３．５．２～４］

６

仕上塗料

 笠木の固定金具の工法等

 板材折曲げ形の笠木の取付方法　※図示　・                       .

 下地補修の工法　※図示　・　　　　　　　　　　　　　　　　　.

 既存笠木等の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　）

 表面処理　種別（　　）種　皮膜等の種類（※標準仕様書表14.2.1による　・　　　）

　　　　 　　　　　・行わない

［３．９．２～３］

 アルミニウム製笠木  種類　・オープン形式（・押出250形　・押出300形　・押出350形） ［表３．９．１］

　　　 ・板材折曲げ形（・オープン形式　　・シール形式）

　　　　　　　 本体幅（　　）mm　板厚（※2.0mm　・　　mm）

防水改修フロー及び数量

・既存保護層の補修及び処置

防水面調査（施工数量調査）

ひび割れ部補修 欠損部改修 浮き部補修 ぜい弱部補修 既存目地欠損部補修
既存目地欠損部補修

ポリマーセメント

モルタル補修

ポリマーセメント

モルタル補修

撤去の上、ポリ

マーセメントモ

ルタル補修

ポリマーセメント

モルタル補修

既存目地撤去の

上ポリウレタン

系シーリング材

ｍｍｍ㎡㎡㎡ｍｍｍ

１１

　 ・適用しない

上）

ケレン等の上、ポ

工事用シール材

アスファルト防水

リマーセメントペ

ースト補修

アスファルト防水

工事用シール材

（脱気に利用する場合）

 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

 　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法）

　 　　　　着色（※標準色　・特注色（　　　　　　　　　　））

（品質・性能）

項目 品質・性能

だれ

曲げ強さ（Ｎ/ｍｍ2）

圧縮強さ（Ｎ/ｍｍ2）

5以内

ひびわれの発生が無いこと。

6.0以上

20.0以上

下がり量（ｍｍ）

表面の状態

1.0以上標準条件接着強さ（Ｎ/ｍｍ2）

特殊条件 湿潤時

低音時

裏面のぬれ、水滴の付着が無いこと。透水性

1）均質で有害と認められる異物の混入がないこと。その他

0.8以上

0.5以上

2）高分子エマルションは、常温常湿において製造

　 後６か月保存しても、変質しないこと。

 ポリマーセメントモルタル

［４.２.２］

（品質・性能）

広がり速度 長さ変化率

（収縮）

引張接着性

（材齢28日）

曲げ性能

（材齢28日）

吸水性

（72時間）

耐久性

（劣化曲げ強さ）

（％） （Ｎ/ｍｍ2） （Ｎ/ｍｍ2） （％） （Ｎ/ｍｍ2）

（ｃｍ/ｓ）

3以上 3以下 0.5以上 5.0以上 15以下 5.0以上

保水係数　0.35～0.55

粘調係数　0.50～1.00 

 ポリマーセメントスラリー

［４.２.２］

３

４

予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

（品質・性能）

保水率：70％以上

単位容積質量：1.8ｋｇ/Ｌ以上

接着強さ：標準時　0.6Ｎ/ｍｍ2以上、温冷繰り返し後　0.4Ｎ/ｍｍ2以上

長さ変化率：0.2％以下

曲げ強さ：4.0Ｎ/ｍｍ2以上

モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を

 吸水調整材

［４.２.２］

［４．２．２］

２

１

ひび割れ部改修工法

工法の種類 ひび割れ幅（ｍｍ） 注入口間隔（ｍｍ）

 50～100

100～200

150～250

※40　　・　

※70　　

※130　　

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

手動式エポキシ樹脂注入工法

機械式エポキシ樹脂注入工法

注入量（ｍＬ／ｍ）

機械式エポキシ樹脂注入工法

※A

・B

・C

・D

※40　　・　0.2以上0.3未満

0.2以上0.3未満

0.3以上0.5未満

0.5以上1.0未満

※40　　・　0.3以上0.5未満 200～300

※70　　・　0.5以上1.0未満

［４.１.４］[４.２.２]

 [４.３.４～６]

１４ー

２
　
外
壁
改
修
工
事（

コ
ン
ク
リー

ト
打
放
し
仕
上
げ
外
壁）

改修標準仕様書 表４.２.２による

 ・Ｕカットシール材充填工法

 　・シーリング材

 　※可とう性エポキシ樹脂

 ・シール工法

 ※樹脂注入工法

 　エポキシ樹脂　　※低粘度形　・中粘度形

 　注入状況の確認方法　　※注入量により確認　・コアの抜取りを行う　・　

 　　　充填材料　　※１成分形又は２成分形ポリウレタン系　・　

 　※パテ状エポキシ樹脂　・可とう性エポキシ樹脂

 　　　シーリング材の上にポリマーセメントモルタルの充填　　※行う　・行わない

 　コアの抜取り部の補修方法　　※ポリマーセメントモルタル充填　・図示

 　コアの抜取り個数　　※長さ500ｍごと及びその端数につき1個　・　

欠損部改修工法 ※充填工法

　・エポキシ樹脂モルタル　　・ポリマーセメントモルタル［４.１.４］[４.２.２]

 [４.３.７]

２

1 ひび割れ部改修工法 ※モルタルを撤去しないで改修

・モルタルを撤去して改修

　※樹脂注入工法

工法の種類

 50～100

100～200

※40　　・　

※70　　

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

手動式エポキシ樹脂注入工法

機械式エポキシ樹脂注入工法

注入量（ｍＬ／ｍ）

※A

・B

・C

・D

※40　　・　0.2以上0.3未満

0.2以上0.3未満

0.3以上0.5未満

※40　　・　0.3以上0.5未満 200～300

※70　　・　0.5以上1.0未満

ひび割れ幅（ｍｍ） 注入口間隔（ｍｍ）

［４.１.４］[４.２.２]

 [４.４.５～７]

外壁）による

モルタル撤去後のコンクリート部分の改修は、4-2 外壁改修工事（コンクリート打放し仕上げ

モルタル撤去後のモルタル欠損部の補修は、 2 欠損部改修工法による

４ー

３
　
外
壁
改
修
工
事（

モ
ル
タ
ル
塗
仕
上
げ
外
壁）

機械式エポキシ樹脂注入工法 0.5以上1.0未満 150～250 ※130　　

 　　※パテ状エポキシ樹脂　・可とう性エポキシ樹脂

 　・シール工法

 　　※可とう性エポキシ樹脂

 　　　　シーリング材の上にポリマーセメントモルタルの充填　　※行う　・行わない

 　　　　充填材料　　※１成分形又は２成分形ポリウレタン系　・　

 　　・シーリング材

 　・Ｕカットシール材充填工法

 　　コアの抜取り部の補修方法　　※ポリマーセメントモルタル充填　・図示

 　　コアの抜取り個数　　※長さ500ｍごと及びその端数につき1個　・　

 　　注入状況の確認方法　　※注入量により確認　・コアの抜取りを行う　・　

 　　エポキシ樹脂　　※低粘度形　・中粘度形

欠損部改修工法

［４.１.４］[４.２.２]

 [４.４.８、９]

 ※充填工法（欠損部の面積が0.25ｍ2／箇所程度以下の場合）

 ・モルタル塗替え工法

 仕上げ厚又は全塗厚が25ｍｍを超える場合の措置　　※図示　・　

 　モルタルの材料　　※現場調合材料　・既調合材料

 　既製目地材　　・使用する（形状　　　　　　）

 　充填材の種類　　※ポリマーセメントモルタル　・エポキシ樹脂モルタル

浮き部改修工法

［４.１.４］[４.２.２]

 [４.４.１０～１５]

２

３

４ー

１
　
外
壁
改
修
工
事（

共
通
事
項）

４ 浮き部改修工法

［４.１.４］［４.２.２］

［４.５.９～１５］

　　　　　　　　

 注入口付アンカーピンの材質　　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6ｍｍ

 アンカーピンの材質　　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4ｍｍの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの

 ・注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法

 ・アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法（・注入口付　・　　　　　）

 ・アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法（・注入口付　・　　　　　）

 ・アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（・注入口付　・　　　　　）

 　　注入口付アンカーピン本数　　・　

 　外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験　　・行う　・行わない

 　伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置　　※改修標準仕様書表4.5.1による　・　

 　貼付けモルタルの材料　　※現場調合材料　・既調合材料

 ・タイル張替え工法（下地モルタルを撤去する場合）

 　接着剤の種類　　・ポリマーセメントモルタル　・外装タイル接着剤張りの接着剤

 ・タイル部分張替え工法

 　・セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り

 　　　　　　　　　　　　・ユニットタイル（・マスク張り　・モザイクタイル張り）

 　・有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張り

 　　タイル張りの工法　　・外装タイル（・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り）

既存塗膜等の除去、

下地処理及び下地

調整

［４．６．２］

１４ー

５
　
外
壁
改
修
工
事（

塗
仕
上
げ
外
壁）

・サンダー工法 ４-２　外壁改修工事

・高圧水洗工法

・塗膜はく離剤工法

・水洗い工法

　　　　　　・100ＭＰａ以上　

　　　　　　・50ＭＰａ～100ＭＰａ

４-３　外壁改修工事

（モルタル塗仕上げ外壁）による

（コンクリート打放し仕上げ外壁）

※下地調整塗材　　・ポリマーセメントモルタル２ 下地調整材

［４．６．３］

仕上塗材仕上げ３

  ※規制対象外　　・ 

建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 

仕上塗材の種類 

・薄付け仕上

  塗材

・外装薄塗材Ｓｉ

・可とう形外装薄塗材Ｓｉ

・外装薄塗材Ｅ

・可とう形外装薄塗材Ｅ

・防水形外装薄塗材Ｅ

・外装薄塗材Ｓ

・砂壁状

・京壁状じゅらく 

・凹凸状（・吹付け　・こて塗り） 

・着色骨材砂壁状（・吹付け　・こて塗り）

・砂壁状じゅらく

・平たん状 

・さざ波状

・ゆず肌状（・吹付け　・ローラー塗り）

   ・　

   ・　

   ・　

   ・　

   ・　

   ・　

・複層仕上

  塗材

・防水形複層塗材ＲＥ

・防水形複層塗材ＣＥ

・防水形複層塗材Ｅ

・可とう形複層塗材ＣＥ

・複層塗材Ｅ

・複層塗材Ｓｉ

・複層塗材ＲＥ

・複層塗材ＣＥ ・ゆず肌状　・凸部処理　・凹凸状  　

上塗材 

  溶　媒　※水系　・溶剤系　・弱溶剤系 　　

  樹　脂　※アクリル系　　・ 　　

  外　観　※つやあり　　・つやなし

耐候性　　※耐侯形３種　・ 

　　　　　・メタリック

   ・　

   ・　

   ・　

   ・　

   ・　

   ・　

   ・　

  塗材

・厚付け仕上
・外装厚塗材Ｃ

・外装厚塗材Ｓｉ

・外装厚塗材Ｅ

   上塗材　　　 ・適用する　・適用しない 

・凹凸状　・ひき起こし　・かき落とし  　

・吹放し　・凸部処理　・平たん状 

　 吸放湿性　　・適用する　・適用しない

   ・　

   ・　

   ・　

   ・　

（１５．６．２）

・石綿含有仕上げ塗材の除去は、９章環境配慮改修工事による

・可とう形改修塗材Ｅ・可とう形

  改修用仕上

  塗材

・可とう形改修塗材ＲＥ

・平たん状　・さざ波状　・ゆず肌状  　

上塗材

耐候性　　※耐侯形３種　・ 

  樹　脂　※アクリル系　　・ 　　

  溶　媒　※水系　・溶剤系　・弱溶剤系 　　

  外　観　※つやあり　　・つやなし

　　　　　・メタリック

・可とう形改修塗材ＣＥ    ・　

   ・　

   ・　

種別　・Ａ種　・Ｂ種マスチック塗材塗り

［４.１.５］［４.７.２］

 [表４.７.１］

４

５  外壁用塗膜防水材塗り  仕上げの形状　・　

 工法　・　

 外壁用仕上塗材の耐候性　　※JIS A 6909の耐候形1種の品質基準に適合するもの　・　

 下地挙動緩衝材　　・適用する　・適用しない

 外壁用仕上塗料の種類　　・　　　　　（所要量　　※改修標準仕様書表4.2.6による　・　　kg/㎡）

 模様材の種類　　　　　　・　　　　　（所要量　　※改修標準仕様書表4.2.6による　・　　kg/㎡）

 ※製作しない　　・製作する（・納まり等が分かる程度のもの　・　　　　　）

 ・撤去工法　（・はつり工法　・引抜き工法）　　適用箇所（・建具表による　・　　　）

 ※かぶせ工法（・カバー工法　・持出し工法）　　指定箇所（・建具表による　・　　　）

 ※かぶせ工法（・ｶﾊﾞｰ工法　・持出し工法　・ﾉﾝｼｰﾙ工法）　　適用箇所（・建具表による　・　　　）

 ・適用する　　適用箇所（・建具表による　・　　　　　）

 枠の見込み寸法　 ・建具表による　・ 

 表面処理 

 網戸等６ 網目線径

  ・ 

  ※16～18メッシュ 

  ・ 

  ※0.25mm以上

      ステンレス(SUS304)線材

   ・ステンレス(SUS316)製 

   ・ガラス繊維入り合成樹脂製 

   ※合成樹脂製 

  ・防鳥網

  ・防虫網

網目寸法15mm

種類

1.5mm

   水切り板、ぜん板　※図示　・ 

   結露水の処理方法　※図示　・ 

 性能値等

 　・耐風圧性の等級（　　　　　）、気密性の等級（　　　　　）、水密性の等級（　　　　　）

 ステンレス鋼板の材料　　※SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1　・　

材質

［５．２．３］

 　※改修標準仕様書 表5.2.1による種別

 　　外部に面する建具　　　 ・Ａ種（建具符号　　※建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　 　 　　　 ・Ｂ種（建具符号　　※建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　 　　　　　 ・Ｃ種（建具符号　　※建具表による　・　　　　)

 　　防音ドア,防音サッシ　　・適用する　　遮音性の等級（　　）

                          　　（建具符号　　・建具表による　・　　　　）

          　　　　　　　　　・適用しない 

 　　断熱ドア,断熱サッシ　　・適用する　　断熱性の等級（　　）

                          　　（建具符号　　・建具表による　・　　　　）

         　 　　　　　　　　・適用しない 

 　　耐震ドア　　　　　　　 ・適用する　　面内変形追随性の等級（　　）

                          　　（建具符号　　・建具表による　・　　　　）

          　　　　　　　　　・適用しない 

 ※モルタルを撤去しないで改修

 　・アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（・注入口付　・　　　　　　　　　　）

 　・アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法（・注入口付　・　　　　　　　　　　）

 　・アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法（・注入口付　・　　　　　　　　）

 　アンカーピンの材質　　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4ｍｍの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの

 　注入口付アンカーピンの材質　　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6ｍｍ

 ・モルタルを撤去して改修

 　　シーリング材の種類　　打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地　　※ポリウレタン系　・　

 　　　　　　　　　　　　　伸縮調整目地その他の目地　　※変成シリコーン系　・　

６ 外壁複合改修構工法

 評価を取得した工法とする

 平成７年度建設省告示第１８６０号による「外壁複合改修構工法の開発」において、建設大臣の技術

 　　シーリング材の種類　　打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地　　※ポリウレタン系　・　

 　　　　　　　　　　　　　伸縮調整目地その他の目地　　※変成シリコーン系　・　

５ 目地改修工法

［４．１．４］

［４．５．１６］

 ・目地ひび割れ部改修工法

 ・伸縮調整目地改修工法　　伸縮調整目地の位置及び寸法　※図示　

 　下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理　　※目荒し工法　・　

 　下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理　　※目荒し工法　・　

※既存仕上げ面全体　・図示

※既存仕上げ面全体　・図示

※既存仕上げ面全体　・図示

※既存仕上げ面全体　・図示

　吐出圧力　・30ＭＰａ～50ＭＰａ

処理範囲 下地面の補修工法

種類 呼び名 防火材料 仕上げの形状及び工法等

 　(3)(ｴ)(a)による

 　による

 　の指定

 ・製造所

 ・  ・  ・SI-M1

 ・SI-M2

 (材質)

 ※改修標準仕様書3.5.2

・

・

 脱気装置

 ・設ける

 ・設けない

 改修用ﾄﾞﾚﾝ

 ・設ける

 ・設けない

 (厚さ)

 ・25mm　・　

 (厚さ)

 ・25mm　・　

 既存防水下地がPCコンクリート部材の場合の処理

 ＳＩ－Ｆ１、ＳＩ－Ｆ２、ＳⅠ－Ｍ１及びＳⅠ－Ｍ２における防湿用フィルム

 ＳＩ－Ｍ２の絶縁用シートの材種

 Ｓ－Ｍ２及びＳＩ－Ｍ２の立上り部の工法

 　※設けない　・設ける

 　※発泡ポリエチレンシート　・　

 　※接着工法（立ち上がり面のシートの厚さ　※1.5ｍｍ　・　　　　）　・機械的固定工法

　 入隅部の増張り　・行う（S-F1,SI-F1の場合) 　　　　　・行わない

 　目地処理　　　　・行う（工法　　　　　　　　　　）　・行わない

 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け

 　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法）

　 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出するものとする。

　 ・適用しない

塗膜防水

［３．１．４］
工法 種別

 ・Ｐ０Ｘ  ※Ｘ－１

 ・Ｘ－２

［３．６．２～４］

７ ［表３．６．１、表３．６．２］

 ・Ｌ４Ｘ  ※Ｘ－１

 ・Ｘ－２

高日射反
射率防水
の適用

・

・

 脱気装置

 改修用ﾄﾞﾚﾝ
 ・設ける ・設けない

 脱気装置

 ・設ける ・設けない

備考

 ・設ける ・設けない

施工箇所
仕上塗料

使用量

 ※製造所の指
 　定による

 ・ 

 ケイ酸質系塗布防水

 とい

 ・Ｐ１Ｙ  ※Ｙ－２

 ・ 

 ・Ｐ２Ｙ  ※Ｙ－２

 ・ 

 保護層

 ・設ける ・設けない

 保護層

 ・設ける ・設けない

 防水種別　※Ｃ－ＵＩ　・Ｃ－ＵＰ　　　　　規格　※ＪＡＳＳ８　Ｔ－３０１

 （９．６．１～４）  施工箇所

 （表９．６．１～２）  記載のない事項は製造所の仕様による他日本建築学会ＪＡＳＳ８ 防水工事 最新版による

８

 Ｘ－１（絶縁工法）の脱気装置の種類　　※主材料の製造所の仕様　・　

 Ｘ－１（絶縁工法）の脱気装置の設置数量　　※主材料の製造所の仕様　・　　　個

 Ｙ－１、Ｙ－２の工程数及び各工程の使用量

 　※改修標準仕様書表3.6.2による　・主材料の製造所の仕様　・　

 ・拡幅シーリング再充てん工法

 ・ブリッジ工法

施工箇所 シーリング材の種類（記号）

 ［３．１．４］

 ［３．７．２］

 ［３．７．４～７］

 シーリング改修工法の種類

 ・シーリング充てん工法

 ・シーリング再充てん工法

　　 ボンドブレーカー張り　　・適用する　・適用しない

　　 エッジング材張り　　　　・適用する　・適用しない

 シーリング材の種類､施工箇所

　 下表以外は、改修標準仕様書 表３.７.１による

［表３．１．２］

 ルーフドレン

 といの材種　・配管用鋼管　・硬質ポリ塩化ビニル管　・　　　　　　　　　　　　　.

  ・バルコニー用

  ・バルコニー中継用

種別 施工箇所

 シーリング

１０

  ・ろく屋根用（・縦型　・横型）

 ルーフドレンの材質：

 　　張掛け幅は100ｍｍ以上とする。

 　※本体等の鋳鉄品の種類は、JIS G 5501（ねずみ鋳鉄品）によるFC150又はFC200とし、

 とい受け金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔

 　・　

 　※改修標準仕様書表3.8.2により、溶融亜鉛めっきを行ったもの　・　

 防露材のホルムアルデヒド放散量

 　※規制対象外　・　

 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法　　※図示　・　

 ルーフドレンの取付け　　※水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填　・　

９

［３．８．２、３］

 シーリング材の試験

　 接着性試験　　※簡易接着性試験　　・引張接着性試験　　　・行わない

 シーリング材の目地寸法　※改修標準仕様書３.７.３(１)による

 鋼管製といの防露巻き　　※改修標準仕様書表3.8.4による　・　

 たてどい受金物の取付け　※図示　・　

 既調合モルタル

                   　色合等　※標準色（　　　　　）　・特注色（　　　　　）

   外部に面する建具　種別　　・BB-1種　・BB-2種  ・　　　　　

   屋内の建具　　　　種別　　・BC-1種　・BC-2種　・　　　　　

                   　色合等　※標準色（　　　　　）　・特注色（　　　　　）

Ｒ０３．０２

 　(3)(ｴ)(b)による

 (種類)

 ※硬質ウレタンフォーム

 　断熱材２種２号による

 ・

 (種類)

 ※硬質ウレタンフォーム

 　断熱材２種２号による

 ・

種類

 ※２成分形ア

 　クリルウレ

 　タン樹脂系

 　系

 ・ふっ素樹脂

 ・アクリルシ

 　リコン樹脂

 　系

 シーリング材表面に仕上塗材、塗装等　※行う　　・行わない

Ａ－０３
建築改修工事特記仕様書２

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事



建築改修工事特記仕様書３

 　外側15mm

 ※6ｍ以下毎に

 開閉方式の種類　　※手動式　・上部電動式（手動併用）

見付け材面の品質

 ※１等　・２等

材面数

見付け

 ※１等　・２等

見付け材面の品質

【工事名称】 【図面番号】

【図面名称】

検収印

 防火戸のガラスとめ材は、建築基準法に基づく防火性能の認定を受けた条件による

 ・ブロンズ　　・シルバー

 ・ブルー　　　・グレー

 　　映像調整　　　※行わない　・行う

 　　反射皮膜面　　※内面　　　・外面

 　Ｂ種

 ・Ａ種　　・Ｂ種

 　Ａ種

 ・３種

 ・２種

 ・１種

 ・高性能反射板ガラス

 ※熱線反射ガラス

耐久性日射遮へい性

 ・高性能反射板ガラス

 ※熱線反射ガラス

 ・熱線反射板ガラス

ガラスの種類

色　調材料板ガラスによる種類

種　類

 性能等級（建具符号：・建具表による　・　　　　　　）

   簡易気密型　　・適用する　・適用しない

   外部に面する面する建具の耐風圧性の等級　　・Ｓ－４　・Ｓ－５　・Ｓ－６

 ステンレス鋼板の材料　　※SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1　・　

８ 鋼製建具

   防音ドア、防音サッシの遮音性の等級　　・適用する　等級（　　　）　　・適用しない

   断熱ドア、断熱サッシの断熱性の等級　　・適用する　等級（　　　）　　・適用しない

   耐震ドアの面内変形追従性の等級　　　　・適用する　等級（　　　）　　・適用しない

［5.2.2］

［5.4.2～4］

 鋼板類の厚さ　　※改修標準仕様書 表5.4.2による　・　

   防音ドア、防音サッシの遮音性の等級　　・適用する　等級（　　　）　　・適用しない

 性能等級（建具符号：・建具表による　・　　　　　　）鋼製軽量建具９

   簡易気密型　　・適用する　・適用しない［5.2.2］

［5.5.2～4］

 ガラス　　　　　　　※複層ガラス　　・　

 水切り板、ぜん板　　※図示　　　　　・　

 表面色　　　　　　　※標準色　　　　・特注色

 枠の見込み寸法　　　※建具表による　・　

　　　　　　　　　 　 　 ・Ｃ種（建具符号　　・全て　・建具表による　・　　　　　　）

 　　　　　　　　  　 　 ・Ｂ種（建具符号　　・全て　・建具表による　・　　　　　　）

 　※改修標準仕様書表5.3.1による種別

 　・耐風圧性の等級（　　　　　）、機密性の等級（　　　　　）、水密性の等級（　　　　　）

 性能値等

 　　外部に面する建具　　・Ａ種（建具符号　　・全て　・建具表による　・　　　　　　）

 防音ドア、防音サッシの遮音性の等級　　・適用する（等級　　・T-1　・T-2）　・適用しない

 断熱ドア、断熱サッシの断熱性の等級　　・適用する（等級　　・H-4　・H-5　・H-6）　・適用しない

　　　　　　　　　　　　 （建具符号　　・建具表による　・　　　　　）

　　                     （建具符号　　・建具表による　・　　　　　）

 樹脂製建具７

 ・熱線吸収板ガラス

性能による種類

・１種　・２種

材料板ガラスによる種類

 ・熱線吸収フロート板ガラス

 ・熱線吸収網入り磨き板ガラス  ・　

厚さによる種類

 ※建具表による　

 ガラス留め材１８

［５．13．２］

 ステンレス製

 木製

 アルミニウム製 

 樹脂製

 鋼製及び鋼製軽量 ※ｼｰﾘﾝｸﾞ材　・ガスケット

 ※ｼｰﾘﾝｸﾞ材　・ｶﾞｽｹｯﾄ(ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈﾙ形)

 ※ｼｰﾘﾝｸﾞ材　・ガスケット

 ※ｼｰﾘﾝｸﾞ材　・ガスケット

 ※ｼｰﾘﾝｸﾞ材　・ｶﾞｽｹｯﾄ(ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈﾙ形)

［表３．７．１］

 ※建具の製造所の仕様による　・　

 ※建具の製造所の仕様による　・　

 ※建具の製造所の仕様による　・　

 ※建具の製造所の仕様による　・　

 ※建具の製造所の仕様による　・　

建具の種類 材　　　種 ガラス溝の大きさ（mm）

１９

［５．１３．５］

 ガラスブロック積み 伸縮調整目地

 ・図示による

 ※なし

 ・あり

・

・

・

・

・

・

・ ・

・

・

・

・

95

80

95

・95　・125

・95　・125

80

表面形状
色調 目地幅（㎜）

クリア 乳白 平積み 曲面積み

・125ｘ125

・160ｘ160

・200ｘ200

・320ｘ320

・250ｘ125

・320ｘ160

 ※8～15

 ・15～25

 ・  

 ・ 

 ・ 

 ・正方形

 ・長方形

 　10～25

（㎜）

厚さ呼び寸法

（㎜）

防火

性能

寸法（㎜）

 ※２級　・　　

樹　種施工箇所

 ・「製材の日本農林規格」による造作材針葉樹製材

寸法（㎜）樹　種施工箇所

 ・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材

　［６．５．１］

 木材の表面仕上げ　 表面仕上げの種別 適用箇所

 ・Ａ種

 ※Ｂ種

 ・Ｃ種

 ・Ｈ－Ａ種

 ・Ｈ－Ｂ種

 ・Ｈ－Ｃ種

機械加工

手加工

 製　　材

　[６．５．２]

 ・ 

 ・

の適用

間伐材等

の適用

間伐材等

 ※ Ａ 種 　

 ※Ａ種　・　

等級

等級

形状

形状

含水率

含水率

保存

処理

保存

処理

　［６．５．２］

 造作用単板積層材

 ・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

間伐材等

 ・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

 ・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱

間伐材等

施工箇所 樹種
寸法

(mm)
見付け材面の品質 含水率

間伐材等

の適用　

の適用　
施工箇所

化粧薄板

の樹種　

芯　材

の樹種

寸法

(mm) 厚さ(mm)

化粧薄板の 見付け材

面の品質

施工箇所
の樹種　

化粧薄板 芯　材

の樹種

寸法

(mm)
含水率

の適用　

含水率

 ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

  ・「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材 [6.5.2]

間伐材等

の適用

 ・有り（加工　・天然木加工・塗装加工）

 ・無し（等級：　　　　　　）

 ・適用する

 ・適用しない

 ・有り

  (加工・天然木加工・塗装加工)

 ・無し（　　　　　　　　　　）

 ・適用する

 ・適用しない

施工箇所
厚さ

(mm)
表面の化粧加工 防虫処理

施工箇所
厚さ

(mm)
表面の品質 防虫処理

間伐材等

の適用  

  ・「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

の適用　

間伐材等

 ・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱

間伐材等

の適用　厚さ(mm)　

化粧薄板の

(mm)

寸法

の樹種

芯  材

の樹種  

化粧薄板
施工箇所

 ・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

 ・　

の適用

間伐材等

[6.5.2]

(mm)

寸法
樹種施工箇所

 ・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

 ホルムアルデヒド放散量　　※規制対象外　・　 造作用集成材

 [６．５．２]

 ・代用樹脂を使用できない箇所（　　　　　　　　　　　　　　）

含水率

 ・Ｂ種

 ※Ａ種

 ・適用しない

 ・適用する

の適用　

間伐材等
難燃処理

（※A種　・B種）

造作材の場合

（　　　　　）

防虫処理材面の品質寸法（㎜）樹　種施工箇所

 ・「製材の日本農林規格」以外の製材

 ・適用する

 ・適用しない

 ※１等　・　

寸法（㎜）樹　種施工箇所

 ・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材

 ・ 

の適用

間伐材等

 ※Ａ種　・　

等級 形状 含水率
保存

処理

見付け材

面の品質

見付け

材面数

 ※１等　・２等

厚さ(mm)

化粧薄板の

(mm)

寸法

の樹種

芯  材

の樹種  

化粧薄板
施工箇所

 ・　

 ・　

 ・　

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・　 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

含水率

 ※14%以下

 ・

見付け材

面の品質

化粧薄板の

厚さ(mm)

 ・直交集成板（ＣＬＴ）

（ｍｍ）

間伐材等
施工箇所 種別

接着性能

（使用環境）
樹種

寸法

 ・

品名
曲げ強度

（強度等級）

４

５

６

７

　［６．５．２］

床張り用合板等  ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

 ・普通合板

施工箇所
厚さ

(mm) 樹種名

 接着

※1類

・2類

[6.5.2]

間伐材等

 広葉樹

 ※2等以上 ・1等

 ※C-D以上

 ・ 

 ※5.5

 ・ 

 ・適用する

 ・適用しない

(        )

 ・適用する

 ・適用しない

樹種名 の程度
板面の品質

の程度
板面の品質 防虫処理 難燃処理 防炎処理

の適用　

 ・適用する

 ・適用しない

 ・適用する

 ・適用しない

 ・構造用合板

 ・適用しない

 ・適用する

間伐材等

の適用  
防虫処理 強度等級

接着

 ※2級以上

 ・1級

  等級

 ※１類

 ・特類

 ※C-D以上

 ・  

 ・

 ・

単板の

単板の

針葉樹

施工箇所
厚さ

(mm)

 ※12

 ・

施工箇所

施工箇所
化粧板に使用する

単板の樹種名 

厚さ

(ｍｍ)
単板の樹種名 接着の程度

※１類　・特類  ・適用する

 ・適用しない

 ・

 ・

 ・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板

 ・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板

防虫処理
間伐材等

の適用　

の適用　

間伐材等
接着の程度

※１類　・２類  ・適用する

 ・適用しない

防虫処理
厚さ

(ｍｍ)

　［６．５．５］

 防腐・防蟻処理

　　　　適用部位：（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

 ・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

適用部位

  ・Ｋ２   ・Ｋ３   ・Ｋ４

 ・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

　  適用部位（　　　　　　　　　　　　　　） 

 ・パーティクルボード

 ・構造用パネル

施工箇所

施工箇所

施工箇所
厚さ

(ｍｍ)

 ・

 ・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板

 ・２類

 ※１類

表面性能 化粧加工の方法

 ・適用する

 ・適用しない

防虫処理接着の程度

表裏面の状態

による区分  による区分

曲げ強さ  

による区分

難燃性    

による区分

 ※13タイプ

 ・  ・ 

 ※P又はM

耐水性　　

等級

・１級　　・２級　　・３級　　・４級

 ※15

 ・ 

施工箇所
厚さ

(ｍｍ)

 ・ミディアムデンシティーファイバーボード（ＭＤＦ）

表裏面の状態

による区分　

曲げ強さに

よる区分  

接着剤に

よる区分 

難燃性に

よる区分 

 ・

 ・防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材 　　

     適用部材 処理の方法

  ※改修標準仕様書6.5.5(1)(b)② ｱ ～ ｴ による　・　

  ※改修標準仕様書6.5.5(1)(b)② ｱ ～ ｴ による　・　

  ※改修標準仕様書6.5.5(1)(b)② ｱ ～ ｴ による　・　

 野縁等の種類

 　屋外（※25形　・　　）　　屋内（※19形　・25形）

 ・屋外の軒天井、ピロティ天井等

　 工法

　　　　　　　 　国土交通省告示第771号）第３第２項第二号に適合させる。

   　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

   　野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔　　・図示　・　

 　　周辺部の端からの間隔　　・図示　・　

 　　野縁の間隔　　・図示　・　

 既存の埋込みインサート　　・使用する　・使用しない

 あと施工アンカーの確認試験

 　　　　（確認強度　　　※改修標準仕様書6.6.4(1)(ｳ)による　・　　　　　　　　　　）

 　・行う（試験箇所数　　※屋内の場合、当該階において3箇所　・　　　　　　　　　　）

 　・行わない

 ・吊りボルトの間隔が900ｍｍを超える場合 

   補強方法　　※図示　・　

 ・天井のふところが1.5ｍ以上3.0ｍ以下の場合 

   補強方法　　※改修標準仕様書6.6.4(8)による　・図示

 ・天井のふところが3.0ｍを超える場合 

　 補強方法　　※図示　・　 

 ・天井の下地材における耐震性を考慮した補強 

　 補強箇所　　※高さが６ｍを超える天井　・図示　

　 補強方法　　※「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」（平成25年

 　　　　　　　・図示

 スタッド、ランナーの種類

 　※改修標準仕様書表6.7.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類　・図示

 スタッドの高さが5.0ｍを超える場合　※図示

 出入口及びこれに準ずる開口部の補強　　※標準仕様書14.5.4.(5)による　・　

　［６．８．２］

 ビニル床シート、

 ビニル床タイル及び

 ゴム床タイル

ビニル樹脂系材料の原材料１２

［６．７．３］

［表６．７．１］

［６．６．２～４］

 　再生ビニル系材料の原材料の合計重量が製品の総重量比で１５％以上使用されているもの

　［６．８．３］

 ・ビニル床シート

 ※発泡層のないもの  ※ＦＳ

 ・ＴＳ

 ・発泡層のあるもの  ・ＨＳ

 ・ＫＳ

 ・プレーン

 ・特殊柄

 ・突付け

 ※熱溶接 ・マーブル

 ・プレーン  ・突付け

 ・マーブル

 ・柄物

 ・　

 ・熱溶接

種類 色柄 厚さ（㎜）

 ※２．０

 ・２．５

種類の記号

色柄

 ・　

 ・　

 ・　

 ・プレーン　・マーブル　・特殊柄

 ・プレーン　・マーブル　・特殊柄

 ・プレーン　・マーブル　・特殊柄

 ・プレーン　・マーブル　・特殊柄

 ・プレーン　・マーブル　・特殊柄

厚さ（㎜）

 ※２．０　・　

 ※２．０　・　

 ・ＦＯＢ

 ・ＦＯＡ

 ・ＫＴ

 ・ＴＴ

 ・ＦＴ ※接着形

 ※置敷形

種類

 ・ビニル床タイル

種類の記号

備考

 １ｘ１０ ～１０  Ω程度

 又は体積電気抵抗値（ＪＩＳ　Ａ１４５４）

 １．２以上～３．２未満

 帯電防止性能評価値（ＪＩＳ　Ａ１４５５）

１０７

 ・　

色柄

 ・ ・　

 ・

 ・ＦＯＢ

 ・ＦＯＡ

 ・　

 ・ＦＳ

厚さ（㎜）記号種類

 ・２．０

 ・帯電防止

 　床タイル

 ・帯電防止

 　床シート

 ・特殊機能床材（帯電防止）

１１ 軽量鉄骨壁下地

 軽量鉄骨天井下地１０

９

８

　[5.3.2～4]

   耐震ドアの面内変形追従性の等級　　　　・適用する　等級（　　　）　　・適用しない

材　　質区　　分

   ※鋼板　　　・　

   ※亜鉛めっき鋼板　・ビニル被覆鋼板　・カラー鋼板

     召合わせ､縦小口包み板､押縁

     鋼板

 鋼板

 ステンレス鋼板の材料　　※SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1　・　

 鋼板類の厚さ　　・改修標準仕様書 表5.5.1による　・　

 性能等級（建具符号：・建具表による　・　　　　　　）１０  ステンレス製建具

   簡易気密型　　・適用する　・適用しない［5.2.2］

［5.4.2］

［5.6.2～5］

   耐震ドアの面内変形追従性の等級　　　　・適用する　等級（　　　）　　・適用しない

 表面仕上げ　※ＨＬ仕上げ　・鏡面仕上げ　・ 

 ステンレス鋼板の曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ（・a角　・b角　・c角） 

 鋼板（屋外）　※SUS304、SUS430JIL、SUS443J1　・ 

 鋼板（屋内）　※SUS304、SUS430JIL、SUS443J1　・ 

   防音ドア、防音サッシの遮音性の等級　　・適用する　等級（　　　）　　・適用しない

   断熱ドア、断熱サッシの断熱性の等級　　・適用する　等級（　　　）　　・適用しない

   外部に面する面する建具の耐風圧性の等級　　・Ｓ－４　・Ｓ－５　・Ｓ－６

 マスターキー　・製作する（　　　　組）　　　　・製作しない　　　・既存に組込む

 鍵箱　　　　　・設ける　（　　　　個用　　組）・設けない

 センサーの種類　

 　※光線（反射）　・マット　・電波　・音波　・熱線　・光電

 　・タッチ　　　　・ペダル　・押しボタン　　・多機能便所

 取付位置　　・床面　　※天井面　　・壁面　　・無目

１１ 鍵

［５．７．４］

１２ 自動ドア開閉装置

［５．８．３］

 軽量シャッター

 耐風圧強度　（　　　　　）Ｎ／㎡

１５

 戸の開閉方式　　※建具表による　・　

 防錆　　・適用する　・適用しない

 凍結防止措置　・適用する　・適用しない

［表５．11．１］ 

 自閉式上吊り引戸装置１３

［５．９．３］

 性能値等　　※標準仕様書 表5.9.1による　・　

 重量シャッター

 　防火又は、防煙シャッターは、自動閉鎖装置及び随時閉鎖装置付とし、連動制御盤及び煙感知器

 　は別途とする

［５．10．２～５］

１４

［表５．10．１］ 

 二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置を設けた電動シャッターの設置箇所　　※図示　・　

 屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止機構の設置箇所　　※図示　・　

 障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所　　※図示　・　

 　適用する危害防止機構　　※改修標準仕様書5.10.2(4)(ｴ)(a)かつ(c)　・(b)かつ(c)

 スラット及びシャッターケース用鋼板

 　鋼板の種類　　※JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

　　　　 　　　　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき及び鋼帯）

 スラットの形状　　　※インターロッキング形　・オーバーラッピング形

 シャッターケース　　※設ける　　　　・設けない

 座板（屋外の場合）　※ステンレス製既製品　・　

 スラットの材質　　　※ＪＩＳ　Ｇ３３１２（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

　　　　　　　　　　　 めっきの付着量（※Z06又はF06を満足するもの　・　　　　　　　）

　　　　　　　　　　 　めっきの付着量（※AZ90を満足するもの　・　　　　　　　）

［５．１１．２～５］

 ガイドレールの材質　※ステンレス製（ＳＵＳ３０４）厚さ１．０㎜（※中柱共　・　　　　）

 　　　　　　　　　　・ＪＩＳ　Ｇ３３１８（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）

 オーバーヘッドドア

 ガイドレールの材質　※溶融亜鉛めっき鋼板　　・ステンレス製（ＳＵＳ３０４）厚さ２．０㎜

 セクション材料による区分　※スチールタイプ　・アルミニウムタイプ　・ファイバーグラスタイプ

［５．12．２～５］

１６

 耐風圧性能　・５００Ｐａ　・７５０Ｐａ　・１０００Ｐａ　・１２５０Ｐａ　・１７５０Ｐａ

 収納方式による区分　　・スタンダード形　・ローヘッド形　・ハイリフト形　・バーチカル形

 開閉方式による区分　　※バランス式　・チェーン式　・電動式

 ・Ⅰ類　 ・Ⅱ－１類　

・網入り、フロート板合わせガラス

・網入り、熱線吸収板合わせガラス

 ・合わせガラス

 ※フロート合わせガラス

 ・網入合わせガラス

 ※フロート板合わせガラス

 ・熱線吸収、フロート板合わせガラス

 ・強化ガラス

 ※フロートガラス  ※フロート強化ガラス

 ・熱線吸収強化ガラス

 ・型板ガラス  ※型板強化ガラス

材料板ガラスの種類 組合せ 特性による種類

 ・Ⅱ－２類　・Ⅲ類

 ・Ⅰ類　 ・Ⅱ－１類　

 ・Ⅱ－２類

材料板ガラスの種類による名称 特性による種類

 ・Ⅰ類　・Ⅲ類

材料板ガラスの種類

 ・複層ガラス

 ・熱線反射ガラス  ※熱線反射強化ガラス

 下記のガラス以外の品種、厚さの呼びによる種類等　　※建具表による　・　 ガラス

［５．13．２］

１７

断熱性による区分 日射取得性、日射遮蔽性による区分

・Ｇ　・Ｓ・Ｔ１ ・Ｔ２ ・Ｔ３ ・Ｔ４ ・Ｔ５ ・Ｔ６

［表５．８．３～６］ 

 種類　　・管理用　・外壁用防火　・屋内用防火　・防煙

 耐風圧強度　　管理用（　　　　　）Ｎ／㎡　外壁用（　　　　　）Ｎ／㎡

 開閉方式による種類　　※上部電動式（手動併用）　・上部手動式

 管理用シャッターのシャッターケース（防火、防煙以外）　　※設ける　・設けない

 ※15%以下 ・　

 ※15%以下 ・　

 ※15%以下 ・　

 　側6mm以上

 　以下、内

 　10倍以上、

 ※曲率半径

 壁用金属枠及び補強材　　　・設ける　（形状　※図示による　・　　　　　　　　　　）

 力骨　　※ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）径５．５㎜はしご形状複筋及び単筋　・　

 化粧目地モルタルの色　　（　　　　　　　　）

 金属製化粧カバー　　材質　　・ステンレス製　・アルミニウム製

 　 　　　　 　　　　寸法　　・図示による　　・　

 　　　　　　　　　　形状　　・図示による　　・　

 目地部の力骨の納まり　　※ガラスブロック製造所の仕様による　・　

 シーリング材　　　　　　　※表９．７．１による　・　

 建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

 機器付属の操作盤内に電動機保護用遮断機及び進相用コンデンサーを設置する

 自動扉、電動シャッター、電動オーバーヘッドドアの電動機が三相電動機０．４ＫＷ以上の場合は、

 ・　

 ※ガラス飛散防止フィルム

２１

２０

 付属電気設備

 ガラス用フィルム

 ※内張り　・外張り

張り面名　称 性能値

 飛散防止率９５％以上

 建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量 

 建具材の加工、組立時の含水率　※Ｂ種　・ ２２ 木製建具

（１６．７．２～４）

 　※規制対象外　・　

  接着の程度（・1類　・2類 ） 

  表面性能（　　　　    　）タイプ 

   （・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ・ﾌﾟﾘﾝﾄ ・塗装） 

  化粧加工の方法   ・特殊加工 化粧合板 

  接着の程度（・1類　・2類 ） 

  樹種名（　　　　　　　　　）   ・天然木 化粧合板 

  接着の程度（・1類　・2類 ） 

  板面の品質（　　　） 

    不透明塗料塗り 

    （※ﾗﾜﾝ程度　・　　　 　）

    生地、透明塗料塗り 

  表面の樹種  ・普通合板

   表面材の合板の種類 

 ・フラッシュ戸 

     合板の種類 　　　　　　　　規格等          備考

    （※しな合板程度 ・　 　　　） 

   枠、くつずりの材料　・建具表による　・　

   見込み寸法　※30mm　・建具表による　・ 

 ・紙張り障子 　

   見込み寸法　※30mm　・建具表による　・ 

 ・戸ぶすま 　

   見込み寸法　※19.5mm　・建具表による　・ 

   縁仕上  ・塗り縁　・生地縁（素地）　・生地縁（ウレタンクリヤー塗装）

   上張り  ・鳥の子　・新鳥の子又はビニル紙程度   押入等の裏側は雲花紙程度 　

   張りの種別（・Ⅰ型　・Ⅱ型） 　　

 ・ふすま 

   見込み寸法　※36mm　・建具表による　・ 

   かまち樹種（　　　）　鏡板樹種（　　　） 　　

 ・かまち戸 

 　表面板の厚さ　※表16.7.6による　・ 　　

　［６．１．３］

１６
　
内
装
改
修
工
事

 ・既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁面及び床の改修範囲

 　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・図示

 ・天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲

 ・既存天井の撤去に伴う取り合い部の壁面の改修　　※既存のまま　・図示

 　※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・図示

２

 他の部分との取合い等

　［６．２．２］

 既存床の撤去及び下地

 補修

 モルタルは、４章外壁改修工事による。

 既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂

 ビニル床シート等の撤去　　※仕上材のみ（接着剤とも）

 　　　　　　　　　　　　　・下地モルタルとも（・図示の範囲　・撤去範囲全て）

 合成樹脂塗床材の除去　　　・機械的除去工法　・目荒し工法

 改修後の床の清掃範囲　　※改修部の端部より１ｍ程度　・図示　

 補修

３  既存壁の撤去及び下地

　［６．３．２］

　間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

 　※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り

　 （仕上げ厚又は全塗厚25mmを超える場合の処置　　※図示　・　　　　　） 

 　・　

 品質　ＪＩＳ　Ａ５７５９による

の適用

間伐材等

の適用　

間伐材等

の適用　

厚さ

(mm)

厚さ(mm)

保存処理性能区分

工法

 ・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理 　　

 ※目地処理（工法　　※熱溶接工法　・　　　　　）　・　

Ｒ０２．０２

Ａ－０４

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事



   ・　

 既存杭の撤去等

 ・撤去範囲及び撤去方法　　※構造図による　・　

 ・杭頭部の処理　　　　　　※構造図による　・　

 ・既存杭の補強　　　　　　※構造図による　・　

 ・既存杭の健全性を確認する試験　　※構造図による　・　

 工事内容

 ・Ｃ－１種

 ・Ｂ－１種

 ・Ａ－１種

 ・Ｃ－１種

 ・Ｂ－１種

 ・Ａ－１種

 コンクリート面の下地調整の種別　　※RB種　・　

 せっこうボード面の下地調整の種別　　※RB種　・　

 （表面形状 JIS T9251）

【工事名称】 【図面番号】

【図面名称】

検収印

種類

 ・誘導用床材、注意喚起用床

 ・特殊機能床材（帯電防止以外）

・

 　　　　　　材質　　　　　※軟質　　・硬質

 ビニル幅木の高さ（㎜）　　※６０　　・７５

 　　　　　　厚さ（㎜）　　※２．０　・　

 接着剤は可塑剤（難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていないものとする。

　［６．１３．２］、［６．１４．２］

 接着剤

 カーペット敷き  ・タイルカーペット

施工箇所

 ※ 500×500

 ※ 500×500

 ※ 500×500

パイル形状 種別 寸法 総厚さ(mm)

 ※ループパイル

 ・カットパイル

・カット
・ループ併用

 ※第一種

 ・第二種

 ・第一種
 ・第二種

 ・第一種

 ・第二種

 ※ 6.5

 ※ 6.5

 ※ 6.5

１３

１４

 ホルムアルデヒド放散量

 　※規制対象外　・　

　［６．８．２］、［６．１１．５］

　［６．１６．４］

備考

 ・　

 ・

 ・黄色

色柄材料寸法（㎜）

 合成ゴム

 ※塩ビ　・合成ゴム

 ・４００ｘ４００

 ・３００ｘ３００

厚さ（㎜）

 下敷き材　　※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号（呼び厚さ8mm）　・　

 見切り、押え金物の材質、種類及び形状　　※図示　・　

 合成樹脂塗床

　［６．１０．２］［６．１０．３］

１５ ［表６．１０．１］

［表６．１０．２］

 ・弾性ウレタン樹脂系塗床材

 ・エポキシ樹脂系塗床材

 　工法　　　　　　・薄膜流しのべ仕上げ　・厚膜流しのべ工法　・樹脂モルタル工法

 　仕上げの種類　　・平滑仕上げ　・防滑仕上げ

 塗料のホルムアルデヒド放散量　　※規制対象外　・　

 　仕上げの種類　　※平滑仕上げ　・防滑仕上げ　・つや消し仕上げ

 床用防じん塗料塗り１６  材質　　　　　水性アクリル系樹脂塗材

 フローリング張り

　［６．１１．２～６］

１７

 仕上の種類　　※平滑仕上げ　・防滑仕上げ）（※標準色　・　　　　　）

 工法　　　　　製造所の指定する工法とする

 塗布料　　　　上塗りは２回塗りとし、総塗布量は０．２５㎏／㎡以上とする

 吸水調整材

　［６．１５．３］

２１

 種類、工法

 　・単層フローリング（・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ１等　・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ１等）　　樹種　　※なら　・　

 　　　フローリングボードの大きさ　　※改修標準仕様書表6.11.1、3、5による　・　

 　※複合フローリング　　樹種　　※なら　・ヒノキ　・　

 　　　・釘どめ工法（・根太張り　・直張り）　・接着工法

 　　　・釘どめ工法（・根太張り　・直張り）（・Ａ種　・Ｂ種　※Ｃ種）

 　　　・接着工法（・Ａ種　・Ｂ種　※Ｃ種））

 　　　フローリングボードの大きさ　　※改修標準仕様書表6.11.2、4、6による　・　

 仕上げ　※ウレタン樹脂ワニス　・オイルステイン塗りのうえワックス　・生地のままワックス

 間伐材等の適用　※適用する　・適用しない

 間伐材等：間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合

           が１０％以上であること

           居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒド放散量（ＪＡＳ規格による測定方法）が平

 　　　　　均値で０．３ｍｇ／Ｌ以下かつ最大値で０．４ｍｇ／Ｌ以下であること

 可動間仕切り  ＪＩＳ　Ａ６５１２によるほか、下記による　

 構造形式による種類　※スタッド式（・スタッド露出　・スタッド内蔵）・スタッドパネル式

 パネル表面材質及び厚さ（㎜）　※鋼板０．６　・鋼板０．８　・　

 パネル総厚さ（㎜）・　　　㎜程度

　（２０．２．３）

 せっこうボード

 その他ボード及び

 合板張り

 天井及び壁に使用する材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたもの

 合板類、ＭＤＦ及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量

 目地工法の種類とせっこうボードのエッジの種類

張り方目地処理の種類

・突付けＶ目地

・目透し

・継目処理

・突付け

・直張り　・上張り

・直張り　・上張り　・下張り

・直張り　・上張り

・直張り　・上張り

※スクェアエッジ

※ベベルエッジ

　［６．１３．２］

 壁紙張り  建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたもの

　［６．１４．２］

１８

１９

２０

 構成基材の種類　　　　※図示による

 仕上げ　メラミン樹脂焼付又はアクリル樹脂焼付（※常備品　・指定色）

 遮音性（ｄｂ）　　・０　・１５程度　・３０程度　・３６以上

 防火性能　・不燃　・　

 　※規制対象外　・　

 パーティクルボード、繊維板、木質系セメント板の原材料

 　合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済み梱包材、製紙未利用低質

 　チップ、林地残材、かん木、小径木（間伐材を含む）等の再生資源である木質材料又は植物繊維

 　の重量比配合割合が５０％以上であること。（この場合、再生資材全体に占める体積比配合率が

 　２０％以下の接着材、混和剤等（パーティクルボードにおけるフェノール系接着剤、木質系セメ

 　ント板におけるセメント等で主要な原材料相互間を接着する目的で、使用されるもの）を計上せ

 　ずに、重量比配合率を計算することができるものとする）

・ベベルエッジ　・スクェアエッジ

せっこうボードのエッジの種類

※テーパーエッジ　・ベベルエッジ

施工箇所

 ・紙　・繊維　・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　・無機質　・　 ・不燃　・準不燃　・難燃

・不燃　・準不燃　・難燃 ・紙　・繊維　・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　・無機質　・　

 ホルムアルデヒド放散量　　※規制対象外　・　

防火性能壁紙の種類

 モルタル・プラスター面の下地調整の種別　　※RB種　・　

 防水剤  品質性能等

 　防水剤の種類は建築用のモルタルに用いるセメント防水剤とする

 　混合割合　セメント重量の５％以下（ＪＩＳ　Ａ１４０４）

 　透水比　　８０％以下（水圧は２９４ｋＰａとし１時間行う）

 　吸水比　　９５％以下（ＪＩＳ　Ａ１４０４）

 　曲げ及び圧縮強度比　７０％以上（ＪＩＳ　Ａ１４０４）

　［６．１５．３］

２２

 品質　　改修標準仕様書 表4.2.2による

 　膨張性のひび割れおよびそりがない（ＪＩＳ　Ｒ５２０１規定１０）

 　凝結時間（ＪＩＳ　Ｒ５２０１規定９）始発１時間以上、終結１０時間以内

　［６．１６．３］

２３

 るタイル張り

 セメントモルタルによ  伸縮調整目地の位置　　床タイル（※縦、横とも4ｍ以内ごと　・図示　・　　　　　　　　　　）

 　　　　　　　　　　　床タイル以外（※図示　・　　　　　　　　　　）  

施工

箇所

形状/寸法

（ｍｍ）

再生材料

の適用

吸水率による区分

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類

うわぐすり

施ゆう 無ゆう

役物

有 無

色

標準 特注 有 無

耐凍害性 耐滑

り性
備考

・

・

・・ ・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・

・

 タイルの形状、寸法等

 標準的な曲がりの役物は一体成形とする

 試験張り　　・行う　※行わない 

 見本焼き　　・行う　・行わない 

２４  伸縮調整目地の位置　　床タイル（※縦、横とも4ｍ以内ごと　・図示　・　　　　　　　　　　）

 　　　　　　　　　　　床タイル以外（※図示　・　　　　　　　　　　）  

施工

箇所

形状/寸法

（ｍｍ）

再生材料

の適用

吸水率による区分

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類

うわぐすり

施ゆう 無ゆう

役物

有 無

色

標準 特注 有 無

耐凍害性 耐滑

り性
備考

・

・

・・ ・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・

・

 タイルの形状、寸法等　［６．１６．４］

 有機系接着剤による

 タイル張り

 見本焼き　　・行う　・行わない 

 標準的な曲がりの役物は一体成形とする

 試験張り　　・行う　※行わない 

 有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量　　※規制対象外　・　

 セルフレベリング材塗り 種　類 厚さ（㎜） 施工箇所

 ※セメント系

 ・せっこう系

 ※１０

 ・１０

　［６．１７．２］

２５

［表６．１７．１］ 

７
　
塗
装
改
修
工
事

 防火材料　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする

 　　　　　・次の箇所を除き防火材料とする（・　　　　　　　　　　）

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量

 塗替え種別がＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲

 ※塗替え面積の３０％　・　

 　※規制対象外　・　

１  材料

　［７．１．３］

２  既存塗膜の除去

［７．２．１］

３  下地調整

　［７．２．２～７］

 　　　　透明塗料塗り

 鉄鋼面

 亜鉛めっき鋼面

 木部　　不透明塗料塗り  ※RB種　・　　 

 ※RB種　・　　 

 ※RB種　・　　 

 ※RB種　・　　 

 ※RB種　・　　 

 ※RB種　・　　 

 ※RB種　・　　 

塗替え

 亜鉛めっき鋼面（鋼製建具等）

 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面及びその他ﾎﾞｰﾄﾞ面 

 コンクリート面（ＤＰ）

 ｺﾝｸﾘｰﾄ面（DP以外）及びALCﾊﾟﾈﾙ面

 押出成型セメント板面

 モルタル面及びプラスター面

 ※RA種　・　

 ※RB種　・　

 ※RA種

 ※RA種

※RC種

 ・RA種　・RB種

 ※RA種

 ・RA種　・RB種

 ※RA種

 ・RA種　・RB種

 ※RB種　・　　 

 ・RB種　・RC種

 ・RB種　・RC種

下地調整の種別
ひび割れ部の補修

 ・行う　・行わない

 ・行う　・行わない

 ・行う　・行わない

 ・行う　・行わない

新設

４  錆止め塗料塗り

 鉄鋼面  屋内（EP-G以外）

 屋外

 屋内（EP-G）

塗　装　面

 亜鉛めっき

 鋼面

 屋内（EP-G以外）

 屋外

 屋内（EP-G）

塗　装　面

　［７．３．２］［７．３．３］  塗替え

 塗替え

 塗替え

 塗替え

 新規見え掛り

 新規見え隠れ

 新規見え掛り

 新規見え隠れ

 新規鋼製建具等

 新規鋼製建具等

５  仕上げ塗料塗り

 ・合成樹脂調合ペイント塗り

 　（ＳＯＰ）

 ・木部（外部）

 ・木部（内部）

 ・鉄鋼面

塗装の種類 塗装面

 木部 ・クリアラッカー塗り（ＣＬ）

 ・フタル酸樹脂エナメル塗り

 　（ＦＥ）

 ・屋内木部

 ・屋内鉄鋼面

 ・屋内亜鉛めっき

 　鋼面

 ・アクリル樹脂系水分散形

 　塗料塗り（ＮＡＤ）

 ・耐候性塗料塗り（ＤＰ）

 　　　・２級

 　　　・１級

 　　　・３級

 　　　・２級

 　　　・１級

 　　　・３級

 　コンクリート面

 　押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

 ・つや有り合成樹脂

 　エマルションペイント塗り

 　（ＥＰ－Ｇ）

 ・屋外

 ・屋外

 ・屋外

 ・屋外鉄鋼面

 ・屋内ﾓﾙﾀﾙ面

 ・屋内ｺﾝｸﾘｰﾄ面

 ・屋内木部

 ・屋内鉄鋼面

 ・屋内

 　亜鉛めっき鋼面

 ・コンクリート面

 ・モルタル面

 ・プラスター面

 ・せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面

 ・　

 　亜鉛めっき鋼面

 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種　

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種　 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種　

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種　 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種　

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種　 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種　

工程

塗替え 新規

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種　

 ・Ａ種 ※Ｂ種  ・Ａ種 ※Ｂ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種  ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種  ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種  ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種

 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種　

・標準仕様書18.7.3に

よる。

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種　

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種　 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種　

 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種　 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種　

 ・Ａ種 ・Ｂ種 ※Ｃ種

 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種 ※Ｃ種

 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種

工程の種別

 ※Ａ種 ・Ｂ種

 ※Ａ種 ・Ｂ種

 Ｃ種

塗料の種別

 ・Ａ種 ・Ｂ種 ※Ｃ種

 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種 ※Ｃ種

 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

工程の種別

 Ａ種

 　※JIS K5674

 Ｂ種

 　※JASS 18 M-111

 　・JIS K5674

塗料の種別

 塗料の種類　　※１種　・２種

  （鋼製建具以外）

 ・亜鉛めっき鋼面

 ・亜鉛めっき鋼面

  （鋼製建具）

 表７．６．１による

 表７．６．２による

 表７．６．２による

 ・Ａ種 ※Ｂ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種

   　上塗り等級

   　上塗り等級

 ・Ａ－１種

 ・Ｂ－１種

 ・Ｃ－１種

 ・Ａ－１種

 ・Ｂ－１種

 ・Ｃ－１種

 ・合成樹脂エマルション

 　ペイント塗り（ＥＰ）  ・モルタル面

 ・　

 ・合成樹脂エマルション模様

 ・コンクリート面

 　コンクリート面

 ・屋内モルタル面

 ・屋内

 ・プラスター面

 　プラスター面

 ・屋内

 ・屋内

 ・せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面

 　せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面

 　塗料塗り（ＥＰ－Ｔ）

 ・ウレタン樹脂ワニス塗り

 　（ＵＣ）

 木部

 ・木材保護塗料塗り（ＷＰ）  木部

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ｃ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ・Ｂ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種 ・Ａ種 ※Ｂ種

 ・Ａ種 ※Ｂ種  ・Ａ種 ※Ｂ種

 ・オイルステイン塗り（ＯＳ）  木部  表７．１３．１による  標準仕様書

 表１８．１２．１による

 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこ

 　※改修標準仕様書表7.9.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする　・　

 うボード面、その他ボード面）の塗替えの場合のしみ止め

 　※改修標準仕様書表7.10.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする　・　

 合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め

                   塗付け量は、塗料製造所の仕様による

     塗料その他　　JISK5675（屋根用高日射反射率塗料）２種　　等級　・１級　・２級　・３級

 ・高日射反射率塗料塗り

     下地調整（改修標準仕様書表7.2.2）　・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種

８
　
耐
震
改
修
工
事（

共
通
事
項）

１  ・改修標準仕様書第8章耐震改修工事

               ・現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事

               ・鉄骨ブレースの設置工事

               ・柱補強工事（溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖フープ巻き工法）

               ・耐震スリット新設工事

               ・免震改修工事

               ・制振改修工事

               ・　

３ 既存部分の処理

 適用範囲

 ・改修標準仕様書において第８章耐震改修工事以外の改修工事で第8章を引用している部分

               ・柱補強工事（鋼板巻き工法又は帯板巻き付け工法）

               ・連続繊維補強工法

２  既存部分の撤去等

   ・　

   ※露出部分は、錆止め塗料塗りを行う

 はつりだした鉄筋及び鉄骨の処置

 既存鉄筋コンクリート内の鉄筋の切断　　※図示

 撤去範囲　　※図示

 既存コンクリートの目荒らしの程度

   ・既存柱、梁面　打継ぎ面の１５～３０％程度

   ・既存壁　　　　打継ぎ面の１０～１５％程度

 既存コンクリートの目荒らしの範囲

　［８．２１．２］　　　　　　　　　［８．２２．２］

　［８．２３．２］［８．２４．４］

　［８．２６．５］［８．２７．２］

　［８．２１．３］［８．２２．３］

　［８．２３．３］［８．２６．６］

　［８．２７．３］

   ・　

　［８．２．１］

８
｜
１
　
鉄
筋
工
事

 鉄筋の種類
表８．２．１

規格の名称 種類の記号 使用箇所 呼び径（㎜） 備考

 異形鉄筋

 （鉄筋コンクリート

   用棒鋼）

 ※ＳＤ２９５Ａ

 ※ＳＤ３４５

 ※Ｄ１６以下

 ※Ｄ１９以上

 形状等

 ・溶接金網

 ・鉄筋格子

部位 継手工法と適用径の範囲

 継手の工法

 ・柱主筋

 ・梁主筋

 ・基礎スラブ、耐圧スラブ

 ・土圧壁など

 ・耐震壁

 ・杭主筋

  ※ガス圧接（Ｄ１９以上）

  ※重ね継手

  ※重ね継手

  ※ガス圧接（Ｄ１９以上）  　　　　　　　　　　　　　　　　・重ね継手

  　　　　　　　　　　　　　　　　・重ね継手

  　　　　　　　　　　　　　　　　・ガス圧接（Ｄ１９以上）

  　　　　　　　　　　　　　　　　・ガス圧接（Ｄ１９以上）

  ・重ね継手（Ｄ１６以下）

  ・重ね継手（Ｄ１６以下）

 鉄筋の継手

　［８．３．４］

　［８．２．２］

 溶接金網

施工箇所

 ・柱、梁、壁及び庇などの外気に接する面   ※　１０　・　

改修標準仕様書 表8.3.6 の値に加える寸法（㎜）

１

３

２

種類の記号種類 使用部位 網目寸法、鉄筋の径（㎜）

 耐力壁の重ね継手の長さ　　※改修標準仕様書 8.3.4(3)(ｱ)による　・構造図による

 継手位置　　※構造図による　・　

 柱及び梁の主筋にD29以上の使用の有無

 ・構造図による

   ・改修標準仕様書 表8.3.6 による　 

   ・構造図による　 

　［８．３．４］

 鉄筋のかぶり厚さ及び

 間隔（溶接金網を含む）

 ［８．３．５］

 鉄筋の定着長さ

 最小かぶり厚さ（目地底よりかぶりを確保する）

     主筋のかぶり厚さを径の1.5倍以上確保する

 耐久性上不利な部分（塩害等を受けるおそれのある部分等）

４

５

 ※改修標準仕様書 8.3.4(5)、(6)による

   ・なし　   ・有り　適用箇所（　　　　　）

   ・なし　   ・有り　適用箇所（　　　　　）

 軽量コンクリートを適用する部分

   ・なし　   ・有り　適用箇所（　　　　　）　最小かぶり厚さに加える厚さ（ 　　）㎜

 最小かぶり厚さは下表による

 鉄筋相互のあき（機械式継手及び溶接継手を除く）

 ・構造関係共通事項による

 ・改修標準仕様書 8.3.5(4)による

６  機械式継手

 ［８．４．２］

 使用箇所　　※構造図による

 性能（Ｈ１２建告第１４６３号に適合するもの）　・Ａ級　・　

 機械式継手の種類及び工法　・　　

 鉄筋相互のあき　　※構造図による　・　

 施工完了後の継手部の試験、不合格となった継手部への措置　　※構造図による　・　

割裂補強筋

 ※スパイラル筋

 ・はしご筋

 ・　

 ※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

 ・　

  （異形鉄筋）

 ※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

 ※SR235

 ・　

 ・SD295A

 ・　

 ・φ9

 ※φ6

 ・　

 ・D10

 （　　　　　　　）

 壁面外方向筋

 （　　　　　　　）

 壁面内方向筋

 （　　　　　　　）

 ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋のﾋﾟｯﾁ（㎜）

 （　　　　　　　）

 ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋の径（㎜）  ※図示

 ・　

種類 材料 材質 径 本数ピッチ等 適用箇所

 既存構造体との取合い

 ［８．３．８］

 （５．４．９）

 圧接完了後の試験

 溶接継手

 ［８．４．３］

７  使用箇所　　※構造図による

 性能（Ｈ１２建告第１４６３号に適合するもの）　　・Ａ級　・　

 継手の工法　・　

 鉄筋相互のあき　　※構造図による　・　

 溶接完了後の溶接部の試験、不合格となった溶接部への措置　　※構造図による　・　

 外観試験　　※行う（全数）　・　

 ［８．２１．６］

 ［８．２１．９］

８

９

3

 ※普通コンクリート

  設計基準強度

  Ｆｃ（Ｎ／ｍ㎡）

 気乾単位

 容積質量（ｔ／ｍ　）

スランプ

（㎝）

  ・　

  ・２１   ２．３程度

  ・１８   ２．３程度

  ※１５

  ・１８

  ※１８

  ※１５

  ・１８

  建物躯体

  （基礎、基礎梁、土間スラブ）

  建物躯体

  （基礎、基礎梁、土間スラブ以外）

  ・２４

［８．１．３～４］

８
｜
２
　
コ
ン
ク
リー

ト
工
事

 コンクリートの種類

 及び強度

１

適　用　箇　所

２  ※Ⅰ類（ＪＩＳ　Ａ５３０８「レディーミクストコンクリート」への適合を認証されたコンクリート）

 ・Ⅱ類（ＪＩＳ　Ａ５３０８に適合したコンクリート） 表８．１．１［８．１．３］

 コンクリートの種類

表８．２．３

［８．２．５］

 セメントの種類３

 ・高炉セメントＢ種

セメントの種類

 ※普通ポルトランドセメント

使　用　箇　所

　［６．９．２］［６．９．３］

 フローリング材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量　　※規制対象外　・　

下地面の種別

　［７．４．２　～７．１４．２］

   ※平均深さ２～５㎜（最大７㎜）程度の凹凸処理を施す

 超音波探傷試験　　※行う（全数）　・　

 普通ポルトランドセメントの品質は、ＪＩＳ　Ｒ５２１０に示された規定の他、次の規定の全てに

 適合するものとする。ただし、無筋コンクリートに用いる場合を除く

水和熱 　７日目

２８日目

   ３５２Ｊ／ｇ以下

   ４０２Ｊ／ｇ以下

 ［８．２．５］

 骨材の種類４

 ※Ａ

 ・Ｂ（※コンクリート中のアルカリ総量 Rt=3.0kg/m3以下）

 ［８．２．５］

 混和材料５

 圧縮強度（　　　　　　　）　フロー値（　　　　　　　）６

 ［８．２．６］

 構造体用モルタル

 合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ

種類 適　用　箇　所

表８．１．４

  ・Ａ種

  ・Ｂ種

  ・Ｃ種

 ［８．１．４］ 　　　　　　　［８．２．７］

 コンクリートの仕上り９

 ひび割れ誘発目地、打継目地の深さ寸法は、打増し厚さ部で処理する

 間隔　　   ※図示による　

 位置　　   ※図示による　

                                 ・高炉セメントＢ種

 ひび割れ誘発目地

 打継目地

８

 設計基準強度Ｆｃ（Ｎ／ｍ㎡）

 スランプ　　　　　　　　　　　　※１５又は１８　　　・　

                                 ※１８

 無筋コンクリート７

 アルカリシリカ反応性による区分

・混和剤　　　種類　※改修標準仕様書8.2.5(4)(a)による　・　

・混和材　　　種類　※改修標準仕様書8.2.5(4)(b)による　・　

 適用箇所　　　　　　　　　　　　・標準仕様書６．１４．１（４）による　・図示

 セメントの種類　　　　　　　　　※普通ポルトランドセメント　・　

 目地寸法　　※標準仕様書９．７．３による　・　

 （６．６．４）（６．８．１）

種類 適　用　箇　所

  ・Ａ種

  ・Ｂ種

  ・Ｃ種

 コンクリートの仕上がりの平たんさ 表８．１．５

 （６．１４．１～３）［８．１１．１～３］

 ・打放し仕上げの打増し厚さ（外部に面する部分に限る）

   ・20㎜　　・　

 ・打放し仕上げの打増し厚さ（内部に面する部分に限る）

   ・10㎜　　・20mm　　・　

 ・外装タイル後張り面の打増し処理

   ・20㎜　　・　

 ・床型枠用鋼製デッキプレートの梁側面部の打増し処理

   プレートが支持される梁の側面について下記の打増しを行う

   ・10㎜　　・20mm　　・　

 打増し厚さ

 型枠

１０

１１  せき板の材料及び厚さ

 　※合板（※１２ｍｍ）

 　・メッシュ型枠（使用部位　　※構造図による　・　　　　　）

 　・床型枠用鋼製デッキプレート（施工範囲　　※構造図による　・　　　　　）

 断熱材兼用型枠　　・使用しない　・使用する（※25㎜以下かつ熱抵抗値1mh℃/kCal以上）

   適用箇所　　※構造図による ［８．７．８］

 型枠の加工及び部位１２  シアコネクタをセパレータとして使用

 （６．８．１）［８．７．８］

 （６．８．２）［８．２．７］

 スリーブ材　　※標準仕様書６.８.２（９）（イ）による　・構造図による

 ＭＣＲ工法用シートの仕様　　・使用しない　・使用する（使用部位　※図示による）

 ・フライアッシュセメントＢ種

Ｒ０２．０２

Ａ－０５

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事
ケイカル板面



       ・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

         ・埋立処分（管理型最終処分場）　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

           処分施設の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

           所在地（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　　　除去対象範囲　　※図示

                                         耐震スリット部詳細　　※構造図による 設置個所　　※構造図による

 ・完全　　・部分１  スリットの方式８
｜
７
　
耐
震
ス
リ
ッ
ト
新
設
工
事

１

 探査方法

   ※鉄筋探知機（金属探知機）により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う

   ・はつり出しによる

   ・　

２  穿孔前の埋込配管等の

 探査

 性能確認試験　　※行わない　　・行う

 施工確認試験    ・行う        ・行わない

 あと施工アンカーの試験３

 （１４．１．３）

 ［８．１３．１０］

     ・　

 （７．２．４）（７．３．２）

 ・改修標準仕様書　８．２．１０（１）（２）による

     アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス及び仕上げの程度

     種類　     ・SS400　　　　・　

 座金　　　　　　　　　　　　※標準仕様書　表７．２．３（４）による

　   すべり耐力等の確認方法　　※すべり試験　・図示

 （７．１２．５）

 ［８．２０．５］

 ［８．２．９］［８．１３．２］

 高力ボルトの径　　※図示による

 ［８．１４．２］

 ［８．２．９］［８．１３．２］

適　用　箇　所

 （７．１０．３）

     補強方法

   ・ダイヤフラムをH12建告第1464号第二号イ(1)(2)に規定するただし書きの計算確認有り

   通しダイヤフラムの許容誤差 ［８．１３．３］

１３  ・改修標準仕様書８．１３．３　及び　H12建告第1464号第二号イによる 製作精度

 無収縮モルタルの材料及び調合

   ※無収縮モルタル

１２  モルタルの種別 柱底均しモルタル

　・８０　・１００　・１３０　・１５０　２２φ

　・８０　・１００　・１３０　・１５０　１９φ

　・８０　・１００　・１２０　１６φ

長さ　（呼び長さ）　㎜径（呼び名）

　※頭付スタッド（ＪＩＳ　Ｂ１１９８）　スタッドボルト１１

 ・有り（耐火時間　・図示による　・　　　　　）　　・なし

 耐火認定

 ・構造図による　・　

 鉄骨部材への溶接方法

 ・構造図による　・　

 材質、形状及び寸法

 ・ 

 ・床型枠用　（適用箇所　・構造図による　・　　　　　　）

 ・合成スラブ（適用箇所　・構造図による　・　　　　　　） （７．２．７）

１０  工法の種別 デッキプレート

   建築用ターンバックルボルト　　※羽子板ボルト　　

   建築用ターンバックル胴　　　　※割枠式　　　　　 （７．２．６）

９  種類 ターンバックル

 ・図示による 〔８．２．１０〕

 溶接材料８

     形状、寸法　  　   ※構造図による　　　　　・　　

     ・標準仕様書　表７.２.３による　　　・　　

 ・建方用アンカーボルト

     形状、寸法　   　  ※構造図による　　　　　・　　

     セットの種類　     ・ABR400　     ・ABR490

 ・構造用アンカーボルト

 適用 アンカーボルト７

 （７．２．３）

６  ボルト及びナットの材料等　　※標準仕様書　表７．２．３による 普通ボルト

   ・ブラスト以外の特別な処理（りん酸塩処理）

   ※ブラスト処理（表面粗度５０μｍＲｚ以上）

 摩擦面の処理

 　・大臣認定を受けた内容による

 溶融亜鉛めっき高力ボルトのめっき前の孔径

   ※１種（Ｆ８Ｔ相当） ボルト

５  セットの種類 溶融亜鉛めっき高力

 すべり係数試験　　※行わない　・行う（試験方法等　　・構造図による　　・　　　　　）

 ・ＪＩＳ形高力ボルト　　　２種（Ｆ１０Ｔ）

 ※トルシア形高力ボルト　　２種（Ｓ１０Ｔ）

４  区分 高力ボルト

 ※ＪＩＳ規格による

 ※ＪＩＳ規格による

 ※ＪＩＳ規格による

規格等種類の記号 ［８．２．８］

３  鋼材の材質 鋼材 表８．２．７

 ［８．２１．８］ ［８．２３．５］

【工事名称】 【図面番号】

【図面名称】

検収印

 コンクリートの  部位毎のコンクリート打設工法の指定１３

 打込み工法等    補強工法

   現場打ちコンクリート壁の増設工事

     ・流込み工法（・全て　　・　　　）

     ・圧入工法　（・全て　　・　　　）

   鉄筋コンクリート柱の溶接金網巻き及び溶接閉鎖フープ巻き工法

     ・流込み工法（・全て　　・　　　）

     ・圧入工法　（・全て　　・　　　）

８
｜
３
　
鉄
骨
工
事

 鉄骨製作工場の加工能力 鉄骨の製作工場１

 ［８．１．５］

 　　日本鉄骨評価センター及び全国鉄骨評価機構（旧（社）全国鐵構工業協会）の「鉄骨製作工場

 　　の性能評価基準」に定める次のグレードとして国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以

 　　上の能力のある工場とするものとする。

 　　（　・Ｊグレード　・Ｒグレード　・Ｍグレード　・Ｈグレード　・Ｓグレード　）

 （７．１．１）（７．１．３）

 　※建築基準法第７７条の５６に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認可を受けた（株）

２  施工管理技術者  ※配置する　・配置しない

 ［８．１．６］

 ※行わない　　・行う（適用範囲　　※構造図による　　・　　　） 仮組１４

 〔８．２．１１〕

 ［８．２．１２］

   ※改修標準仕様書８．２．１２による

 高力ボルト接合１５  スプライスプレートの材質　※鋼材の種別及び引張強さによる区分は母材と同等とする

 フィラープレートの材質　　※ＳＳ４００とする

 溶接接合１６

 　　　　　　　　［８．１５．７］ ［８．１５．４］ 　　　　　　　　　　　　　 ・構造図による

　　　　　 　　　　　　　　・構造図による

                                   付則６［鉄骨精度検査基準］付表３［溶接］による

 エンドタブ・裏あて金　　　※鋼材の種別及び引張強さによる区分は母材と同等とする

 ［８．１４．２］

 開先の形状　　　　　　　　※構造関係共通事項　４ 溶接継手の種類別開先標準による

 スカラップの形状　　　　　※構造関係共通事項　６ スカラップによる

 鋼製エンドタブの切断する部分　　※全て　　・（　　　　　　　　　　　）

 完全溶込み溶接部の余盛り高さ　　※（一社）日本建築学会「ＪＡＳＳ　６鉄骨工事」

１７ 入熱、パス間温度の溶  鋼材と溶接材料の組合せと溶接条件

 接条件  ※構造関係共通事項による　・図示

 適用箇所

 ※ 柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶込み溶接部

 ・図示による

１８ 溶接部の試験  完全溶込み溶接部の超音波探傷試験

   ※行う　　　・行わない

 工場溶接の場合　　　※全数

 工事現場溶接の場合　※全数

 割れの疑いのある表面欠陥においては、浸透探傷試験及び磁粉探傷試験を行う

 突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査

   独立行政法人建築研究所監修

     「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」による

     ・抜き取り検査１　※抜き取り検査２

１９ 耐火被覆

［８．１５．１２］

［８．１８．２～８］

 種別及び性能

  ・耐火材吹付け

  ・耐火板張り

  ・耐火材巻付け

 材料及び工法は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けたものとする

 性能

性能 適　用　箇　所（部位・部分）

  ・３０分耐火

  ・１時間耐火

  ・２時間耐火

  ・３時間耐火

  ・ラス張りモルタル塗り

  ・耐火塗料

 柱底均しモルタルの厚さ及び工法の種別

 建方用アンカーフレームの保持及び埋込み工法

 構造用アンカーフレームの形状及び寸法

表７．１０．１

表７．１０．２

   ※標準仕様書 表7.10.2（※Ａ種［モルタル厚さ５０］　・Ｂ種［モルタル厚さ３０］）による

   亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料

 塗料の種別

 付表５［工事現場］による

   ※構造図による　　　　　・　

     ※行わない

       塗装の種別　　※構造図による　・　

       適用箇所　　　※構造図による　・　

     ・行う

 種別等

   A種(HDZ55)

   B種(HDZ45)

   C種(HDZ35)

  最小板厚　6.0㎜　以上の形鋼、鋼板

  最小板厚　3.2㎜　以上、6.0㎜　未満の形鋼、鋼板

  普通ボルト・ナット類、アンカーボルト類

  最小板厚　1.6㎜　以上、3.2㎜　未満の形鋼、鋼板

  ※図示による

  ・ 

亜鉛めっきの種別 材料 適用箇所

 （７．１０．２）

 （７．２．４） 　　　　　　　（７．１０．３）

溶融亜鉛めっき工法２３

２２ 錆止め塗装

 及び埋込み工法

２１

２０ 建方精度

 アンカーボルトの保持

     ※改修標準仕様書　表７．３．２のＡ種　

     ・改修標準仕様書　表７．３．２のＢ種　　

     ・ＥＰ－Ｇの適用箇所は改修標準仕様書　表７．３．２のＣ種　・　

［７．３．２］

［８．１７．２～４］

   塗装を行う耐火被覆材の接着する面への塗装

（主要構造及び構造

　耐力上主要な部分

　に限る）

 ※（一社）日本建築学会「ＪＡＳＳ　６鉄骨工事」付則６［鉄骨精度検査基準］

   種別　・A種　　・B種

表８．２０．１

［８．２０．４］

 ［８．２．４］

 あと施工アンカー

使　用　箇　所

径（㎜）

 ※接着系アンカー

アンカー筋の種類

 引張耐力　　・　　　　　　　せん断耐力　　・　

径（㎜） 種類 径（㎜） 長さ（㎜）

本　体

 ・金属拡張系アンカー　適用箇所　　※構造図による　　・　

 ・接着系アンカー　　　適用箇所　　※構造図による　　・　

 施工管理技術者５

４  シアコネクタ

 （８．７．８）

 ※有機系

 ・無機系

埋込み深さ（㎜）

セット方式

接着剤の材質

〃

埋込み深さ（㎜）

 有する者とする。 ［８．１２．１］

 （一社）日本建築あと施工アンカー協会が定める「あと施工アンカー技術管理士」の資格以上の能力を

 探査範囲　　※穿孔範囲の全て　・　

 ［８．１２．４］

 アンカー筋の新設壁内への定着の長さ　　※構造図による　・　

※カプセル方式回転・打撃式

アンカーの種類

接合筋

本体打ち込み式改良型

 ・金属系アンカー

 確認強度　　・構造図による　・　

 ［８．２．４］［８．１２．７］

８
｜
４
　
あ
と
施
工
ア
ン
カー

工
事

８
｜
５
　
グ
ラ
ウ
ト
工
事

 無収縮グラウト材の材質等

  混和材

  セメント

  砂

 セメント系（酸化カルシウム及びカルシウム・サルフォ・アルミネート等

 によって膨張する性質を利用するもの）とする。

 JIS R 5210「ポルトランドセメント」に適合した普通または

 早強ポルトランドセメントとする。

 土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもので、

 特に精選されたものを絶対乾燥状態で使用する。

 ただし、現場調合形に使用される砂の乾燥状態については、規定しない。

 グラウト材

 ［８．２．１２］

 ［８．２．１２］

 無収縮モルタル　　・使用する　・使用しない１

２

 柱底均しモルタル

      場合の試験はプレミックス形のみとする。

  凝結開始時間　：　１時間以上

      塩化物イオン濃度試験方法」による。

      試験方法」による。プレミックス形と現場調合形で混和材が同一の

  ２）塩化物量の試験は、JIS A 1144「フレッシュコンクリート中の水の

  １）NEXCO試験方法　試験法３１２－１９９９「無収縮モルタル品質管理

  ０．３０ｋｇ／ｍ３以下

  材齢２８日　　４０Ｎ／ｍｍ２以上

  材齢　３日　　２０Ｎ／ｍｍ２以上

  材齢　７日　　収縮しない

  終結時間　　　：　１０時間以内

  練り混ぜ２時間後のブリージング率　：　２．０％以下

  Jフロートによる流下時間

  練混ぜ完了から３分以内の値　：　８±２秒

 試験方法

 塩化物量

 圧縮強度

 無収縮性

 凝結時間

 ブリージング

 コンシステンシー

 無収縮グラウト材の品質及び試験方法

   種類及び部位　　　　　　　※図示

 ひび割れ部改修　　　　　　　・行う　　　・行わない

   下地調整　　　　　　　　　※行う

   柱及び梁の隅角部の面取り　大きさ　※図示

１  連続繊維シート

   下地処理の程度　　　　　　※図示

   下地処理の範囲　　　　　　※図示

   仕上げモルタルの除去　　　※行う　　　・行わない

 下地処理

   プライマー　　　　　・低臭型　　・　

   含浸接着樹脂　　　　・低臭型　　・　

   定着方法　　　　　　※図示

   シート貼り方向　　　※図示

   シート厚さ　　　　　　　　　　・（　　　　　）ｍｍ　　　　　　・　

   繊維目付量　　　　　　　　　　・（　　　　　）ｇ／ｍ２　　　　・　

   ヤング係数（含浸硬化後）　　　・（　　　　　）Ｎ／ｍｍ２　　　・　

   引張強度（含浸硬化後）　　　　・（　　　　　）Ｎ／ｍｍ２　　　・　

 連続繊維の材質

   ・炭素繊維　　　・アラミド繊維　　　・　

 連続繊維の材料８
｜
６
　
連
続
繊
維
補
強
工
事

 ［８．２．１３］［８．２４．６］

 ［８．２４．７］

   試験数量　　　　　　　　　※図示

                       ※JIS A 6909（建築用仕上塗材）による

 付着強度試験　　　　　　　　・行う　　　・行わない

   試験数量　　　　　　　　　※図示

                       ※JIS A 1191（コンクリート補強用連続繊維シートの引張試験方法）による

 引張強度試験　　　　　　　　・行う　　　・行わない

 補強工事後の仕上げ　　※構造図による　・　

 ［８．２５．２］

 スリットの幅及び深さ　　　※構造図による

   ・はつりだしによる

   ※鉄筋探知機（金属探知機）により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う

 既存撤去部の配管等の探索 スリットの施工２

 ［８．１２．４］［８．２５．２］

３  スリット充填材

 ［８．２５．２］

 撤去部の補修　　※撤去材と同一材で補修　・構造図による

 ・耐火材　　使用箇所及び仕様　・構造図による　・　

 ・遮音材　　使用箇所及び仕様　・構造図による　・　

１９
　
環
境
配
慮
改
修
工
事

 ［９．１．１］［９．１．３～５］

   分析方法

     トレモライト

     アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、

   分析対象

 　　分析結果については、監督職員に報告すること

定量分析

JIS A 1481-3又はJIS A 1481-4

定性分析

JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2
材料名

 　　　箇所

 　　　箇所

 　　　箇所

 　　　箇所

 　　　箇所

 　　　箇所

 ・分析による石綿含有建材の調査（施工調査）

 　材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと

 　　サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

 　　採取箇所　　・図示　・　

 処理作業室内 処理作業中 測定３ ・ 

 調査対象室外部の付近 測定２ ・ 

 処理作業室内 処理作業前 測定１ ・ 

測定時期測定名称適用

 　測定時期、場所及び測定点

※

 １週間以降）

 調査対象室外部の付近 （シート撤去後 ・ 

 処理作業室内 処理作業後 ・ 

 （シート養生中）

 処理作業室内 処理作業後※

 処理作業室外※

 集じん・排気装置の排出口

 （処理作業室外の場合）

 出口吹出し風速1m/s以下の位置 

測定点（各施工場所ごと）測定場所

 計　　　点

 測定４

 測定５

 測定６

 測定７

 測定８

 測定９

 セキュリティゾーン入口

 ・施工区画周辺　・敷地境界

 計　　　点

 計　　　点

 計　　　点

 計　　　点

 計　　　点

 計　　　点

 計　　　点

 計　　　点

 ・石綿粉塵濃度測定

※

 粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、

 繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉

 じんを迅速に測定できる機器を用いた測定

測定名称 測定方法

・ 測定4　・ 測定5 

・ 測定（　　　　　） 

 　測定方法

 　・自動測定器による測定 

 試料の吸引時間（ｍｉｎ）

 試料の吸引流量（ｌ／ｍｉｎ）

 メンブレンフィルタ直径（㎜）

 　・JIS K 3850-1に基づいた測定

･測定4､5 ･測定(　)

４７２５

・１０　　・　　　・５　　・　　

・３０　・　　

・測定（　　　）・測定（　　　）

 　　　　　　　　　　　・　

　 　　除去工法　　　　※改修標準仕様書９．１．３（２）（ア）による

 　　　除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置　　※湿潤化　・固形化

       除去した石綿含有吹付け材等の処分

 ねじの呼び　　※構造図による　・　

 母屋又は胴縁の取付けに使用するボルトの孔径　　※ねじの呼び径+1.0mm　・図示

     ・「突合わせ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」による

   　・全てのダイヤフラムはH12建告第1464号第二号イ(1)(2)に規定する仕様を満足すること

種別

  ・乾式吹付けロックウール

  ・半乾式吹付けロックウール

  ・湿式ロックウール

  ・ 

  ・繊維混入けい酸カルシウム板

  ・ 

  ・高耐熱ロックウール

  ・ 

－

材料・工法
性能

（耐火時間）
適用箇所（部位・部分）

 石綿含有建材の除去工事

４７

・１２０　・　　　 ・１２０　・　　　

・１０　　・　　　

 石綿含有建材の処理

 　・石綿含有吹付け材の除去

           所在地（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置　　※ 湿潤化　・ 固形化

 　　　除去対象範囲　　※図示

　　　　 ・埋立処分（管理型最終処分場）・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

 　・石綿含有保温材等の除去

       除去した石綿含有保温材の処分

 　　　除去工法　　　　※ 原形のまま手ばらし　　・ 破砕して除去

         　 処分施設の名称（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

         ※埋立処分（管理型最終処分場）

         　所在地（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

         ・埋立処分（安定型最終処分場）　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

           処分施設の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 植栽基盤及び材料

 　　するとともに、取り除いた樹木の処分を行うものとする

 　　枯補償の期間内に樹木が枯死、枝損傷、形姿不良等となった場合は、同等以上のもの再植樹

 新植芝及び地被類の枯補償

 　既存保護層の撤去　　・行う

 　かん水装置　　　　　・設置する（工事区分は図示による　　　　）

 　支柱　　　　　　　　・設置する（種類　・図示　　・　　　　　）

 工法

 　・屋上緑化軽量システム

 屋上緑化改修工事３

 　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

 　　　見切り材、舗装材、排水穴、マルチング材等　　※図示　　・　

   枯補償の期間　　※引渡しの日から１年　・　

［９．６．２～４］

 　　　芝及び地被類の樹種並びに種類等　　　　　　　※図示　　・　

 ・断熱材現場発泡工法

［９．５．２］［９．５．３］

 断熱・防露改修工事材２  断熱材は、原則としてグリーン購入法における特定調達品目を使用するものとする

 ・土間下

 ・断熱材の打込み工法

 ・ビーズ法

 ・押出法

 ・　

種類

 ・２５　・　　 

 ・２５　・　　 

厚さ（㎜） 施工箇所

 　　　　　　　　・図示

 　　　　　　　　　としなければならない箇所

 　　施工箇所　　※窓回り等の断熱材補修部分、ルーフドレン回りの床版下等、部分的に後張り

 断熱材のホルムアルデヒト放散量　　※規制対象外　・　

 　ポリスチレンフォーム断熱材

 　ポリスチレンフォーム断熱材 

 　　　　　　　（スキン層なし）

 ・硬質ウレタンフォーム断熱材

 ・フェノールフォーム断熱材

 ・２種ｂＡ 

 ・３種ｂＡ

 ・２５　・　　 

 ・２５　・　　 

 ・２５　・　　 

 　施工箇所の詳細は、仕上表及び図示による

 　　断熱材の種類　　※Ａ種１　・Ａ種１Ｈ

 　　厚さ（㎜）　　・２５　　・３０

 　　　除去工法　　　　　　　　　・集じん装置併用手工具ケレン工法

       　　　　　　　　　　　　　・集じん装置付き高圧水洗工法（15MPa以下、30～50MPa程度）

       　　　　　　　　　　　　　・集じん装置付き超高圧水洗工法（100MPa以上）

         　　　　　　　　　　　　・超音波ケレン工法（ＨＥＰＡフィルター付き掃除機併用）

         　　　　　　　　　　　　・剥離剤併用手工具ケレン工法

         　　　　　　　　　　　　・剥離剤併用高圧水洗工法（30～50MPa程度）

       　　　　　　　　　　　　　・剥離剤併用超高圧水洗工法（100MPa以上）

         　　　　　　　　　　　　・剥離剤併用超音波ケレン工法

           　　　　　　　　　　　・集じん装置付ディスクグラインダーケレン工法

           　　　　　　　　　　　・　

       除去対象範囲　　　　　　　※図示

       試験施工　　　　　　　　　※行わない　　・行う

 　・石綿含有仕上塗材の除去

 寸法精度　　※標準仕様書20.2.2(2)(ｵ)による　・　

 表面仕上材の品質・性能は、改修標準仕様書６章 内装改修工事による

 ・　

支柱調整式置敷式ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

１０

（２０．２．２）

 フリーアクセスフロア 施工箇所

 ・帯電防止床タイル ・帯電防止床タイル

 ※タイルカーペット ※タイルカーペット

 ・　　　・　 ・　　　・　

 ・　 ・　

 ・　

 ・１．０Ｇ　・０．６Ｇ ・１．０Ｇ　・０．６Ｇ

※３０００Ｎ　・５０００Ｎ※３０００Ｎ　・５０００Ｎ

１

 ボーダー部及びスロープ

 床表面仕上げ材の材質

 高さ（㎜）

 パネル寸法（㎜）

 耐震性能

 空調用吹き出し（吸い込み）パネル

 配線用取り出しパネル　　

 耐荷重性能　　変形5.0ｍｍ以下、残留変形3.0ｍｍ以下 

 耐衝撃性能　　残留変形3.0ｍｍ以下及び損傷がないこと 

 ローリングロード性能

　　　所定荷重1,000Ｎ（5,000Ｎの積載荷重は1,000Ｎ以上で任意）による繰り返し試験後、

　　　残留変形3.0ｍｍ以下 

 構法

 所定荷重

 ※製造所の仕様　・図示による ※製造所の仕様　・図示による

 　フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合　　※製造所の仕様による　・２０～３０％

 　配線取り出し開口　　※製造所の仕様による　・パネル1枚につき40㎜ｘ80㎜程度の開口1ヶ所以上

       作業場所の隔離　　　　　　※行わない　　・行う

Ｒ０３．０２

 　・石綿含有成形品の除去

 　　　除去対象範囲　　※図示

 　　　除去工法　　※切断・破砕等以外（ボルトや釘等を撤去し、手作業で取り外す等）

       除去した石綿含有成形板の処分

       ・石綿含有せっこうボード

 　　　作業場所の隔離　　※行わない　・行う

       　　除去対象範囲　　※図示

       ・石綿含有けい酸カルシウム板第１種

       　　除去工法　　※手作業で取外し　・切断・破砕等

       　　　　　　　　　切断・破砕等する場合　作業場所を隔離し、湿潤な状態を保ちながら作業

       　　　　　　　　　すること。（作業場所の隔離は、負圧に保つ必要はない。）

           所在地（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

           処分施設の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

         ・埋立処分（安定型最終処分場）　　・　

         ・埋立処分（安定型最終処分場）　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

 石綿含有建材除去後の仕上げ工事　　※図示　・　

       除去した石綿含有仕上塗材の処分

       除去した石綿含有仕上塗材の保管、運搬及び処分

       確認及び後片付け　※改修標準仕様書9.1.3(4)の(ｱ)、(ｲ)及び(ｵ)による

       　　　　　　　　　※改修標準仕様書9.1.3(3)による　　・　

Ａ－０６



【工事名称】 【図面番号】

【図面名称】

検収印

 ・遠心力鉄筋コンクリート

 　　継手　　※ゴム接合　・モルタル接合

 　　　　　　

 ・硬質ポリ塩化ビニル管

 　　・ＶＰ　・ＶＵ　・ＲＳ－ＶＵ

 　　建物外での硬質ポリ塩化ビニル管であって、使用済み塩化ビニル管を原材料とする塩化ビニル

 　　が製品全体重量比で３０％以上使用されていること

 排水管

（２１．２．１）

１７

 　　種類　　※外圧管１種Ｂ形　・　

 ※凹凸形

 ・　

 ・凹凸形

 ・平形

 側塊、排水枡等

（２１．２．２）

 ・鋳鉄製ふた

 　　型式　　※水封型　・簡易密閉型　・密閉型　・中ふた付密閉型

 　　適用荷重（安全荷重〔ｋＮ〕）

 　　　屋外用　・Ｔ－２用（５）　※Ｔ－６用（１５）　・Ｔ－２０用（５０）　・　

 　　　屋内用　・Ｔ－２用（５）　・　

 　　鍵　　　・有　・無

種類 形式 用　途 適用荷重

 ・鋼製  ・受枠付  ・溝ふた（横断用） ・歩行用  ・普通目　・細目

 ・ボルト  ・溝ふた（側溝用） ・Ｔ－２用  ・普通目　・細目

 　固定  ・桝ふた用  ・Ｔ－６用  ・普通目　・細目

 ・Ｕ字溝用  ・Ｔ－１４用  ・普通目　・細目

 ・Ｔ－２０用  ・普通目　・細目

 ・ステンレス製  ・受枠付  ・溝ふた（横断用） ・歩行用  ・普通目　・細目

 ・ボルト  ・溝ふた（側溝用） ・Ｔ－２用  ・普通目　・細目

 　固定  ・桝ふた用  ・Ｔ－６用  ・普通目　・細目

 ・Ｕ字溝用  ・Ｔ－１４用  ・普通目　・細目

 ・Ｔ－２０用  ・普通目　・細目

 ・グレーチング

 路床

（２２．２．２～５）

 路床の構成　　※標準詳細図による　・　

 盛土に用いる材料（（表３．２．１）による）

 　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・建設汚泥から再生した処理土

 支持力比（ＣＢＲ）試験　　※行わない　・行う（※乱した土　・乱さない土）

 締固め度の試験　　　　　　※行わない　・行う

 路盤

（２２．３．２～５）

 路盤の構成　　　※標準詳細図による　・図示による　

 路盤材料　　　　※再生材クラッシャラン　　　・クラッシャラン鉄鋼スラグ

 締め固め度試験　※行わない　・行う

１８

１９

２０

上面形状メインバーピッチ

 現場ＣＢＲ試験　　　　　　※行わない　・行う

 アスファルト舗装

（２２．４．２～６）

 舗装の構成　　　※標準詳細図による　・図示による　

 アスファルト　　※再生アスファルト　・ストレートアスファルト

 加熱アスファルト混合物等の種類

 　※表層　　※密粒度アスファルト混合物（１３）

 　　　　　　・　

 　　　　　　・細粒度アスファルト混合物（１３）

 　・基層　　・粗粒度アスファルト混合物（２０）

 シールコート　　　　　　　　　　※行わない　・行う

 アスファルト混合物の抽出試験　　※行わない　・行う

２１

 骨材　　　　　　※道路用砕石　・アスファルトコンクリート再生骨材

 植栽地の確認

（２３．１．３）

 植栽基盤の整備

 土壌の水素イオン濃度（ｐＨ）試験　　・行う　※行わない２２

２３  排水　　・設置する（・暗きょ　・閉きょ　・排水層　・縦穴排水） 　　　　・設置しない

表２３．２．２  整備工法

 　樹木　　　　　　・行う（※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種）　※行わない

 　芝及び地被類　　※行う（※Ｂ種　・　　　）　・行わない

 植込み用土　　※現場発生土の良質土　・客土

 電気伝導度（ＥＣ）の試験　　　　　　・行う　※行わない

 電気伝導度（ＥＣ）の試験　・行う　※行わない（２３．２．２～４）

 支柱材  ※丸太（間伐材）　　・真竹２４

 枯補償の期間内に樹木が枯死、枝損傷、形姿不良等となった場合は、同等以上のもの再植樹するととも

２５ 新植樹木の枯補償

（２３．３．４）

 に、取り除いた樹木の処分を行うものとする

 枯補償の期間　※引渡の日から１年　　・　

 枯損処置の期間内に樹木が枯した場合は、伐採及び伐根を行い、良質土で埋め戻し整地するものとする

２６  移植樹木の枯損処置

（２３．３．６）

 枯損処置の期間　※引渡の日から１年　　・　

（２３．３．２）

（２０．２．５）

 トイレブース２

（２０．２．６）

 階段滑止め３

 幅（㎜）　※約３５　・　

 型式　　　※ビニルタイヤ又は合成ゴムタイヤ入り　・　

 端部フラットエンド　※有（※タイヤと同材　・ステンレス鋼）　・無

 材種　　ステンレス製（ＳＵＳ３０４）（・埋込工法　※接着工法）

 幅木材質形状　　　　　※ステンレス幅木　・　

 ドアエッジ材質形状　　※アルミＲエッジ　・　

 表面材　　　　　　　　※メラミン樹脂系化粧板　・ポリエステル樹脂系化粧板

・電動

・電動・引分

・引分・ダブル

・ダブル

・片引き

開閉操作

※手引き　・ひも引き

※手引き　・ひも引き

形式

・片引き

・シングル

・シングル

ひだの種類きれ地の品質等（製造所）取付箇所

（表３．２．１） 

使　用　範　囲

１６

 防湿層の位置　　　※図示による　

 　　　　　　　　　・　　

 防湿工法　　　　　※ポリエチレンフィルム厚さ０．１５㎜以上　　

 施工範囲　　　　　※建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下（ピット下を除く）

（４．６．５）

 床下防湿層

厚さ

※５０　・　  ・図示による　・　

 厚さ及び使用範囲　

 スランプ　　　　※１５㎝　・１８㎝

 設計基準強度　　※１８Ｎ／ｍ㎡　　・　　Ｎ／ｍ㎡

 コンクリートの種類　※普通コンクリート　・　

（４．６．４）

 捨コンクリート地業１５

 天井見切り縁等  壁及び下がり壁と天井の取合いの見切縁（天井見切縁、下がり壁見切縁）の材種

 材種　　・レジンコンクリート製（厚さ６０㎜）　・セラミックタイル製　・　

（１１．２．２）（１９．２．２）

 　ブロック）

 （視覚障害者誘導用

 視覚障害者用床タイル

使　用　範　囲

 ※アルミニウム既製品　・ビニル既製品

取付箇所

１１

 表面形状　ＪＩＳ　Ｔ９２５１による

 寸法　　※３００ｘ３００　

 色　　　※黄色　・　

 埋戻し及び盛土

（３．２．３）

 建設発生土の処理

（３．２．５）

 種別　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種

 　　　・建設汚泥から再生した処理土

 　　Ｄ種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出

 　　試験実施要領（案）」により、監督職員と協議の上、六価クロム溶出試験を行うものとする。

 ※構外指示の場所に処分　・構内指示の場所に敷き均し　・構内指示の場所に堆積

１２

１３

１４ 砂利地業

（４．６．２）（４．６．３）

 材料　　　　※再生クラッシャラン　　　・切込砂利及び切込砕石

 厚さ及び使用範囲　

 ・図示による　・　※６０　・　

厚さ

直径（㎜）

 ・６０　・４５　・４０　・　

 ・６０　・４５　・４０　・　

 ・６０　・４５　・４０　・　

９  階段手すり笠木 材質

 ・集成材

 ・ステンレスパイプ

 ・鋼製パイプ

 ・ビニル製

 ・ＣＬ　　　　・　

 ・ＨＬ　　　　・　

 ・ＥＰ－Ｇ　　・　

表面仕上げ

１０

 　　　　その他　製造所の仕様による

 　　　　開閉方式　施錠・開錠は、鍵又は開閉用ハンドル式

 　　　　　　表面処理　表１４．２．１のＡＢ－１種、ＡＢ－２種、ＢＢ－１種、ＢＢ－２種

 　　　　　アルミニウム合金押出形材　ＪＩＳ　Ｈ４１００　Ａ６０６３Ｓ－Ｔ５

 　　　　受枠材、蓋枠材、コーナーピース、底板材、底板補強材

 　　　材料の品質及び性能

 　　　枠の許容差　±０．５㎜以内　外枠と内枠のクリアランス　片側２．０㎜以内

 　　　　パッキンを装着しないもの及びがたつき防止用パッキンを装着したもの

 　　　形式　※屋内用一般型　・密閉形

 床　　材種　アルミニウム製　寸法（㎜）　・４５０ｘ４５０　※６００ｘ６００

 　　　　　鋼板に亜鉛めっき等の防錆処理を行ったもの

 　　　　外枠及び内枠のコーナーピース、吊り金物、取付ボルト

 　　　　　　表面処理　表１４．２．１のＡＣ－１種、ＡＣ－２種（外部はＢＢ－１種、ＢＢ－２種）

 　　　　　アルミニウム合金押出形材　ＪＩＳ　Ｈ４１００　Ａ６０６３Ｓ－Ｔ５

 　　　　外枠、内枠の材質

 　　　材料の品質及び性能

 　　　枠の許容差　±０．５㎜以内　外枠と内枠のクリアランス　片側２．０㎜以内

 　　　　　　　　　　内枠　・額縁タイプ　・目地タイプ

 　　　形式　一般型　外枠　・額縁タイプ　・目地タイプ

 天井　材種　アルミニウム製　寸法（㎜）　※４５０ｘ４５０　・６００ｘ６００

 寸法及び取付箇所　　・図示による　・　

カーテン用付属金物

 ・１０－６０

 ※１０－９０

 ※アルミニウム

 ・　

 ※アルマイト

 ・　

 ※角形

 ・　

強さによる区分 材料による区分 仕上げ 形状

 カーテンレール及び付属金物

施工箇所

 ・暗幕用は３００㎜以上の召し合せの重掛けとする

８  点検口

 カーテン

（２０．２．１４）

 カーテンレール

 カーテン及び７

 ・縦型ブラインド

 種類

 スラットの材質

 ・８０　・１００

 ・アルミスラット　・クロススラット 

 ※図示　・　

 アルミニウム合金製

 ※２本操作コード式

 ・１本操作コード式

 ・横型ブラインド

 ※ギア式

 ・コード式

 ・操作棒式

 ※２５　・３５

 ※鋼製　・　

 ※図示　・　

 アルミニウム合金製 

 ボックス・レールの材種 

 幅・高さ・取付箇所

６  ロールスクリーン

（２０．２．１３）

 遮光性能　・図示による　・　

 材種　　　・図示による　・　

 操作方式　・スプリング式　・コード式（チェーン式）　・電動式

４  表示

（２０．２．１０）

５  ブラインド

（２０．２．１２）

 ・室名札　　　　　※標準詳細図による　・市販品

 　　　　　　　　　・視覚障害者用案内板（※図示による）

 スラットの幅（㎜）

 形式

 ・案内板　　　　　・施設案内板（※標準詳細図による　・図示による）

 　　　　　　　　　・各階案内板（※標準詳細図による　・図示による）

 ・ピクトグラフ　　標準案内図用記号　※ＪＩＳ　Ｚ８２１０による　・図示による

 　　　　　　　　　形状・その他　　　※図示による

 ・施設文字　　　　※標準詳細図による　・　

 　　　　　　　　　字数（　　　　）　文字の大きさ（　　　ｘ　　　）

 　　　　　　　　　・切抜文字（・ステンレス製・黄銅製）　・箱文字（・ステンレス製・黄銅製）

 案内図用記号はＪＩＳ　Ｚ８２１０による

 ・非常用進入口　　　　・図示による

 ・対人衝突防止表示　　・図示による

Ｒ０３．０２

Ａ－０７
建築改修工事特記仕様書６

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事



監督職員と協議するものとする）

害防止について（基安労発0530第1号、基安化発0530第1号　平成２６年５月

採取箇所　　※図示　

１．工　事　場　所

２．敷　地　面　積

３．工　事　種　目

　棟　名　等 構造・規模等 適　　要

４．工事内容

　１．上記３．工事種目の建築物等の取りこわしを行う

　２．給水、排水、ガス設備については指定工事店により、閉栓工事を行う

Ⅰ．工　事　概　要

Ⅱ．建築工事仕様

１．共通仕様

２．特記仕様

（２）特記事項は ・ 印のついたものを適用する。

・ 印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。

（３）特記事項に記載の［　　］内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。

（４）特記事項に記載の（　　）内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。

（５）特記事項に記載の <　　> 内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。

章 特　　　記　　　事　　　項項　　　　目

・ 適用する

［１．３．３］

［１．３．５］

部位別の施工順序　　※指定なし　　・指定あり（　　　　　　　　　　　　）

工事車両の駐車場所　（※図示　・　　　　　　　　　）

資機材置場　　　　　（※図示　・　　　　　　　　　）

建設発生土仮置場　　（※図示　・　　　　　　　　　）

［１．３．６～８］

［１．３．９］

国等による環境物品等の調達の推等に関する法律（平成12年法律第100号）

に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成２９年２月７日

閣議決定）における公共工事の配慮事項（「資材の梱包及び容器は、可能な

限り容易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されてい

ること。」）に留意すること。

［１．３．１０］

・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　）

・特別管理産業廃棄物（　　　　　　　　　　　　　　　）

処理方法　　　 　（　　　　　　　　　　　　　　　）

・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　）

・再生資源化を図るもの

・コンクリート塊　　・アスファルトコンクリート塊　　・建設発生木材

・管理型の産業廃棄物（下記以外は関係法令等に従い適切に処理）

・廃石膏ボード　

・ＰＣＢ含有シーリング材の処理

・第一次判定

現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する

採取箇所数　　計　　箇所

・第二次判定

専門分析機関にてＰＣＢ含有量の分析を行う

分析個数　　計　　箇所

・除去処理工事

除去範囲　　※図示　

・せっこうボードの処理

・ひ素・カドミウム含有せっこうボード

・製造業者に回収委託

・埋立処分（管理型最終処分場）

処分施設の名称　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

所在地　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード

・再生資源化（再資源化施設）　　・最終処分（管理型最終処分場）

処分施設の名称　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

所在地　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

［１．１．１３］

「鉛等有害物を含する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障

３０日）により、鉛等有害物を含有する建築物の塗料の剥離やかき落とし作

業を行う場合には、塗料における鉛等有害物の使用状況を適切に把握した上

で、鉛中毒予防規則等関係法令を遵守する。

［１．４．２］ 調査報告書　　提出２部

完成図（作図範囲　配置図）（CADデータの提出　※要　・不要）

保全に関する資料　不要

・とび作業（　※一級　　・二級　）　

［２．２．１］

［２．２．２］

足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」

（厚生労働省平成２１年４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」

によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、

すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置

しなければならない。なお、設置においては、「手すり先行工法による足場

の組立て等に関する基準」における２の(２)手すり据置方式又は(3)手すり

先行専用足場方式により行うこと。

［２．３．１］

※ 設けない

・ 既存建物内の一部を使用する（場所　　　　　　　　　　　　　）

・ 構内に新設する　

　規模及び仕上げの程度は現場説明の施工条件明示による

［６．１．１］ ・ 

【工事名称】 【図面番号】

【図面名称】

検収印

※適用基準等

１　電気保安技術者

２　施工条件

３　安全計画書

４　環境への配慮

５　発生材の処理

６　関係法令等の遵守

７　施工数量調査

８　技能士

９　完成時の提出図書

１　騒音・粉塵等の対策

２　足場その他

３　監督職員事務所

４　工事用水

５　工事用電力

１　適用範囲

２　施工調査

調査範囲及び調査方法　　※ 図示

騒音・粉塵等の対策　　・　防音パネル　・　防音シート　・　養生シート

設置範囲及び高さ　　　・　図示　

構内既存の施設　※ 利用できる（※ 有償　　・ 無償）　・ 利用できない

（１）項目は番号に〇印のついたものを適用する。

［３．２．１］

浄化槽等の汚水及び汚物の回収、洗浄、消毒　　・行う　　・行わない

［３．９．１］

捨てコンクリートまで撤去を行う

［３．９．２］

杭の解体　　・行う　　・行わない

杭の解体方法　　・ 引抜き工法　　・ 破砕による解体

引抜いた杭の処理方法　　・図示　　・ 現場説明の施工条件明示による

１　事前措置

２　基礎等

３　杭の解体

※ 別途引き込みとする

・ 構内既存の施設を利用できる（※ 有償　　・ 無償）

＜４．６．３＞

＜４．６．２＞

材　料

・再生クラッシャラン　　　・切込砂利及び切込砕石

砂利厚さ

・60ｍｍ 　・　

適用箇所　

・基礎梁下、土間コンクリート下、土に接するスラブ下

・図示による(　　　　　　)

＜４．６．４＞

＜６．１４．１＞

捨コンクリートの厚さ　　

適用箇所

・50ｍｍ　・　

・基礎梁下、土に接するスラブ下

・図示による(　　　　　　)

設計基準強度　　

・18Ｎ/ｍｍ2

スランプ　　

・15ｃｍ　・18ｃｍ　

＜２２．２．２＞

＜２２．２．５＞

＜２２．２．３＞

路床の材料 ・遮断層　　※川砂、海砂又は良質な山砂　　厚さは図示による

　　　　　 ・凍上抑制層　※再生クラッシャラン・クラッシャラン

　　　　　　　　　　　　 ・切込み砂利・砂厚さは図示による

　　　　 　・フィルター層　※砂　　厚さは図示による

※添加材料による安定処理

路床安定処理 ・行う

種類・普通ポルトランドセメント・フライアッシュセメントＢ種

添加量　　　　ｋｇ/ｍ2（目標ＣＢＲ　※ 5 以上　・　　）

・ジオテキスタイル

単位面積質量　　60ｇ/ｍ2 以上

厚さ (㎜)　　　 0.5～1.0

引張強さ　　　　98Ｎ/5ｃｍ (10ｋｇｆ/5ｃｍ) 以上

透水係数　　　　1.5×10 ｃｍ/ｓｅｃ 以上

盛土に用いる材料

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・建設汚泥から再生した処理土

試験　路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験　　※行う　　・行わない

　　　路床の締固め度の試験　　　　　　　※行う　　・行わない

＜２２．３．５＞

＜２２．３．２～３＞

・クラッシャラン鉄鋼スラグ

－

・舗石

・転圧コンクリート舗装

・コンクリート平板舗装

・透水性アスファルト舗装

・コンクリート舗装

・カラー舗装

・アスファルト舗装

歩道部

路盤の厚さ (ｍｍ)

　　　舗装

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

車道部

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

－

－

路盤材料

・インターロッキングブロック舗装

※再生材のクラッシャラン

舗装の種類

＜２２．４．２～６＞

舗装の種類

・アスファルト舗装

車道部の基層

・無し　・有り

備　　考

アスファルト

骨　材

・再生アスファルト ・ストレートアスファルト

※砕石

・細粒度アスファルト混合物(13)　　・細粒度ギャップアスファルト混合物(13F)

表層

基層

※密粒度アスファルト混合物(13)　　　

・粗粒度アスファルト混合物(20)

※一般地域区分　　　

※密粒度アスファルト混合物(13F)

・寒冷地域

加熱アスファルト混合物等の種類

シールコートの施工　　・行う

２　捨コンクリート地業

１　砂利地業

３　路　床

４　路　盤

５　アスファルト舗装

（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の

様書」という。）による。解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕

建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）を

参考に、工事安全計画書を作成し、監督職員に提出する。

　
１
　
一
 
般
 
共
 
通
 
事
 
項

　
２
　
仮
 
設
 
工
 
事

３
　
解
 
体
 
施
 
工

７
　
そ
 
の
 
他

現場にてサンプルを採取し、分析調査を行う。

分析調査対象材料

・ 廃酸、廃アルカリ　（採取場所　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 微量ＰＣＢ　　　　（採取場所　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ ダイオキシン類　　（採取場所　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 廃油　　　　　　　（採取場所　　　　　　　　　　　　　　　　）

採取箇所数　部材が異なる毎に１箇所

特別管理産業廃棄物の種類、処分等　・ 

事前調査対象機器

・　　　　　　　　　（試料数　　個）

・　　　　　　　　　（試料数　　個）

微量ＰＣＢの分析調査　　・ 

ＰＣＢ含有シーリング材の分析調査及び撤去

 ・ 

廃油の処理　　・行う

　 タンク内部の清掃　　※行う　　・行わない

・ オイルタンク、オイルサービスタンク、機器類等（配管内含む）

・ 臭化リチウム（直炊吸収冷温水機）

・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液

廃酸・廃アルカリの処理　　・ 

サンプリング調査　　・ 

解体方法及び処分方法　　・ 

［５．１．２］

［５．４．１］

　シーリング材

１　分析調査

２　特別管理産業廃棄物

３　ＰＣＢ含有機器類

４　ＰＣＢ含有

５　廃油

６　廃酸・廃アルカリ

７　ダイオキシン類

４
　
特
 別
 管
 理
 産
 業
 廃
 棄
 物
 
等
 
の
 
処
 
理
 
等

舗装の路盤の撤去　　・ 行う　　・ 行わない

樹木の伐採抜根及び移植　　・ 行う　　・ 行わない

地下埋設物・埋設配管の撤去　　・ 行う　　・ 行わない

解体後の埋戻し及び盛土

・ 行う

整地高さ　　・ 現状ＧＬ　　・ 図示

埋戻し及び盛土の材料

・ 山砂の類　・ 他現場の建設発生土の中の良質土・再生コンクリート砂

・ 現場発生の良質土

［３．１１．１］

６　地下埋設物・埋設配管

［３．１２．１］

［３．１３．１］

７　整地・埋戻し及び盛土

４　さく、照明設備等

［３．１０．１］

さく、照明設備等の撤去　　※ 図示　　・ 

５　構内舗装、樹木等

［５．４．１］

［５．４．１］

［５．４．１］

［５．４．１］

［５．４．１］

５
　
石
 綿
 含
 有
 建
 材
 
の
 
除
 
去
 
等

建築設備に使用されている石綿含有材の処理

［６．１．３］

フロン類を使用している設備機器

監督職員に次の書類を提出する。

・パッケージ形空気調和機の冷媒

・ルームエアコンディショナーの冷媒

・冷凍機の冷媒

「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象になって

いるものは、同法に従ってリサイクル（フロン類の回収を含む）を行い、

・特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写し

回収及び処分方法　　・ 

１　フロン

２　特定化学物質等

６
　
特
殊
な
建
設
副
産
物
の
処
理

分析による石綿含有建材の調査

　分析対象

　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、

　　クロシドライト、トレモライト

測定時期、場所及び測定点

測定名称

測定1

測定2

測定3

処理作業前

測定時期

処理作業室内

測 定 点

（各施工箇所ごと）

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

適用 測定場所

・

・

・

　　濃度測定

　［６．１．４］

調査対象室外部の付近

処理作業室内

　分析方法

　　材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと

　　サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

　　採取箇所　・図示　　・　　　　

出口吹出し風速1m/sec以下の位置

・ 計　　点
・

処理作業中

・ ・ 計　　点

（処理作業室外の場合）

測定方法

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業後シート

撤去後1週間以降

処理作業後（シート養生中）

処理作業室内

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・

・

・

・ 処理作業室外

測定4 セキュリティゾーン入口

　・施工区画周辺　・敷地境界

集じん・排気装置の排出口

材料名
分析方法（定性）

JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2

分析方法（定量）

JIS A 1481-3又はJIS A 1481-4

・ 　　箇所・ 　　箇所

・ 　　箇所

・ 　　箇所

・ 　　箇所

・ 　　箇所

メンブレンフィルタ直径 (ｍｍ)

試料の吸引流量 (ｌ/ｍｉｎ)

試料の吸引時間 (ｍｉｎ)

除去範囲　　　※ 図示　　・　

除去工法

・ 埋立処分（管理型最終処分場）　　・ 中間処理（溶融施設）

　　　処分施設の名称　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　所在地　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

［６．４．３］

作業場の隔離　 ・ 行う

除去範囲　　　 ※ 図示　　・ 

除去範囲　　　 ※ 図示　　・ 

・測定4 

・測定5 

・測定（　）

・測定（　）・測定（　）

25

30

 5 10

47

120

47

10

240

・測定（　）・JIS K 3850-1に基づいた測定

　測定名称

測定6

測定5

測定7

測定8

測定9

・自動測定器による測定

　・測定4　・測定5

　・測定（　　）

　　測定名称

粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティクルカウンター、

繊維状粒子自動測定器（リアルタイムファイバーモニター）等の粉

じんを迅速に測定できる機器を用いた測定

　測定方法

３　石綿粉じん

　　の除去

※ 解体共通仕様書6.3.2(1)～(4)による

除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置

※ 湿潤化　　・ 固形化

［６．３．２］

４　石綿含有吹付け材

５　除去した石綿含有吹付

［６．３．３］

  　分等

  　け材等の保管,運搬,処

除去した石綿含有吹付け材等の処分

  　等の除去

６　石綿含有保温材

  　の除去

７　石綿含有成形板

［６．５．３］

［７．３．１］

［７．３．１］

・生石灰（・特号　・１号）　・消石灰（・特号　・１号）

-1

　　　現場ＣＢＲ試験　　　　　　　　　　※行う　　・行わない

・透水性コンクリート舗装 － ※図示

試験　　路盤の締固め度試験　　※行う　・行わない

・再生材　　・　

試験　　アスファルト混合物等の抽出試験　・行う　　・行わない　　

・石綿含有せっこうボード　　６章による

Ｒ０２．０２

改修

施工ができない日等　※指定なし　　・指定あり（

施工時間帯　　　　　※指定なし　　・指定あり（　　　　　　　　　　　　監督職員と協議するものとする）

建築解体工事特記仕様書

建築解体工事特記仕様書

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

岡山県赤磐市山陽３－１

取りこわし一式南校舎棟

外部汚水配管等

天井：軽量鉄骨下地、ケイ酸カルシュウム板

（機械設備工事図による）

Ａ-０８

「建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）[令和４年５月１０日改定]」（以下、「解体共通仕

部制定の「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版[令和５年３月２４日改定]」（以

下、「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版[令和

５年３月２４日改定]」（以下、「改修標準仕様書」という。）による。

・ 営繕工事写真撮影要領(令和４年版)　国土交通省大臣官房官庁営繕部

・ 建築工事標準詳細図　(令和５年版)　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課
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▽道路境界線

・仮設計画図は参考とし、仮設計画図を受注者にて作成提出し承認を得ること。

・安全確保に必要な対策は十分検討し、責任を持って自主的に行うこと。

・工事用車両の駐車場は監督員の指示に従う事。

便所 脚立足場

・・・既設排水管改修工事範囲

･南棟3F便所排水改修工事に伴う2F便所天井改修部分

・職員、生徒と工事車両は、状況に応じてバリケード等で図示以外にも分離し安全を確保すること。

・安全誘導員は交通誘導警備員Ｂとし常駐する、警備位置は工事状況に応じて適時移動すること。

駐車場

北　運動場　

タイヤ遊具

通　路

道路

南　運動場　

ボイラー室

■仮設工事特記

■内部部分改修工事用仮設

■改修工事凡例

W3.6×H2.0m
仮設　シートゲート

仮設　シートゲート

W3.6×H2.0m

工事車両進入経路

仮囲い（防炎シートH2.0m）

仮囲い（防炎シートH2.0m）

※現在の学童保育入口までの児童動線。

学校及び監督員と協議の上、児童動線を変更、調整して十分に安全を図ること。

安全誘導員

工事場所：赤磐市山陽３丁目１地内

附 近 見 取 図

配置図　S=1:300

検　図

縮　尺

設計番号

日　付

作成者 図面番号件　名

図面名
A1 S=1/300
A3 S=1/600付近見取図、配置図、仮設計画

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事
Ａ－０９

R4.02.28



検　図

縮　尺

設計番号

日　付

作成者 図面番号件　名

図面名

R4.02.28A1 S=1/400
A3 S=1/800
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保健室 資料室B 西玄関 資料室A
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駐車場

1階 平 面 図 　 　 S＝ 1:4 0 0 2階 平 面 図 　 　 S＝ 1: 4 0 0

体育館

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事
Ａ－１０

Ｎ

位 置 部 位 既 設 仕 上 撤 去 内 容

■ 改 修 仕 上 表

LGS下地 ｹｲｶﾙ板 t=6便　所 下地共部分撤去(撤去ヵ所:図示)

ｽﾃｰｼﾞ

男子便所
女子便所

排水設備改修工事に伴う便所改修部分

(3階工事影響による一部天井撤去・復旧)

改修部分を示す

トイレ改修仕上表、１・２階平面図

2階男子便所天井 EP-G LGS下地 ｹｲｶﾙ板 t=6　新設（図示の部分） EP-G塗（男子便所全面） 3階女子職員便所の排水管改修に伴い、階下の2階男子便所の天井を撤去し、復旧する。

備 考改 修 仕 上



検　図

縮　尺

設計番号

日　付

作成者 図面番号件　名

図面名

R4.02.28

Ｎ

A1 S=1/400
A3 S=1/800
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備品室

備品室

算数備品室

４Ａ ４Ｂ 司書室

中学年なかよし

渡り廊下 渡り廊下

体育館

第12合学習室第1集合学習室 ３Ａ ３Ｂ 図書室

職員室 印刷室 校長室
放送室

教育
相談室Ｂ

相談室Ａ
教育

会議室
資料室

集会室

3階平面図　　S＝1:400 4階平面図　　S＝1:400

Ａ Ｂ

渡り廊下 渡り廊下

資料室 外国語活動室高学年なかよし少人数学習ルーム少人数学習ルーム
児童会室

第２理科室第１理科室

暗室

理科準備室

５Ａ ５Ｂ ６Ａ ６Ｂ書写教室 第３集合学習室 第１音楽室準備室

郷土資料室
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改修部分を示す

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事
Ａ－１１

トイレ改修　３・４階平面図

職員女子便所

排水設備改修工事部分



件　名 設計番号 作成者 検　図 図面番号

図面名 縮　尺 日　付

R4.02.28

改　修　前 改　修　後

女子便所

2階天井伏図(便所改修部)　S＝1:50

女子便所

男子便所

1,
0
00

5,
76

0
48

0

D

C

4,
76

0

1,725 1,700 1,740

2階平面図(便所改修部)　S＝1:50

女子便所

2階天井伏図(便所改修部)　S＝1:50

女子便所

男子便所

1,
0
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2階平面図(便所改修部)　S＝1:50

4,
55

0

5,165

5

2,575 2,590

5,165

5

2,575 2,590

C

D

職員女子便所

職員男子便所
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3階平面図(便所改修部)　S＝1:50
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1,7401,7001,725
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3
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3階平面図(便所改修部)　S＝1:50

5

5,165

1,7903,375

5

5,165

1,7903,375

配管撤去(機械設備工事) 配管新設(機械設備工事)

1,000 1,000

A1 S=1/50
A3 S=1/100

■設備改修工事に伴う便所天井改修工事

天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 t=6撤去(下地共) 天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 t=6新設(下地共)

Ａ－１１
赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

男子便所男子便所

撤去部分を示す LGS・ボード新設部分を示す

※EP-G塗りは男子便所天井全面とする。

トイレ改修工事図

2,360

1,580

EP-G塗り

4,
55

0
1,

00
0



※石綿含有建材の事前調査

床上～中心

２． 配線図記号その他

・電灯設備

階

工　事　名　称

工　事　場　所

棟、　　造 棟、　　造 棟、　　造 棟、　　造 棟、　　造

㎡

階

階

階

小計

合計

建 築 面 積 （㎡）

建ぺい率(指定率)

用　途　地　域

％（　　　　　％） 容積率(指定率) ％（　　　　　％）

工　事　範　囲

防　火　地　域

別　途　工　事

消防法施行令別表第一の区分

階

Ⅱ ． 工 事 仕 様
１．共通仕様

　１）特記仕様及び図面に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様等のうち、

　　　・ 印の付いたものによる。

　２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適

　　　用する。

２．特記仕様

　１）項目は，番号に○印の付いたものを適用する。

　２）特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。

Ⅰ ． 工 事 概 要

　　　○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

　　　○印と※印のついた場合は共に適用する。

１．

区分 項 　 　 目 特　　記　　事　　項

一
　
　
般
　
　
共
　
　
通
　
　
事
　
　
項

・動力設備

・発電設備

・構内情報通信網設備

・構内交換設備

・情報表示設備

・映像・音響設備

・拡声設備

・誘導支援設備

・テレビ共同受信設備

・監視カメラ設備

・駐車場管制設備

・防犯・入退室管理設備

　 　 　 　 　 　 　 　 機 械 設 備 工 事 の 部 に よ る

　 　 　 　 　 　 　 　 建 築 工 事 の 部 に よ る

工　　事　　種　　別

屋　外

建物別及び屋外

工　事　種　目

　　　工事種目　　　　　　　　　　　　　　　 （　 印のついたものが対象工事種目）

電気設備工事特記仕様書

・電熱設備

・雷保護設備

・受変電設備

・電力貯蔵設備

・火災報知設備

・機械設備工事

・建築工事

敷　地　面　積

床　面　積 (㎡)

棟　名　称　／　構　造

・無人　・有人 ・無人　・有人 ・無人　・有人 ・無人　・有人 ・無人　・有人施　工　条　件（改修）

　　

販売、保守等の営業体制を整えていること。

製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

安定的な供給が可能であること。

２． 環境への配慮

 

　　ティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、

　　料を使用する。

　　緩衝材、 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散し

　　ない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド

　　の放散量」の区分に応じた材料を使用する。

　　建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を

　　有すると共に、次の　から　を満たすものとする。

　　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パー

　　接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材

　　接着剤は可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシ

　　ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されてない材料を使用する。

１）

２）

　 ①

　 ②

　 ③

　 ④

　 ⑤

　 ⑥

断熱材、

① ④

２）

　 ①

　 ④

　 ③

　 ②

他

の

そ

１．

２．

３．

４．

調 査 仕 様

テレビ電波受信障害

調査時期

受 信 す る 受 信 波

及 び 地 点 数

報 告 書

　図面に記載されていない事項は、すべて（社）日本ＣＡＴＶ技術協会の「建造物に

　よるテレビ受信障害調査要領」及び「建造物によるテレビ受信障害調査要領（地上

　デジタル放送）」の最新版により調査を行い、(社）日本ＣＡＴＶ技術協会の技術審

　査を受けること。

　・事前　　・中間　　・事後

　　　　中継局：　　　波：　　　地点

　　　　中継局：　　　波：　　　地点

　提出部数　・事前　３部　　・中間　　部　　・事後　３部

テ
 レ
 
ビ
 電
 
波
 受
 
信
 
障
 害
 
調
 査

床上～中心

（上端1,900以下)

１． 機器取付高

　　 機器取付高は下記を標準とする。ただし，天井高３m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督

　　 職員と協議する。

 取引用計器

 引込開閉器

 スイッチ

 　〃 (多機能トイレ)

 コンセント（一般）

 　　〃　　（和室）

 　　〃　　（台上）

 　　〃　　（土間）

 　　〃（車椅子用）

地上～窓中心

地上～中心

〃

〃

〃

〃

台上～中心

床上～中心

〃

1,800～2,200

1,500

1,300

1,100

床上～中心

900

800～1,300

300

150

150

800
 コンセント

 (電気室・発電機室)

 ブラケット（一般）

 　　〃　　（踊場）

 　　〃　　（鏡上）

 手元開閉器

 操作スイッチ

 端子盤

 保安器箱

 壁付アウトレット

 　　〃　　（和室）

〃

〃

鏡上端～中心

床上～中心

〃

〃

床上～下端

天井下～上端

〃 150

300

200

300

1,300

1,500

（上端1,900以下)

1,500

150

2,000～2,500

2,100～2,300

〃 1,300 壁付電話機

 子時計

 壁掛形スピーカ

 壁付アッテネータ

 壁掛形制御盤

 壁掛形親時計

床上～中心

床上～中心

床上～中心
1,500

天井高×0.9

1,300

天井高×0.9

電
力
共
通

電
　
　
　
　
　
　
　
灯

動
　
　
力

構
内
交
換

電
気
時
計

拡
声

名　　　　　称 測　　点 取付高（ｍｍ）

 壁付発信器

 ベル，ブザー，チャイム

 受付押ボタン（一般）

 電源箱

名　　　　　称 測　　点 取付高（ｍｍ）

床上～中心 天井高×0.9

〃

〃

〃

床上～下端 300

1,300

2,300

1,300

外部受付用インターホン(子機)

 壁付インターホン(上記以外)

 壁付押ボタン(多機能トイレ)

 壁付押ボタン(多機能トイレ)

標準図による

床転倒時用
〃

〃

床上～中心 1,300

900

 表示灯

 ベル

 発信機

 機器収容箱

 受信機・副受信機

 　　〃　　（和室）

 機器収容箱 天井下～上端

床上～中心

〃

200

300

150

床上～操作部

〃

床上～中心

800～1,500

800～1,500

 検知器（都市ガス）

 ガス漏れ中継器

 　〃　（ＬＰガス）

天井下～中心

床上～上端

300

300

800～1,500

（上端1,900以下)
ガ
ス
検
知

火
 
災
 報
 
知

テ
レ
ビ
共
同
受
信

誘
　
導
　
支
　
援

表
　
　
　
　
　
示

床上～中心

400

３. 負　担　金　等　（　消　費　税　抜　き　）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（・本工事　　・別途工事）　　　　　　　　円

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（・本工事　　・別途工事）　　　　　　　　円

電
　
　
灯
　
　
設
　
　
備

一
　
　
般
　
　
共
　
　
通
　
　
事
　
　
項

1,800～2,000

一

般

共

通

事

項

別表－１「 外部機関等による評価済み機材表」

　高圧限流ヒューズ

盤類

高圧機器

パワーコンディショナ及び系統連系保護装置

　高圧負荷開閉器

　太陽光発電装置

　交流無停電電源装置

　監視カメラ装置

　中央監視制御装置 監視制御装置

　分電盤

　制御盤

　キュービクル式配電盤

　高圧スイッチギヤ（ＣＷ形）

　高圧スイッチギヤ（ＰＷ形）

　高圧交流遮断器

　高圧変圧器（特定機器）

　高圧進相コンデンサ

品　　　　　　名 機　　材　　名

　ＬＥＤ照明器具（一般屋内に限る）

　照明制御装置

　可変速運転用インバータ装置

　蓋の記号表示　鋳型流込み（・通信　・　　　）

　ハンドホール内のケーブル支持等は，マンホールに準じて行う。

　アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。

２．地 中 箱

構
 
内
 通
 
信
 線
 
路

１．施 工 方 法

　　　想定沈下量（・０．２ｍ以下　・０．６ｍ以下　・１．０ｍ以下)

　埋設深さ 特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から３００mm以上とする。

３．高 圧 負 荷 開 閉 器
構
　
内
　
配
　
電
　
線
　
路

　アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。

　ハンドホール内のケーブル支持等は，マンホールに準じて行う。

　蓋の記号表示　鋳型流込み（・電力　・電気　・　　　）

　コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。

　　　想定沈下量（・０．２ｍ以下　・０．６ｍ以下　・１．０ｍ以下)

　埋設深さ 特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から３００mm以上とする。

地 中 箱２．

１．施 工 方 法

生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

４．高 圧 ケ ー ブ ル の

端 末 部

　高圧ケーブルの両端部にシースの縮み対策（熱収縮テープによるシースずれ止め対策

　等）を行う。

　※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。

品質及び性能に関する試験データを整備していること。

構
 
内
 配
 
電
 線
 
路

３．スイッチ

１） 照明スイッチは、Ｈ：位置表示灯付き（異時点滅）とする。

２） 換気扇スイッチは、Ｌ：確認表示灯付き（同時点滅）とする。

　（素通しヒューズ）を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。

　照明用ポールには配線用遮断器（トリップ機能なし）又はカットアウトスイッチ６．照 明 用 ポ ー ル

屋 外 端 末 処 理

５．高 圧 ケ ー ブ ル の 　・一般形　・耐塩形

〃

構
 
内
 交
 
換
 
設
 備

１．

２．

規約効率(％)

電動機出力(kW)

 86.0  88.5

 0.75　0.4 　1.5

 92.0

　2.2

 93.0

　3.7

 94.0

　5.5

 94.0

　7.5

 94.5  94.5

　11 　15

 95.0

 18.5

 95.5  95.5

  22 　30

 95.5

  37

 95.5 　 95.5

 45 ～ 75

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　　値とする。

　　備考（１）規約効率はＪＥＭ－ＴＲ２４５「汎用インバータの規約効率」により算出した

　三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。１．イ ン バ ー タ 装 置 の

規 約 効 率
動
　
 
力
　
 設
　
 備

納入数　　※１個　・　　個

納入数　　※１個　・　　個

納入数　　※１個　・　　個

明るさセンサーによる照度制御を行う部屋は照度測定を行い、測定表を監督職員に

提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。

照度測定時期　　　　　　１００％点灯時（※夜間　　・　　）　　

　　　　　　　　　　　　調光制御点灯時（※夜間　　・昼間）　

設置した各部屋２箇所以上とし、測定箇所は監督職員の指示による

１）ＬＥＤの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。

　　ＬＥＤの光源色　　　　（※昼白色　　・電球色）

　　に対応するものとする。

２）ＬＥＤ灯器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧（１００Ｖ～２４２Ｖ）

照度測定方法は、次による。

・「学校環境衛生基準」（平成21年3月31日付け文部科学省告示第60号）第１の２の

（10）による。

・ＪＩＳ　Z　９１１０：２０１０ 照明基準総則による。

照明の照度測定

照 　 明 　 器 　 具

７．非 常 照 明 ・ 誘 導 灯

自 己 点 検 送 信 器

６．多 重 伝 送 リ モ コ ン

ア ド レ ス 送 信 器

５．照 度 セ ン サ 設 定 器

４．照明制御の照度測定等

３．非常用照明の照度測定

２．

１．

建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に，工事安全

計画書を作成し、監督職員に提出する。

図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

１）風圧力

２）積雪荷重

　　建設省告示第1455号における区域　別表（　　　　　　　　 　　　）

風速(Vo=　・３０　・３２　・３４　ｍ / ｓ）

地表面粗度区分（　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ　）

工 事 安 全 計 画 書

他 工 事 と の 取 合 い

適 　 用 　 区 　 分

D

A

A･D

接地極の材料は次による。

C

B

LH

t

At

DaE及びDtE

Lt

0

A･C･D

共　同　接　地

共　同　接　地

Ａ 種

Ｂ　　　　　種

Ｃ　　　　　種

Ｄ　　　　　種

高 圧 避 雷 器

交 換 機 用

通 信 用

通 信 用

電話引込口の保安器用

測 定 用

接地の種類 記　号 接地抵抗値 接　　　地　　　極

 EB(D=14又はW=40）×3連－2組

 EB(D=14又はW=40）×3連－2組

 EB(D=14又はW=40）×3連－2組

 EB(D=14又はW=40）×2連－2組

 EB(D=14又はW=40）×3連－2組

 EB(D=14又はW=40）×3連－2組

 EB(D=14又はW=40）×3連－1組

 EB(D=14又はW=40）×3連－2組

 

 １００Ω以下

 １００Ω以下

 　１０Ω以下

 　１０Ω以下

 　１０Ω以下

 １００Ω以下

 　１０Ω以下

 　　　Ω以下

 　１０Ω以下

 　１０Ω以下

 　１０Ω以下　　E

　　E

　　E

　　E

　　E

　　E

　　E

　　E

　　E

　　E  EB(D=10又はW=30）×1

（連結の場合、EBはD=14 L=1500 又は W=40 L=1200とする）

（単独の場合、EBはD=14 L=1500 又は W=40 L=1200とする）

 EB(D=10又はW=30）×1

 EB(D=10又はW=30）×1

接地抵抗測定は、施工後2回行うこと。

　　E

接 地 極

塗装する部分　　・居室（　　　　　　　　　）　・廊下　・屋上、屋側　・屋外

分電盤，制御盤，端子盤などの２次側以降の配線経路，電線太さ，電線本数，管径

などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

シール等を貼付する。

ステンレス製プルボックスの塗装

※有（メーカ指定色又は指定色仕上）　・無（素地仕上）　　

溶融亜鉛めっき仕上げ　[付着量300g/m２以上］　（ ・屋上　・ 屋側　・ 屋外）

・ 金属製（ステンレス，新金属も含む）　・ 樹脂製（使用場所　　　　　　　　）

　　　　　　　　・機械室　　　・　　　　　　　

別表示

カバープレートの用途

プルボックスの塗装

屋上・屋側の支持金物等

屋外配管の仕上げ

（ 付 属 品 を 含 む ）

露 出 配 管 の 塗 装

電 線 本 数 ・ 管 路 等

フラッシュプレートの材質

１）施工後確認試験　　※行う　　・行わない

　　試験箇所数　１施工単位に対し１本以上

　　確認強度　　対象機器ごとのアンカーボルト１本に作用する引抜き力以上

　　試験方法　　引張試験機による引張試験

対象機器　（・配電盤　・非常用発電機　・直流電源装置　・　　　　　　）

あ と 施 工 ア ン カ ー

　　・交換機　・火災報知受信機　・中央監視装置　・通信総合盤　・　

　・重要機器は次のものを示す。（水槽類には燃料小出槽を含む。）

　・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。

　　場合は上層３階、13階建以上の場合は上層４階とする。

　　のとする。

２）設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くも

　・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層２階、10～12階建の

設備機器の固定は次によるほか、「建築設備耐震設計・施工指針　２０１４年版」

一般機器

（独立行政法人建築研究所監修）による。

　　次の示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　設計用標準水平震度

設置場所 機器種別
・ 特定の施設 ・ 一般の施設

重要機器一般機器重要機器

上層階　注１）

屋上及び塔屋

機 器

防振支持の機器

水 槽 類

2.0

2.0

2.0

1.5

2.0

1.5

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

中間階

機 器

防振支持の機器

水 槽 類

1.5

1.5

1.5

1.0

1.5

1.0

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

0.6

地下及び１階
機 器

防振支持の機器

水 槽 類

1.0

1.0

1.5

0.6

1.0

1.0

0.6

1.0

1.0

0.4

0.6

0.6

耐 震 措 置

１）ＥＭ電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構

　　成されたものとする。

※提出要（※１部　・　部）　

電 線 類

保 全 に 関 す る 資 料

　※二つ折り製本（※Ａ１版　　部　・Ａ３版　　部）

・既存完成図(ＣＡＤデータ含む)の修正を行う(間仕切等を現状に合せて修正する)

　原図　　※普通紙　　・トレーシングペーパー　　・不要

２）施工図

１）完成図

１ ２

施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

完 成 図 等

※提出要　３部

撮影場所は監督職員との協議による。完 成 写 真

１）埋戻し工は　　※根切り土の中の良質土　　　・山砂の類

２）配管周囲の保護砂は　　※　山砂の類

３）建設発生土の処理は　・ 構外指示の場所に処分    ・ 構内敷ならし

・ 構内指示の場所に堆積

土 工 事

放射線透過検査については監督職員の指示によるものとし、検査費は別途とする。

施工場所を探査機により探査し、鉄筋及び配管類の位置に墨出しを行う。

はつり、穴あけ及びあと施工アンカー等の施工にあたり、埋設物の事前調査を行う。

非 破 壊 検査

は つり 工 事 にお け る

・中央監視制御設備

・医療関係設備

・構内配電線路

・構内通信線路

・テレビ電波障害防除設備

①

１）設計用水平地震力は、機器重量［ｋＮ］に、地域係数

する。

構内につくることが（　※できる　・できない）

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイ

ドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２

の（２）手すり据え置き方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行う。

・内部足場（・Ｅ種　・Ｆ種　・Ｇ種）

・外部足場（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｆ種）

・施工ができない日等

　　・指定なし　・指定あり（別添「学校行事に伴う施工ができない日等（予定）」

　　　　　　　　　　　　　　に基づき監督職員と協議するものとする。）

※施工に先立ち、改修工事関連部分（施工部位により既存性能を損なうおそれのある

　部分）の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。

・既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。事前調査計画

　書を調査を行う前に監督職員に提出する。

　　既存設備システム（・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　）

本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は、すべて受注者の負担と

電気工事は、電気工作物の種別に応じ、電気工事士法第３条で規定する電気工事士の

資格を有する者により行うこと。ただし、最大電力５００ｋＷ以上の自家用電気工

作物については、第一種電気工事士の資格を有する者により行うこと。

本工事で設置する。位置、規模及び仕上げの程度、備品等の種類は現場説明書による。

施 工 調 査

施 工 条 件

足 場

受注者事務所その他

監 督 職 員 事 務 所

工事用電力,水,その他

電気工事士の適用

 ① 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホル

　　ムアルデヒド発散建築材料以外の材料

　  た材料

 ③ 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建

　  築材料

 ④ 建築基準法施行令第２０条の７第　項の規定により国土交通大臣の認定を受け

　  た材料

　　象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③

　　又は④に該当する材料を指す。

３

３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対

　② 建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受け

　　（・金属類　・盤類　・電線、ケーブル　・　　　　　　　　　　　　　　　）

　　撤去する変圧器等は製造年、品番等を確認し微量ＰＣＢ分析の要否を判定する。

１）引渡しを要するもの。　※無　　・有

　　引き渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理とする。

５）上記以外　　　　　　　・無　※有

３）放射性物質を含むイオン化式感知器　　　・無　　　・有

製造業者又は販売業者に回収を委託する。（　・別途　　・ 本工事　）

４）再生資源化を図るもの　※無　・有（・蛍光管　・小形二次電池　・水銀ﾗﾝﾌﾟ）

及 び 処 理

発 生 材 の 分 析

・非常放送装置

機材の品質等 本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき

　　品質及び性能を有するものとする。

別表－１に示す機材等を使用する場合は、次の　から　すべての事項を満たす証

　　明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の　から　すべて

　　の事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督員の承諾を受

　　けた場合は証明となる資料等の提出を省略することができる。

① ⑥

① ⑥

１）本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１

　　２年法律第１００号）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針

（平成３１年２月８日閣議決定）」に定める特定調達品目「公共工事」の品目を

調達する場合は、判断の基準を満たすものとする。

　　　の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルム

　　アルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少

　　ない材料を使用したものとする。

　　・配電盤　・非常用発電装置　・直流電源装置・交流無停電電源装置

（・1.0・0.9・0.8）とし、

２）盤内配線はＥＭ電線を使用する。ただし、製造者標準品と特記したものは除く。

１８．

１７．

１６．

１５．

１４．

１３．

１２．

１１．

１０．

９．

８．

７．

６．

５．

　　該当する機器は関係法令に従い適切に処理する。
　　含有の有無を判定する。

　　撤去するアスベスト含有設備機材は機器の製造年、品番等を確認しアスベスト

　　撤去予定機器の微量ＰＣＢ分析結果　※無　・有（　　　　　　　　）

　　（・ＰＣＢ使用機器　・アスベスト含有設備資機材　（・配線用遮断器　　　））

２）特別管理産業廃棄物　　※無　・有　・本工事において調査を行う。

 ４．

石 綿 含 有 建 材 の

事 前 調 査
 ３．

工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している吹付材、

成形板、建築材料等の使用の有無について調査し、調査結果を監督職員に提出する。

調査範囲（※工事範囲　　・図示　　　　　　）

貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　）

１９．

２０．

２１．

２２．

２３．

２４．

２５．

２６．

２７．

ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。

 EB(D=10又はW=30）×1

Lt（E 、E  、E  、E 、の場合、EBはD=10 L=1000 又は W=30 L=900とする）D Dt 0
 実験盤
 分電盤、ＯＡ盤、

２８．

２９．

３０．

　建物引込み部の地盤変位等への対応（設置場所は図示による。）

　※本工事　　・別途工事

　※ボタン電話装置　・交換装置型 　 　 　 　 式

保安器用接地

　　　　（２）０．４ｋＷの効率はＪＩＳ Ｃ ４２１２「髙効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格 

　　　　　　　電圧２００Ｖ、ＩＰ４Ｘ、６極、５０Ｈｚの電動機を駆動したときの値とする。

　　　　（３）０．７５ｋＷ以上の効率はＪＩＳ Ｃ ４２１３「低圧三相かご形誘導電動機トップ 

　　　　　　　ランナ―モーター」の定格電圧２００Ｖ、ＩＰ４Ｘ、６極、５０Ｈｚの電動機を

　　　　　　　駆動したときの値とする。

 　　１）ＥＭケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「ＥＭ－」を省略する。

〃 300(壁付の場合)

2,100

2,300〃

 テレビ端子

 身障者用インターホン(子機) 標準図による

 情報・出退表示盤

　建物引込み部の地盤変位等への対応（設置場所は図示による。）

　・避雷器内蔵　　・地絡継電器付（※方向性　・無方向性）

　・閉鎖形（中耐塩形）　・閉鎖形（重耐塩形）

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

赤磐市山陽３丁目１番地

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

図面名

電気設備工事特記仕様書
縮　尺 日　付

S=NS R.4.02.28

Ｅ－０１

件　名 設計番号 作成者 検　図 図面番号

山陽西小学校

・脚立足場

　・　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）（以下、「標準仕様書」という。）

　・　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）（以下、「改修標準仕様書」という。）

　・　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）（以下「標準図」という。）
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花壇
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・ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

・ＧＬ±0

・ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

通　路

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

花壇

・ＧＬ±0

・ＧＬ+4.0ｍ

花壇
防音

配置図　　Ｓ＝1：200

Ｎ

土

10,6016,926

P
P

既存桝

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

図面名

電気設備平面図　新設
縮　尺 日　付

S=1:200 R.4.02.28

Ｅ－０２

件　名 設計番号 作成者 検　図 図面番号

山陽西小学校

制御盤(機械工事)

排水ポンプ用ケーブルｘ２（ＦＥＰ５０）

フロートスイッチ用ケーブルｘ４（ＦＥＰ４０）

ケーブルは、機械設備支給品。配管及び入線は、本工事。

土工事は、機械設備工事に含む

PB SS150x150x100WP-SUS

PB SS150x150x100WP-SUS

PB SS150x150x100WP-SUS

PB SS150x150x100WP-SUS

ＣＥ５．５ｓｑ－３Ｃ，Ｅ２．０ｘ２（Ｚ２８）

ＣＥ５．５ｓｑ－３Ｃ，Ｅ２．０ｘ２（Ｚ２８）

金属製可とう電線管F2WP30

ＣＥ５．５ｓｑ－３Ｃ，Ｅ２．０ｘ２（Ｚ２８）

コンクリート舗装掘削(補修共)

ＣＥ５．５ｓｑ－３Ｃ

低圧動力盤銅バーへ接続

低圧動力盤(空調)にブレーカー増設
MCCB3P50AF30ATx1個

ＣＥ５．５ｓｑ－３Ｃ，Ｅ２．０ｘ２（ピット内）

立上げ部（Ｚ２８）にて保護

ＣＥ５．５ｓｑ－３Ｃ，Ｅ２．０ｘ２（ＦＥＰ３０）

立上げ部（Ｚ２８）にて保護

本工事に伴う停電は、学校と協議、あらかじめ定めた時間内とする。

上記停電に伴い必要な保安電力等の確保は学校と協議の上，必要に応じて

低圧発電機等を用いて電力供給のこと。

（１）ブレーカー増設(ケーブル接続)に伴う停電作業前に停電計画書を監督員に提出すること。

　　　（停電計画書は事前に電気主任技術者と協議すること）

（２）対象のブレーカの名称をアクリルエッチングで表記する。(低圧盤面穴あけ切込加工共)

（３）電気室内に改修内容を記入する。

　　　（今回工事に合わせて単線結線図も修正すること。）

電気室改修　注記

はつり貫通φ50



件　名 設計番号 作成者 検　図 図面番号

図面名 縮　尺 日　付

R4.02.28

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

A1 S=NS
A3 S=NS

Ｍ－０１

　c2 ・ロ・Ⅴ

般

共

事

・
・　ガス用ポリエチレン管（ＪＩＳ－Ｋ６７７４）

３

　　　　　・　　　　　　㎎／㍑以下

３

．

．

．

10

17

本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの、又はこれらと同等のものとする。ただし、

これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。

本工事で建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、

次の１）から５）を満たすものとする。

１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、

その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散させないか、

放散が極めて少ないものとする。

２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少な

いものとする。

項　　　　目 特　　記　　事　　項

Ⅰ 工　事　概　要

工 事 名 称

工 事 場 所

敷 地 面 積

建 物 概 要

（㎡）

階

階

階

階

階

小 計

合 計

建 築 面 積 （㎡）

消防法施行令別表第一区分

建ぺい率（指定率）

用途地域

工　事　範　囲

％（　　　　　　　％） 容 積 率（指定率）

用途地域

㎡

％（　　　　　　　％）

別　途　工　事

１．工　事　種　目　　　　　　　（　・　印の付いたものを適用する）

建物別及び屋外

工事種目

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

空　気　調　和　設　備

換　気　設　備

排　煙　設　備

自　動　制　御　設　備

衛　生　器　具　設　備

給　水　設　備

排　水　設　備

給　湯　設　備

消　火　設　備

ガ　ス　設　備

厨　房　設　備

浄　化　槽　設　備

工事種別

２．指　定　部　分

３．設　備　概　要

※　無し　・　有り（工期　平成　　年　　月　　日）

　　対象部分：

冷

暖

房

設

備

空気調和方式等

主要熱源機器

・　空気調和　（　・　単一ダクト方式　・　各階ユニット方式　・　パッケージ方式　

　　　　　　　　　・　ファンコイルユニット・ダクト併用方式　・　　　　　　　　　　　）

・　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　鋼製ボイラー　・　鋳鉄製ボイラー　・　温水発生機（　・　真空式　・　無圧式）

・　チリングユニット　・　直だき吸収冷温水機　・　小形吸収冷温水機ユニット

・　空気熱源ヒートポンプユニット　・　パッケージ形空気調和機

換　　気　　設　　備

排　　煙　　設　　備

自　動　制　御　設　備

・　１種換気　・　２種換気　　・　３種換気

・　機械排煙（　・　有り　・　無し　）　適用法規　（　・　建基法　　・　消防法）

・　自動制御方式（　・　電気式　・　電子式　・　デジタル式　）

・　水道直結方式 ・　高置タンク方式 ・　ポンプ直送方式 ・　増圧給水方式 ・　圧力水槽方式　　

・　重力式　・　ポンプ排水　（　・　汚物　・　汚水　・　雑排水　・　雨水　）

・　直放流下水管　・　し尿浄化槽　・　敷地内最終処理施設

・　直放流下水管　・　し尿浄化槽　・　側溝　・　別途桝　・　敷地内最終処理施設

給　水　方　式

排　水　方　式

放流先
汚　水

雑排水

給　湯　設　備

消　火　設　備

衛

生

設

備

ガ　ス　設　備

浄化槽設備

・　有り　（　・　局所式　・　中央式　）　・　無し

　　熱源　（　・　電気　・　都市ガス　・　液化石油ガス　　・　灯油　・　Ａ重油　）

・　屋内消火栓　・　連結送水管　・　屋外消火栓　・　スプリンクラー　・　粉末消火装置

・　泡消火　・　連結散水装置　・　フード等用簡易自動消火装置　・　消防用水

・　不活性ガス消火（　・　不活性ガス　・　二酸化炭素　）　・　ハロゲン化物消火

・　都市ガス　種別　　　　（　　　　　ＭＪ／ｍ　Ｎ　）　　・　液化石油ガス

・　有り　（　・　単独処理　・　小規模合併処理　・　合併処理）　　・　無し

Ⅱ 工　事　仕　様

１ 共　通　仕　様

１）特記仕様及び図面に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）

２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

　なお、電気設備工事仕様は（　　／　　）図、建築工事仕様は（　　／　　）図による。

２ 特　記　事　項

１）項目は，番号に○印の付いたものを適用する。

２）特記事項のうち選択する事項は　・　印の付いたものを適用する。ただし、　・　印のない場合は※印を適用する。

　　・　印　　※　印の場合は両方を適用する。

区分

１

一

般

共

通

事

項

３）接着剤はフタル酸ジーｎーブチル及びフタル酸ジー２ーエチルヘキシルを含有しない難揮発性の

可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン

を放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極め

て少ないものとする。

５）１）、３）及び４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台その他の什器等は、ホ

ルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

原則として、ホルムアルデヒドを放散させないＪＩＳ、ＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格表示建築材料を使用す

るものとするが、該当する材料等がない場合は、極めて放散が少ない建築材料又は同等品とする。

室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、監３

４

５

６

７

８

９

11

12

13

14

15

16

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

室内空気中の 化学物質の濃度測定

機材の品質・性能証明

監　督　職　員　事　務　所

電気保安技術者の適用

技　能　士　の　適　用

工事用電力，水，その他

工　事　用　仮　設　物

土　　　　　工　　　　　事

発　生　材　の　処　理　等

完　　　成　　　写　　　真

完　　　成　　　図　　　等

保全に関する資料

施　　　工　　　図　　　等

総　　　合　　　調　　　整

督職員に報告書を提出する。

測定はパッシブ型採取機器により行う。

測定時期　　　・　工事着手前　・　施工完了時

測定対象室　　・　図示　　　　

測定箇所数　　・　図示　　　　

設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料のうち、「標準仕様書に定める品質及び

性能」を有することの証明となる資料は、監督職員の承諾を受けることにより、外部機関が発行する証

明資料の写しとすることができる。

なお、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は提出する。

本工事で設置する

・　有り　　・　無し

・　配管施工（建築配管作業）　・　熱絶縁施工　・　冷凍、空気調和機器施工　・　建築板金施工

本工事に必要な工事用電力，水及び諸手続きなどの費用はすべて請負者の負担とする。

構内につくることが　　※　できる　　　・　できない

イ）埋戻し土は　　　※　根切り土の中の良質土（コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類）

・　山砂の類

引渡しを要するもの　　※　無し　　・　有り（　・　機器類　　・　金属配管、ダクト類　　・　　）

特別管理産業廃棄物　　※　無し　　・　有り（　・　配管用保温材　　　　　　　　　　　　　　　）

アスベスト含有設備資機材（ガスケット、パッキン、たわみ継手等）は関係法令に従い適切に処理を行う

引渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理とする。

撮影場所及び撮影枚数は監督職員との協議による。

※　提出要（請負業者提出書類一覧表による）

※　提出要（２部）

施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。（１部）

・　室内気流及びじんあいの測定　　・　飲料水の水質の測定

測定箇所等は監督職員の指示による。　

18

19

21

22

23

．

．

．

．

．

．

．

図　　　形　　　表　　　示

容量等の表示

負　　　担　　　金　　　等
（消　 費 　税 　抜 　き）

電　　　　　線　　　　　類

機器付属の制御盤

露出配管・ダクトの塗装

保　　　　　　　　　　　温

機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製品を指示、限定しない。

イ）電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以下とする。

　・　給水引込負担金（加入金及び納付金等を含む）（　・　本工事　　・　別途）　　　　　　円

　・　ガス引込負担金　　　　　　　　　　　　　　（　・　本工事　　・　別途）　　　　　　円

　・　下水道等接続負担金　　　　　　　　　　　　（　・　本工事　　・　別途）　　　　　　円

イ）ＥＭ電線類で規格等の定めないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものとし、

　　次の記号及び仕様による。

記　　号 仕　　　　様

ロ）電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。

標準仕様書によるほか下記による。

・　運転ブロック図に適合するものとする

・　ボイラー及び冷温水機等の付属盤の始動スイッチ二次側にばい煙濃度計用の電源端子を設ける。

接点及び端子は、標準仕様書を　　　　　　　　　　※　適用する　　　・　機器表特記による

インバーター用の制御及び操作盤は、標準仕様書を　※　適用しない　　・　機器表特記による

塗装する部分　　　・　居室（　　　　　　　　　　）　・　廊下　・　屋上、屋側　・　屋外

・　機械室　　・　電気室　・　倉庫　・　書庫　　・　駐車場　　　・　

空気調和設備工事 ・給排水衛生設備工事の保温の種別は次による。

　管　　　種  施 工 区 分 　保 温 種 別 　管　　　種  施 工 区 分 　保 温 種 別

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

　給水管

　給水管

　給水管

　給水管

　給水管

　排水･通気管

　排水･通気管

　排水･通気管

　冷媒管外装

　冷媒管外装

　屋内一般

　機械室等

　天井内等

　床下･暗渠内

　屋外露出

　屋内一般

　機械室等

　天井内等

　屋外露出

　屋内部

　屋外部

　d2 ・　・Ⅴ

　e ・　・Ⅴ

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

　給湯管

　給湯管

　給湯管

　給湯管

　給湯管

　長方形ダクト

　長方形ダクト

　長方形ダクト

　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

　ｂ ・　・Ⅰ

　d2 ・　・Ⅰ

　屋内一般

　機械室等

　天井内等

　床下･暗渠内

　屋外露出

　屋内露出

　屋内隠ぺい

　屋外露出

　屋内露出

　屋内隠ぺい

　屋外露出

イ）暖房熱源機器室内の配管の保温材で、ポリスチレンフォーム保温材とあるものは同じ施工種別

　　のロックウールまたはグラスウール保温材を使用する。

　　屋外保温化粧ケースの材質　・耐候処方樹脂製　・アルミ合金製　・鋼板製　・ステンレス鋼板製

ハ）多湿箇所

　　標仕以外で多湿箇所の適用は　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ニ）全熱交換器の給気ダクト（　・　機器外気側　・　機器室内側）は、保温（２５㎜厚）する。

ホ）厨房用排気ダクトの断熱（隠ぺい部）　　・　ｈ（イ）Ⅶ　　・　行わない

※　絶縁フランジ　　・　標準図（施工３）による。

※　合成ゴム製（球形）　　・　ポリテトラフルオロエチレン製　　・　ベローズ形（ステンレス製）

※　ベローズ形　　・　スリーブ形

ステンレス管に使用するバルブは５０Ａ以下は青銅製、６５Ａ以上はステンレス製を使用する。

標準仕様書によるほか図示の箇所に設ける。　（機材　２）

ポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレス（ＳＵＳ３０４）製とし、

屋外及びピット内の配管、ダクトに使用する支持金物等はステンレス（ＳＵＳ３０４）製または、溶融

亜鉛めっき仕上げとする。

溶融亜鉛めっきは　（　※　２種３５　　・　２種５０）

（　・　給水　　・　ガス　　・　油）配管の変位吸収は標準図　施工５とし設置箇所は図示による。

標準図施工３による、設置箇所は図示による。

換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載無く特記のないものの電動機の保護規格は、製造者標準とする。

呼径７５Ｓｕ以上の継手は　　・　溶接接合　　・　ハウジング形継手　　・　フランジ接合　

図面に特記のない場合は別紙「工事区分表」による。

「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説・平成８年版」（建設大臣官房官庁営繕部監修）によることと

し、施工は「建築設備耐震設計・施工指針　２０１４年版」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立

行政法人建築研究所監修）による。

　　建物の種別　　・　特定の施設　　・　一般の施設　

１）設計用水平地震力は、機器の重量［ｋｇｆ］に、地域係数、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　　なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は次による。

設計用標準水平震度

24．

25．

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

絶　　　縁　　　継　　　手

防　　　振　　　継　　　手

伸　　　縮　　　継　　　手

弁　　　　　　　　　　　類

埋　　　設　　　表　　　示

支持金物・固定金具

配管の建物導入部

異　種　管　の　接　続

電　　　　　動　　　　　機

ステンレス鋼管の接合方法

他工事との取合い

耐　　　震　　　措　　　置

設置場所

上　層　階

屋上及び塔屋

中　間　階

地階・１階

・　特定の施設 ・　一般の施設

機器種別

機　　器

防振設置機器

水　槽　類

機　　器

防振設置機器

水　槽　類

機　　器

防振設置機器

水　槽　類

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

２．０ １．５ １．５ １．０

２．０

２．０

１．５

１．５

１．５

１．０

１．０

１．５ １．０

１．０

０．６

１．０

１．５

１．０

１．５

２．０ ２．０

１．５

１．０

１．５

１．０

０．６

１．０

１．０ ０．６

０．６

０．４

０．６

１．０

０．６

１．０

１．５

重要機器　（　・　　防災機器　　・　火気を使用する機器　　・　タンク類　　・　　　）　　　

注１）上層階の定義は、次のとおりとする。

　　　２～６階建の場合は最上階，７～９階建の場合は上層２階，１０～１２階建の場合は上層３階

　２）設計用鉛直地震力は設計水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

36

37

38

39

40

41

．

．

．

．

．

溶　接　配　管　の　検　査

天　井　仕　上　区　分

工　事　安　全　計　画　書

施　　　工　　　調　　　査

足　　　　　　　　　　　場

撤　　　去　　　工　　　事

・　ガス配管　　・　冷温水配管　　・　冷却水配管　　・　

非破壊検査の適用　　※　無し

　　　　　　　　　　・　有り（　・　放射線透過検査　・　浸透探査検査または磁粉探傷検査）

抜取率は　　・　標準仕様書による　　・　　　％

図中（室名）で表記した部屋はスラブ天井を示し、その他は二重天井を示す。

建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、工事安全計画書を作成し

監督職員に提出する。

・　事前調査　　　　調査項目　（　・　本工事施工範囲において着工前に納まり等の調査を行う事　）

改修工事において下記の足場を設置する。

・　内部足場　（　・　Ｅ種　　・　Ｆ種　　）　　

・　外部足場　（　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｅ種　　）

撤去する配管、ダクト（付属品含む）の保温材の分離は原則として中間処理場にて行う。

空

気

調

和

・

換

気

設

備

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

．９

10

11

12

13

14

15

．

．

．

．

．

．

設計用温湿度条件

空　調　用　排　水　管

膨張・空気抜・補給水管

蒸　　気　　給　　気　　管

蒸　　気　　還　　水　　管

油　・　油　用　通　気　管

冷　　　　　媒　　　　　管

弁　　　　　　　　　　　類

ファンコイルユニット

吹　出　口　・　吸　込　口

ダ　　　　　ク　　　　　ト

チ　ャ　ン　バ　ー　等

防　煙　ダ　ン　パ　ー

冷水・温水・冷温水管

冷　　　却　　　水　　　管

外気条件
室　　　　　　内　（調整目標値）

一般系統

温度（ＤＢ） 湿度（ＷＢ） 温度（ＤＢ） 湿度（ＷＢ） 温度（ＤＢ） 湿度（ＷＢ）

夏季

冬季 　　　　℃

２８．０℃

１９．０℃

　５０％

　４０％

　　　　℃

　　　　℃

　　　％

　　　％

※　配管用炭素鋼管（白管 ）　　　・　塩ビライニング鋼管　　　・　ポリ粉体鋼管

※　配管用炭素鋼管（白管 ）　　　・　ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）

・　架橋ポリエチレン管（ファンコイル機器接続部分に限る）

・　ポリブデン管（ファンコイル機器接続部分に限る）

※　配管用炭素鋼管（白管 ）　　　・　ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）

※　配管用炭素鋼管（黒管 ）

※　圧力配管用炭素鋼管（ＳＴＰＧ３７０　黒　ｓｃｈ４０）

※　配管用炭素鋼管（黒管 ）

※　断熱材被覆銅管（製造者標準品 ）　　・　銅管　　

ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋとする。ただし、特記部分は１０Ｋとする。

※　流量調整弁

・　定流量弁（　・　ダイヤフラム式流量可変式　　・　カートリッジオリフィス形）を取付ける。

ボックスは　※　亜鉛鉄板製　　・　グラスウール製

イ）※　低圧ダクト　　・　高圧１ダクト　　・　高圧２ダクト

ロ）長方形ダクトは　　※　コーナーボルト工法（　・　共板工法又はスライドオンフランジ工法）

　　　　　　　　　　　　　（長辺１５００ｍｍを越えるものはアングルフランジ工法とする。）

　　　　　　　　　　　※　アングルフランジ工法

ハ）防火区画を貫通するダクトは、その貫通する部分の前後１５０㎜を１．６㎜厚鋼板製とする。

ニ）厨房用ダクトの板厚は「火災予防条例準則の運用について」を適用する。

イ）防煙ダンパーは　　※　電気式　　・　空気式　　　復帰機構は　　※　遠隔式　　・　手元式

ロ）電気式防煙ダンパーの動作用電圧、電流はＤＣ２４Ｖ、０．７Ａ以下とする。

イ）線状吹出口には、長さ＋１００×３００×３００Ｈの接続チャンバーを設ける。

ロ）シーリングディフューザーの接続は（施工　４７）を参考とする。

ハ）外壁に面するガラリにチャンバー等を設ける場合は、雨水等を自然に排出できるよう勾配をつける。

　　施工が困難な場所はフレキシブルダクトを使用してもよい。
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．

．

．

．

．

．

．

．

．

．
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．
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．

．

消　　音　　内　　貼　　り

グ　リ　ス　除　去　装　置

瞬間流量計及び流量測定口

定風量・変風量ユニット

温　　　　　度　　　　　計

圧　　　　　力　　　　　計

冷温水管等のエア抜き

空調機用トラップ

鋼　　板　　製　　煙　　道

オイルサービスタンク

油　積　算　流　量　計

地下オイルタンク

フィルターの予備品

水　　　質　　　基　　　準

冷凍機の安全弁等のガス放出管

蒸気ボイラ－安全弁放出管

冷　　　　　却　　　　　塔

イ）空調用の吹出口接続チャンバー及び図示したダクト並びにチャンバー類とする。

ロ）内貼りチャンバー類の寸法は、外法寸法とする。

ハ）吹出口接続チャンバー以外の内貼りしたチャンバーには点検口を取付ける。

　　点検口の大きさは、原則として４００×６００とする。

・　グリスエクストラクター　・　グリスフィルター

イ）形式はピトー管式（コック付）とする。　　※　着脱式　　・固定式

ロ）下記の箇所、若しくは図示により取付ける。

　・　冷凍機類の冷水出口　　　　　　　　　・　瞬間流量計　　・　測定用タッピング

　・　冷凍機類の冷却水出口　　　　　　　　・　瞬間流量計　　・　測定用タッピング

　・　ボイラー又は熱交換器の温水出口　　　・　瞬間流量計　　・　測定用タッピング

　・　冷温水ヘッダーの各送り管　　　　　　・　瞬間流量計　　・　測定用タッピング

　・　ユニット形空気調和機の冷温水入口　　・　瞬間流量計　　・　測定用タッピング

　・　メカニカル形　　・　風速センサー形

標準図によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。

　・　空気調和機、全熱交換器廻りの還気ダクト、外気ダクト及び給気ダクト

機器付属以外の温度計は　※　工業用バイメタル式温度計　　・　ガード付きＬ形温度計

図示した箇所に取付ける。

イ）エア溜まりを生ずると思われる配管箇所には、必要に応じて操作の容易な位置にエア抜き弁装置

　　（　※　手動　・　自動）を設ける。

ロ）自動エア抜き弁装置は、施工３６　（ｇ）　による。

ハ）機械室の手動式エア抜き配管で、特記のない場合の保温範囲は原則として分岐部より２ｍとする。

トラップの形式は　　※　ＦＲＰ製保温型　　・　ＦＲＰ製　　・　ＳＵＳ製　　

イ）厚さ　　　　　※　３．２㎜　　　・　４．５㎜

ロ）煤煙濃度計　　・　取付ける　　　・　取付けない　　・　取付座を取付ける

ハ）煤じん量測定口（８０φ×２）を　　※　取付ける　　・　取付けない

イ）液面制御装置の機能は下記による。

　・　給油ポンプの起動、停止　　　・　返油ポンプの起動、停止

　・　満油警報　　・　減油警報　　・　遠方警報接点（　・　満油　　・　減油）

ロ）油面計はゲージ式（側圧式）とする。

ハ）返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。

※　設ける（図示した箇所に取付ける）　　・　設けない

イ）据付け方法は標準図　　・　施工３０（タンク室有り）

　　　　　　　　　　　　　・　施工３１（二重殻タンク・タンク室無し）

ロ）タンクの保護被覆は　　※　エポキシ樹脂　　・　強化プラスチック　　・　アスファルト

ハ）遠隔油量指示装置（電気式で〔　・　屋内　　・　屋外〕より油量監視用）を取付ける。

ニ）基礎杭は　　　　※　不要　　・　要（但し杭は　　※　別途工事　　・　本工事）

ホ）土留め工事は　　※　不要　　・　要（　・　本工事　　・　別途工事）

・　機器表特記による。

・　フィルターの装着枚数の５０％（枠付）として納める。但し、相互利用不可の機器は１００％とする。

　　但し、ルームエアコン・パッケージ形マルチ屋内機・カセット形全熱交換器・カセット形ファン

　　コイルユニットを除く。

空調用流体の水質基準については、日本冷凍空調工業会（冷凍空調機器水質ガイドライン）による。

法令及び施設基準の規定に基づき設置する。

屋外に放出するよう設ける。

標準型、低騒音型、超低騒音型の規定は、日本冷却塔工業会の騒音基準値による。
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※　亜鉛鉄板製　　・　鋼板製（厚１．６ｍｍ）

・　パネル形　（　　・　天井取付　　・　壁取付）

・　スリット形（　　・　天井取付　　・　壁取付）

・　ダンパー形（　　・　天井取付　　・　壁取付）

開放装置は　　・　手動　　　　・　手動及び遠隔操作の可能なもの

建築設備定期検査業務指導書（（財）日本建築設備安全センター）の排煙風量の検査方法に準ずる。

ダ　　　　　ク　　　　　ト

排　　　　　煙　　　　　口

排　煙　風　量　測　定

中央監視制御装置

電　　　源　　　装　　　置

温　度　調　節　器　等

計　装　工　事　の　配　線

・　有り（構成機能は図示による）　　　　・　無し

・　要　（　・　本工事　・　別途工事）　・　不要

取付け高さは　　　※　１３００ｍｍ　　　・　

イ）屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。

　　天井隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

ロ）原則として、次の用途に使用する電線類はＥＭケーブルとし、規格は一般共通事項　２２．電線類

　　の規格による。（機器、盤類はこれによらなくてもよい）

　　用途：①電源線、接地線

　　　　　②電気式の調節器（サーモ・ヒューミ等）用電線

　　　　　③各種検出器（温度・湿度等）、操作器（バルブ・ダンパー等）における弱電信号、

　　　　　　通信線を除く制御線
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注　　　　　意　　　　　板

小便器用洗浄水節水装置

３． 自　　　動　　　水　　　栓

和風大便器の耐火処理

和風大便器、洋風便器、小便器には、注意板を取付ける。

※　個別感知方式　（電源供給方式　　　・　ＡＣ１００Ｖ　　　・　水流発電　　　・　乾電池　）

　　工事範囲は、電気１次側配管配線を除き全て本工事とする。

電源供給方式　　・　ＡＣ１００Ｖ　　・　水流発電　　・　　乾電池　

標準図（施工６４）の　※　（２）　　・　（１）
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量　　　　　水　　　　　器

量　　　水　　　器　　　桝

配　　　管　　　材　　　料

弁　　　　　　　　　　　類

保　　　　　　　　　　　温

水　　　　　栓　　　　　柱

水　　　　　　　　　　　栓

定水位調整弁

屋外設置タンクのマンホール

配　　　管　　　材　　　料

煙　　　　　試　　　　　験

イ）親メーター　　※　借用　　・　買取り　　　（　・　直読　　・　遠隔表示　）

ロ）子メーター　　※　買取り　・　借用　　　　（　・　直読　　・　遠隔表示　）

イ）親メーター用　※　水道事業者の指定品　　・　標準図（機材５３）

ロ）子メーター用　※　標準図（機材５３）　　・　水道事業者の指定品

イ）一般配管用　　・　ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）　　・　ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）

　　　　　　　　　・　塩ビライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＡ）（ＳＧＰ－ＦＶＡ）（Ｋ－ＶＡ）

　　　　　　　　　・　ポリ粉体鋼管（ＳＧＰ－ＰＡ）（ＳＧＰ－ＦＰＡ）（Ｋ－ＰＡ）

ロ）土間配管用　　・　ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）　　・　ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）

　　　　　　　　　・　塩ビライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＤ）（ＳＧＰ－ＦＶＤ）（Ｋ－ＶＤ）

　　　　　　　　　・　ポリ粉体鋼管（ＳＧＰ－ＰＤ）（ＳＧＰ－ＦＰＤ）（Ｋ－ＰＤ）

　　　　　　　　　・　水道用ポリエチレン二層管（５０Ａ以下）　・　水道配水用ポリエチレン管

ハ）屋外土中用　　・　ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）　　・　ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）

　　　　　　　　　・　塩ビライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＤ）（ＳＧＰ－ＦＶＤ）（Ｋ－ＶＤ）

　　　　　　　　　・　ポリ粉体鋼管（ＳＧＰ－ＰＤ）（ＳＧＰ－ＦＰＤ）（Ｋ－ＰＤ）

　　　　　　　　　・　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）

　　　　　　　　　・　水道用ポリエチレン二層管（５０Ａ以下）　　　　

　　　　　　　　　・　水道配水用ポリエチレン管（ＪＷＷＡ　Ｋ１４４）（７５～１５０Ａ）　

ニ）ビニル管の接合方法　　※　接着接合　　・　ゴム輪接合

ホ）ポリエチレン管の接合方法　５０Ａ以下　※　金属製継手　・　融着継手　・　７５Ａ以上融着継手　　

へ）ゴム輪接合の場合、直管以外の継手部には離脱防止金具取付とする。

ト）特記なき給水管の最小口径は２０Ａとする。

チ）ステンレス鋼管を使用する場合は下記の水質の確認を行う。

　　電気伝導率、Ｍアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、全硬度、重炭酸イオン

　　遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、蒸発残留物

イ）公営水道に直結する配管に使用するものは、ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋとする。

ロ）受水タンク以降の配管に使用するものは、ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋとする。

ハ）給水引込部の　　・　止水栓　　・　弁桝　は水道事業者の指定品とする。

鋼板製、ステンレス製タンクの保温　　　・　施工する　　・　施工しない

・　標準仕様書による（付属品含む）　　・　水道事業者指定品

※　合成樹脂製　　　・　人造石とぎ出し製　　・　アルミニウム合金製

イ）屋外の水栓は　　・　キー式ハンドル　　　

ロ）台所流し用の水栓は泡沫式とする。

ＦＲＰ製タンク及びステンレス製タンク（保温形）はマンホールも保温形（二重蓋含む）とする。

イ）屋内汚水管　　・　メカニカル形排水鋳鉄管（１種管）　　・　メカニカル形排水鋳鉄管（２種管）

　　　　　　　　　・　差込形ＲＪ管　　　　　　　・　耐火二層管　　・　硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

　　　　　　　　　・　コーティング鋼管（　※ノンタールエポキシ　　・　塩化ビニル）　・　鉛管

　　　　　　　　　・　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発砲三層管（ＲＦ－ＶＰ）

ロ）屋内雑排水管　・　配管用炭素鋼管（白管）　　・　耐火二層管　　・　硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

　　　　　　　　　・　コーティング鋼管（　※ノンタールエポキシ　　・　塩化ビニル）　・　鉛管

　　　　　　　　　・　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）

　　　　　　　　　・　湯沸流し等の床上露出部分は硬質塩化ビニル管（ＲＦ－ＶＰ）でもよい。

　　　　　　　　　・　合流式の配管はコーティング鋼管を使用する。

　　　　　　　　　・　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）

ニ）屋外排水管　　・　排水用リサイクル硬質塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）（地中）

　　　　　　　　　・　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管（ＲＳ－ＶＵ）（地中）

　　　　　　　　　・　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）・コンクリート管

※　行わなくてもよい　　・　図示の系統のみ行う
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グ　リ　ー　ス　粗　集　器

配　　　管　　　材　　　料

弁　　　　　　　　　　　類

湯　　　　　沸　　　　　器

消　火　栓　弁　の　耐　圧

配　　　管　　　材　　　料

保　　　　　　　　　　　温

屋外消火栓箱・ホース格納箱

ガス系消火剤の種類

ガス系消火の起動方式

・　工場製作品　（　・　ＳＵＳ製　　・　鋳鉄製　　・　ＦＲＰ製　）　　・　現場施工品

・　耐火被覆　　（　・　施工６４（ａ）を施工する。　　・　施工しない　）

※　ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋとする。ただし、水道直結部分及び特記部分は１０Ｋとする。

・　屋内設置のガス瞬間湯沸器には換気ファン連動装置を設けるものとし、別途電気工事との接続は本体

　　に付属する水圧スイッチで行うものとする。

※　ガスコンロを使用する場合には「ガスコンロを使用する場合は、手動スイッチにより排風機を運転す

　　ること」と記載した注意板を設ける。

※　１０Ｋ　　　　　・　１６Ｋ

イ）一般配管用　　　　※　配管用炭素鋼管（白管）　　　

ロ）土中配管用　　　　※　外面被覆鋼管　　　　　　　　

　　（土間を含む）　　

イ）呼水タンクの保温　　　※　施工しない　　・　施工する

ロ）充水タンクの保温　　　※　施工しない　　・　施工する

　・　屋内消火栓　　　　※　施工しない　　・　施工する

　・　スプリンクラー　　※　施工しない　　・　施工する

　・　連結送水　　　　　※　施工しない　　・　施工する

　・　連結散水　　　　　※　施工しない　　・　施工する

※　鋼板製　　・　ステンレス鋼板製

・　窒素　・　ＩＧ－５４１　　・　ＩＧ－５５　　・　ＨＦＣ－２２７ｅａ　　・　ＨＦＣ－２３

※　手動　　　・　自動、手動切替式
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３．
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２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

配　　　管　　　材　　　料

液化石油ガス容器

バルク貯槽

ガ　ス　メ　ー　タ　ー

容　器　廻　り　の　配　管

容　器　転　倒　防　止

ガ　ス　漏　れ　警　報　器

そ　　　　　の　　　　　他

処理種別及び方式

形　　　　　　　　　　　式

処　　　理　　　能　　　力

放　流　水　の　水　質

摘　　　　　　　　　　　要

駐　　　車　　　方　　　式

連　　　　　基　　　　　数

車　　　両　　　寸　　　法

最　大　積　載　荷　重

電　　源　　・　　容　　量

運　　　転　　　方　　　式

安　　　全　　　装　　　置

耐　　　震　　　措　　　置

イ）一般配管用　　　　※　配管用炭素鋼管（白管）　　　

ロ）地中配管用　　　　※　合成樹脂被覆鋼管　　　

　　（土間を含む）　　

・　１０ｋｇ　　・　２０ｋｇ　　・　５０ｋｇ　　　　　本　　　※　借用　　・　買取り　　

・　縦型　　　　・　横型　　最大充てん量　　　　　　　ｋｇ　　・　借用　　※　買取り　　

親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。

施工方法は標準図（施工７０）の　　・　要領（ａ）　　・　要領（ｂ）　　・　要領（ｃ）

施工方法は標準図（施工７１）の　　・　要領（ａ）　　・　要領（ｂ）

※　不要　　・　要（取付け位置は図示による。外部出力端子　　・　不要　　・　要）

警報器から制御盤、遮断弁までの電線管は別途工事とする。

・　別途電気工事

都市ガスはガス供給事業者の供給約款による。

・　小規模合併処理　（　・　分離接触ばっ気方式　　　・　嫌気ろ床接触ばっ気方式

　　　　　　　　　　　　・　脱窒ろ床接触ばっ気方式　・　担体流動方式　　　　　　　　　　）

・　合併処理　　　　（　・　回転板接触方式　　・　接触ばっ気方式　　・　長時間ばっ気方式

　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※　ユニット形　　・　現場施工形　

処理対象人員　　　　人　　・　処理水量　　　　ｍ　／ｄ　　・　流入ＢＯＤ濃度　　　　㎎／㍑

ＢＯＤ　　・　２０　　・　１０　　㎎／㍑以下

※　標準仕様書適合品　　・　製造者標準品

※　二段方式　　・　多段（　　）　段方式　

※　昇降式　　・　昇降横行式　　・　昇降ピット式　　・　昇降横行ピット式　　

　　　　連　　　　台

長さ㎜　　・　４，７００　　・　５，０００　　・　５，３００　　・　５，７５０　　

幅　㎜　　・　１，７００　　・　１，８００　　・　１，９００　　・　２，０５０　　

高さ㎜　　・　１，５５０　　・　２，０００　　・　

・　１，５００㎏　　・　１，７００㎏　　・　２，２００㎏　　

※　３φ２００Ｖ　　・　１φ１００Ｖ　　　　　　ｋｗ　　同時作動　　　　連分

※　押しボタン方式　　・　自動方式

・　二段方式の　「自動停止装置」を除く

・　出庫警報装置を　　・　取り付ける　　・　取りやめる

・地域係数　　　　　　　　　　

工事内容及び区分の補足説明事項等

試験を行う機材

　　　　　　　　　　機　　　材　　　名 備　　　　考

外部機関等による評価済み機材表

　　品  　　目

弁及び継手 減圧弁・温度調整弁 伸縮管継手（ベローズ形・スリーブ形）

ボイラー

温水発生機

冷凍機

冷却塔

空気調和機

空気清浄装置

全熱交換器

送風機類

ポンプ類

ダクト付属品

自動制御

衛生器具ユニット

タンク

消火装置

厨房機器

鋳鉄製ふた

鋼製簡易ボイラー 鋼製小型ボイラー鋳鉄製ボイラー 鋼製ボイラー

真空式温水発生機（鋼製・鋳鉄製） 無圧式温水発生機（鋼製・鋳鉄製）

チリングユニット（空気熱源ヒートポンプユニットを含む）

直だき吸収冷温水機 小形吸収冷温水機ユニット 遠心冷凍機

冷却塔

ユニット形空気調和機 コンパクト形空気調和機

ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット

パッケージ形空気調和機 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

エアフィルター（パネル形・折込み形・袋形） 自動巻取形エアフィルター

電気集じん器

全熱交換ユニット全熱交換器（回転形・静止形）

遠心送風機（多翼形送風機） 斜流送風機 軸流送風機

消音ボックス付送風機

横形遠心ポンプ

立形遠心ポンプ

水中モーターポンプ（汚水用・雑排水用・汚物用）

吹出口・吸込口 風量ユニット（定風量・変風量）

自動制御システム

衛生器具ユニット

ＦＲＰ製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク（空調用・給湯用）

ステンレス鋼鈑製パネルタンク（ボルト組立形）

ステンレス鋼鈑製パネルタンク（溶接組立形）

スプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システム

厨房システム

マンホールふた・弁桝ふた

ビル用マルチ

２

．

．

機　　　　　材　　　　　等

化学物質を放散させる

　　　　　　　　　建築材料等

ロ）機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。

ＪＣＳ　２５８　Ｄ（制御用ケーブル（遮へい付））に準じ、絶縁材及びシースにＪＣＳ

規格によるＥＭケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの

　　　　℃３４．１

－５ 　　　％

　　　％５４．２

６２．７

　配管用炭素綱鋼管（白管 ）　　・　硬質塩化ビニル管（ＶＰ）・

　冷・温水管 　Ｂ・ロ・Ⅴ

　c2 ・ロ・Ⅴ

床 面 積

一

ＥＭ－ＣＥＥ

機械設備工事特記仕様書

　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

　という）及び標準図による。

　ｂ ・ロ・Ⅴ

　e2 ・ロ・Ⅴ

　ａ1・ロ・Ⅴ

　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(OA)

　ａ1・ロ・Ⅴ 　ａ1・ロ・Ⅰ

　c2 ・ロ・Ⅰ

　e2 ・ロ・Ⅰ

　Ｎ ・ロ・Ⅷ

．５ 図示による

ハ）消火配管の保温は次による。 （屋外露出、寒冷地は保温種別ｅ３・（ハ）・Ⅴによる）

　

（注記）１．建築基準法施行令第129条の2の5,1項7号イに該当する防火区画を貫通する管は、貫通前後１ｍを不燃材料で作るか又は建設省告示1422号の基準によること。

大臣認定工法による。

　　この部分に用いる被覆材はロックウール保温材等不燃性のものを用いる。

２．冷媒配管の防火区画の貫通部は、建築基準法令に適合する工法、又は国土交通

３．建築設備の構造耐力上安全な構造方法は建築基準法に基づく告示第1388号による。

４．建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、第129条の２の５による。

５．給湯設備の地震に対して安全上支障のない構造として、Ｈ２４年国土交通省告示第１４４７号に適合する転倒防止措置を講じること。

一式

・　保温付被覆銅管　　・　銅管　　・　ステンレス鋼管　　・　耐熱性ライニング鋼管

ハ）通気管　　　　・　配管用炭素鋼管（白管）　　　　　・　硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

㎡

　

　 　

衛生設備設置工事

・　風量調整　　・　水量調整　　・　室内空気の温度の測定　　・　騒音の測定　

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

　

ロ）屋内保温化粧ケースの材質　　　　※　耐候処方樹脂製　　

耐候処方樹脂製

赤磐市山陽３丁目１番地

試　　　　　　　　験　　　　　　　　項　　　　　　　　目機　　　材

通

項

．

・

．

20

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

機械設備特記仕様書

　（令和４年版）（以下、「標準仕様書」という）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（令和４年版）（以下、「標準図

　という）による。また、改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和４年版）（以下、「改修標準仕様書」



件　名 設計番号 作成者 検　図 図面番号

図面名 縮　尺 日　付

R4.02.28

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

電　気　容　量
機　器　番　号 機　器　名　称 機　器　仕　様 台数 設置場所 備考

φ V KW

PW-2 ポンプ付排水槽 形 式 ： FRP水槽一体型排水ポンプユニット 3 200 1.5 1 屋外埋設 コンクリート基礎・柱・天端スラブ(建築工事)

有 効 容 量 ： 1,000L (単独交互運転) 制御盤基礎(建築工事)

寸 法 ： 1,520φ×1,900H (汚水槽) 制御盤据付　配管配線工事(電気工事)

：

水 槽 付 属 品 ： マンホール蓋（重耐型）、フロートスイッチ×４個、制御盤（屋外型）

制御盤スタンド、マンホールかさ上げ輪

ポ ン プ 能 力 ： 50 φ x 100 ｌ/ｍin x 10 ｍ×　3φ　×200V　　×　1.5kw　×２台

排水ポンプユニット参考図 50UKFWC10

ポ ン プ 付属 品 ： ポンプ着脱装置

Φ1520

EPJ2-1　屋外型外形図

排水ポンプユニット参考図

▽管底

645

V
P
6
5

※１

ＥＴ
ＥＴ NP

汚水量/min ポンプ ポンプ ポンプ汚水量/人　日 汚水量/日浄化槽 水槽(日＝8h） 起動回数 運転時間 運転間隔

1,300L 4回/8h 13分 125分10.4L/min5,000L50L100人

100L/min 100L/min 150L/min

ポンプ揚程(Hm)計算（50A 150L/min）

配管直管部抵抗（ｍ）

R＝0.4KPa/m (図7-2配管摩擦抵抗線図より　単独運転時　100L/min)

(図M-04-2より 口径50A　配管長　70m)L＝70m( 約　63m)

H1=R×L/9.8

=0.2×70/9.8

＝1.43(m)

配管局部部抵抗（ｍ）

Ｈ2=直管部抵抗×2

=1.43×2

=2.86(m)

配管出口水頭（ｍ）

ｖ＝1.2ｍ/s

2Ｈ3=ｖ /2・ｇ

=0.07(m)

液面と吐出口の高低差（ｍ）

Ｈ4=3.0

ポンプ揚程(Hm)

H=1.43+2.86+0.07+3.0

1
,
4
3
0

2
,
2
3
0

2
0
0

タテ　D13@200

ヨコ　D13@200=7.36(M)

7.36×1.2（余裕率）

=8.83(m)

主筋　４-D13

2
,
0
0
0

2,000

1
5
0

2
,
0
8
0

2
0
0

1
5
0

2
,
0
8
0

2
0
0

2,0002,000

フープ　D10＠200

2
8
0

ヨコ　D13@200

タテ　D13@200

Ｍ－０２

A1 S=1/20
A3 S=1/40衛生設備　機器表



件　名 設計番号 作成者 検　図 図面番号

図面名 縮　尺 日　付

R4.02.28A1 S=1/50
A3 S=1/100

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

12ｍ×8ｍ

17ｍ× 25ｍ

屋外便所

増築棟

DN

消毒槽

ｼｬﾜｰ足洗場

DN

DN

DN

プール

花壇

庇

渡り廊下

駐車場

北　運動場　

ボイラー室

プール脱衣場

足洗場 足洗場

渡り廊下
渡り廊下

⑧-2

⑨

道 路

屋内運動場

北　棟

南　棟

田
タイヤ遊具

南　運動場　

通　路

UP UP UP

・ＧＬ±0

・ＧＬ±0

・ＧＬ±0

花壇

・ＧＬ±0

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

・ＧＬ±0

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

通　路

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

花壇

・ＧＬ±0

・ＧＬ+4.0ｍ

・ＧＬ+2.0ｍ

・ＧＬ+4.0ｍ

・ＧＬ±0

・ＧＬ+4.0ｍ

・ＧＬ+4.0ｍ

花壇
防音

配置図　　Ｓ＝1：200

Ｎ

・ＧＬ-120

32,577

3
0
,
7
0
2

GT
-350

-380

125A

-1270
(-1150)

公設桝

-1406-1318-1280-1175

P
P

1
2
5
A

125A125A125A125A125A

12
5A

8,534 1,824 6,834 12,657

10,9836,09211,60810,6016,9261,9787,629

125A 1.0/100

7,858 7,5907,858

1
,
6
1
3

3
,
2
4
9

-1553

4
,
6
3
2

5
8
0

4
2
9

3
7
9

-450

-475

-500

-525

-615-695-821-957-1067-1130-1226-1322

-1605

-1421

50A

125A

a

ｂｃｄeｆｇｈijｋ

ｌ

ｍ

ｎ

０

ｐ

ｑｑｑ

ｒ ｓ ｔ u ｖ

番号 桝名称

a

b 小口径汚水桝

c 小口径汚水桝

d 小口径汚水桝

e 小口径汚水桝

f 小口径汚水桝

汚水桝

桝寸法 桝形状 桝蓋 管底寸法 区間距離 備考

125φ-200φ 90°L 塩ビ200φ -380 10,983 塩ビ製

90°Y -615 6,092 塩ビ製

90°Y -695 11,608 塩ビ製

ST -812 10,601 塩ビ製

90°Y -957 6,926 塩ビ製

g 小口径汚水桝 90°Y -1067 0

h 小口径汚水桝 90°Y -1067 1,978

i 小口径汚水桝 -130 0

j -1130 7,629

k 小口径汚水桝 ST -1322 7,858

l 小口径汚水桝 90°L -1420 3,249

r 小口径汚水桝 150φ-100φ 90°Y 塩ビ150φ -1175 8,534

s 小口径汚水桝 150φ-100φ 90°Y 塩ビ150φ -1280 1,824

t 小口径汚水桝 150φ-100φ 90°Y 塩ビ150φ -1318 6,834

u 小口径汚水桝 150φ-100φ 90°Y 塩ビ150φ -1406 12,657

v 小口径汚水桝 150φ-100φ トラップ桝 塩ビ150φ -1553 1,613 防護蓋（T-8）

RC 汚水桝 450□ インバート桝 MHA MHA-350 既存桝

小口径汚水桝

125φ-200φ

125φ-200φ

125φ-200φ

125φ-200φ

125φ-200φ

125φ-200φ

125φ-200φ

125φ-200φ

125φ-200φ

125φ-200φ

90°Y

90°Y

防護蓋（T-8）

防護蓋（T-8）

防護蓋（T-8）

防護蓋（T-8）

防護蓋（T-8）

防護蓋（T-8）

m

n

o

p

q

小口径汚水桝 125φ-200φ

小口径汚水桝 125φ-200φ

小口径汚水桝 125φ-200φ

小口径汚水桝 125φ-200φ

90°Y

90°Y

90°Y

90°L

塩ビ200φ

塩ビ200φ

塩ビ200φ

塩ビ200φ

塩ビ200φ

塩ビ200φ

塩ビ200φ

塩ビ200φ

塩ビ200φ

塩ビ200φ

塩ビ200φ

塩ビ200φ

塩ビ200φ

塩ビ200φ -450

-475

-500

-525

トラップ桝 300φ 300φ レジコン蓋 -300 ポリプロピレン

塩ビ製

塩ビ製

塩ビ製

塩ビ製

（土中）硬質ポリ塩化ビニル管

小口径塩ビ桝汚水桝

汚水・雑排水管

凡例

記号 名称 材料　仕様 記号 規格

VU JIS K6742

ポンプUP （土中）水道用硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP JIS K6742

外構配管平面図　新設

Ｍ－０３



A

BC

DEFGH
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OP

（土中）硬質ポリ塩化ビニル管

小口径塩ビ桝汚水桝

汚水・雑排水管

凡例

記号 名称 材料　仕様 記号 規格

VU JIS K6742

ポンプUP （土中）水道用硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP JIS K6742

タイヤ遊具

・ＧＬ±0

・ＧＬ±0

・ＧＬ±0

・ＧＬ±0

・ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

・ＧＬ±0

・ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

・ＧＬ±0 ・ＧＬ±0

配置図　　Ｓ＝1：200

Ｎ

(-1100)

DN DN

DN

DN

GT
-350

-380-430

-450-480-520-560-580

-610
-620

-630-680

-760

-820

-920-1000-1070-1090-1175-1250

-1130

-1240

-1270

公設桝

(-950)

(-950)

(-1050)

(-1150)

は　撤去

12ｍ× 8ｍ

17ｍ× 25ｍ

屋外便所

増築棟

プール

プール

花壇

庇

渡り廊下

駐車場

北　運動場　

ボイラー室

プール脱衣場

足洗場 足洗場

渡り廊下
渡り廊下

⑧-2
⑨

道 路

屋内運動場

北　棟

南　棟

田

南　運動場　

通　路

UP UP UP

花壇

通　路

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

花壇

・ＧＬ+4.0ｍ ・ＧＬ+4.0ｍ

・ＧＬ+2.0ｍ・ＧＬ+2.0ｍ・ＧＬ+2.0ｍ

・ＧＬ+4.0ｍ

・ＧＬ+4.0ｍ

・ＧＬ+4.0ｍ

花壇
防音

　
敷

地
境

界
線

正門

1
1
,0

00
6,9131,8248,5092,868 9,632

11,788

11
,0

00

1
2
5
A

1
2
5
A

125A

12
5A

125A
125A

125A

12
5A

125A

125A

12
5A

125A

125A

125A

125A

125A

件　名 設計番号 作成者 検　図 図面番号

図面名 縮　尺 日　付
A1 S=1/50
A3 S=1/100

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事
Ｍ－０４

外構配管平面図　既存撤去・仮設計画 R4.02.28
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図面名 縮　尺 日　付

R4.02.28

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

２階　職員女子便所

平 面 詳 細 図 （ 改 前 後 ） 　 1： 20

改修前
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0A

COA 100A

汚水 75VP

汚水 75VP
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２階　職員女子便所

平 面 詳 細 図 （ 改 前 後 ） 　 1： 20

改修後
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※　実線の配管は　撤去 ※　実線の配管は　新設

衛生設備　1－1棟　３階女子職員便所　改修平面図 A1 S=1/20
A3 S=1/40

Ｍ－０５


